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6．研究・技術開発の目的 

 
今回の震災では津波によって、陸域や海域に大量の土砂やがれきが運ばれて堆積した．

「津波堆積物（土砂）」の量は、被災 6 県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）で約 1,300
～2,800 万トン、この内処理を要する“津波堆積物”の量は岩手県、宮城県、福島県の 3
県で約 960 トンであると推計されている．環境省の発表によると、現時点（2012 年 11 月

末）における、津波堆積物の処理・処分済み量の割合は約 15％にとどまっており、震災か

らの復旧・復興の大きな課題のひとつとされている． 
一方では、今回の地震の影響で基盤の沈下が生じたため、大潮や波浪、大雨の際に浸水

の危険にさらされている箇所では広域的な地盤の嵩上げが必要となっており、また居住地の



高台移転も計画されており、被災地では大量の土砂が必要となっている．さらに今後の各種

インフラ整備では良質な建設用土質材料が大量に必要になってきている． 
それらの復興資材として、「津波堆積物（土砂）」を再生利用する方法が計画されている．

しかし、津波堆積物には大量のごみやがれきが混入しており、主に回転式ふるいや振動ふる

いなどで処理されているが、数 cm 以下のものは除去することは困難である．がれきやごみ

の種類や混入量にもよるが、ごみやがれきを含んだ土砂は、従来の廃棄物として取り扱うべ

きものも含まれ、一般的な建設用土質材料と比較しては低品質なものといえる．また木片や

金属類など腐食性のものを含んだ土砂は、長期的な土地利用を考えた場合に好ましくない．

したがって、これらの低品質な土砂をストックした場合、これらを優先的に使用してもらえ

るかは未知数である．つまり、 “確実に活用される”保証が質、量ともになければ、それ

らは廃棄物の扱いのままであり、需要と供給のマッチングの確率は非常に低いままで、処理

が進まないことになる． 
実際には使用側から発生側に対して、品質とともに必要な時期に必要な量をまとめて供

給する必要があり、できれば高品質のものをストックしておくことも、速やかに処理を行う

上で重要なポイントとなる．このような観点からも、需要と供給のマッチングの確率を高め

るためにも、より質の良い再生資材が求められるといえる． 
そこで当社が開発した「ソイルセパレータ・マルチ工法」を応用し、津波堆積物の処理

と土砂部分の有効利用をすることを提案したものである．本工法は砂分を多く含んだ浚渫土

砂から、小礫、砂、シルトなどの良質な土砂を分級・抽出して有効利用するために開発した

工法である．また、砂礫やシルトを分級した後に残った粘土分を多く含んだ泥水は、凝集沈

殿、脱水し、減容化して処分を行う方法をとっている． 
今回は当工法に、がれきやごみを効率的に除去する工程を加えて改良し、津波堆積物から

効率的にごみ、がれき類を分別し、良質な建設用地盤材料を得る連続処理システムを確立す

ること、およびその事業化計画を作成することが、本研究開発の目的である．またそれによ

って、津波堆積土砂の減容化，有効利用と地盤の嵩上げや各種インフラ整備の促進に寄与す

る技術の確立を目指すことを目標としている． 
 
 
7．研究・技術開発の内容と成果 
 
 本書類に添付した、「総合研究報告書」（別冊）をご参照ください． 
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10．成果の実用化の見通し 

 環境省の最新の発表によると、被災 3 県（岩手，宮城，福島）における処理を要する全津

波堆積物は約 960 トンとされ、平成 24 年 11 月末時点でそれらの処理・処分済み割合は約

15%にとどまっている。現在、津波堆積物の殆どは、トロンメルにて処理されているが、こ

の場合処理後の土砂（ふるい下残渣）にはがれきやごみが混合された低品質なものであり、

再利用方法に制限がかかる懸念がある。またこのようなごみやがれきが混入した土砂の最利

用方法の具体的な判断・評価基準は現在のところ明確になっていないのが現状であり、処理

方針が決まらない原因ともなっている。 
それに対して、本技術で処理された砂礫やシルト，改質土（凝集フロックのセメント処理

土）は、ごみやがれきがほぼ完全に分別・除去された状態の高品質な材料であり、様々な用

途が期待できるものである。処理コストも従来のトロンメルによる方法とほぼ同レベルであ

ること、また同じ体積の津波堆積物から得られる土砂量が多いことを考慮すると、品質，コ

スト面のみならず、本技術が津波堆積土砂の処理技術として優れているものと評価できる。 
したがって、被災地における建設用土質材料の不足、処分場建設費用、処理完了までの時

間などの問題に対する現状からの転換が、本技術の実用化に向けた第一歩となる可能性も考

えられる。 
 
11．その他 
  

以下に、「総合研究報告書」（別冊）を添付する． 
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第１章  概 要 

 
 
 
 
 

１． 概要 

 
東日本大震災による津波は、東北地方から関東地方の広範囲に大きな被害を及ぼし、津波の浸水面積

は約 561km2（山手線内側の約 9 倍の面積）と広域に渡るものであった．その結果、東日本の 13 県 241
市町村において、総量約 2,162 万トンの災害廃棄物が発生した．加えて、被災 6 県（青森、岩手、宮城、

福島、茨城、千葉）沿岸を中心に約 1,300～2,800 万トンの土砂、泥状物が陸上に打ち上げられ、ごみ

やがれきと混ざって堆積したと推定されている．ごみやがれきが混ざった状態で堆積した土砂は “津

波堆積物”と呼ばれ、この内、処理を要する津波堆積物の量は被災 3 県（岩手、宮城、福島、）で約 960
トンとされている． 
環境省の発表によると、2012 本年 11 月末時点で、上記の被災 3 県の津波堆積物の処理は約 15％に

とどまっており、震災からの復旧・復興の大きな課題のひとつとされている． 
 本研究は、平成 23 年度「国交省建設技術研究開発助成制度」（震災対応型技術開発公募 がれき処理

対策）の研究課題で採択されたもので、津波堆積物（津波堆積土砂と称している）から、ごみやがれき

を分別し、土砂部分から良質な砂礫材を粒度ごとに分級して取り出し、建設材料として有効利用する技

術の開発に関するものである．本報告書は、当研究課題に対する取り組みの取りまとめ結果を示すもの

である． 
 

 
写真-1.1 2011 年 3 月 11 日の津波の来襲状況 
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写真-1.2 津波襲来後の災害廃棄物（仙台市宮城野区） 

 
 
 

 

写真-1.3 集積・仮置きされた津波堆積物（気仙沼市） 
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1.1 課題名 

 
「津波堆積土砂からのがれき分別と土砂の分級による良質な建設材料の有効利用」 

（H23 補正建設技術研究開発助成制度 震災対応型技術開発公募、 
がれき処理対策：課題番号 第 8 号）   

1.2 期間・概略実施工程 

 

4/11委員長事前説明

4/9-4/13（整地，ｼｰﾄ・鉄板敷，土砂搬入，養生）

5/7-5/10（ｼｰﾄ・鉄板敷，機材搬入・設置）

5/11～5/15試運転

5/16-5/23本実験

　4/11委員長事前説明

　4/17（本社） 5/17（気仙沼） 8/2（仙台）

設立準備 第1回 第2回 第3回

10月

2012年

第４回の委員会は必要に応じて、実施
予定

H24.10月前半　報告書第１版完成
H25.3月末　最終報告書完成

産学官テーマ推進委員会

室内試験

国交省，宮城県，JX

4月中旬にヤード整地、土砂搬入，養
生
5月初旬から設備設置（6日間程度）

準備工

本実験 試運転含め、350m
3
処理

準
備

関係各所調整

現地踏査、土壌採取

報
告
書

結果まとめ

報告書作成

8月
作　業　内　容

土壌，水質分析試験

実
証
実
験

土壌，水質分析試験

実験計画、機材手配

2月 3月 4月

片付け

5月 6月 7月 9月
摘　要

 

 
 

1.3 予算 

助成交付金 18,530,000 円 
自社負担分 16,279,127 円 
全体    34,809,127 円（直接研究費における社内人件費は除いた金額） 
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1.4 研究概要 

1.4.1 研究の背景、目的 

 すでに述べたように、今回の震災では津波によって、陸域や海域に大量の土砂やがれきが運ばれて堆

積した．「津波堆積物（土砂）」の量は、被災 6 県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）で約 1,300
～2,800 万トン、この内処理を要する“津波堆積物”の量は岩手県、宮城県、福島県の 3 県で約 960 ト

ンであると推計されている．環境省の発表によると、震災から 1 年 8 ヶ月経過した 2012 年 11 月末の時

点で、津波堆積物の処理・処分済みの割合は約 15％にとどまっており、震災からの復旧・復興の大きな

課題のひとつとされている． 
一方では、今回の地震の影響で基盤の沈下が生じたため、大潮や波浪、大雨の際に浸水の危険にさら

されている箇所では広域的な地盤の嵩上げが必要となっており、また居住地の高台移転も計画されてお

り、被災地では大量の土砂が必要となっている．さらに今後の各種インフラ整備では良質な建設用土質

材料が大量に必要になってきている． 
 
それらの復興資材として、「津波堆積物（土砂）」を再生利用する方法が計画されている．しかし、津

波堆積物には大量のごみやがれきが混入しており、主に回転式ふるいや振動ふるいなどで処理されてい

るが、数 cm 以下のものは除去することは困難である．がれきやごみの種類や混入量にもよるが、ごみ

やがれきを含んだ土砂は、従来の廃棄物として取り扱うべきものも含まれ、一般的な建設用土質材料と

比較しては低品質なものといえる．また木片や金属類など腐食性のものを含んだ土砂は、再利用する場

所によっては、長期的な土地利用を考えた場合に好ましくない．したがって、これらの低品質な土砂を

ストックした場合、これらを優先的に使用してもらえるかは未知数である．つまり、 “確実に活用さ

れる”保証が質、量ともになければ、それらは廃棄物の扱いのままであり、需要と供給のマッチングの

確率は非常に低いままで、処理が進まないことになる． 
実際には使用側から発生側に対して、品質とともに必要な時期に必要な量をまとめて供給する必要が

あり、できれば高品質のものをストックしておくことも、速やかに処理を行う上で重要なポイントとな

る．このような観点からも、需要と供給のマッチングの確率を高めるためにも、より質の良い再生資材

が求められるといえる． 
 
そこで当社が開発した「ソイルセパレータ・マルチ工法」を応用し、津波堆積物の処理と土砂部分の

有効利用をすることを提案したものである．本工法は砂分を多く含んだ浚渫土砂から、小礫、砂、シル

トなどの良質な土砂を分級して取り出して有効利用し、それらを分級した後に残った粘土分を多く含ん

だ泥水は、凝集沈殿、脱水を行うことで最終処分量を減容化する工法である． 
 
以上より、本研究開発の目的は、従来のソイルセパレータ・マルチ工法に、がれきやごみを効率的に

除去する工程を加えて改良し、津波堆積物から効率的にごみ、がれき類を分別し、良質な建設用地盤材

料を得る連続処理システムを確立すること、およびその事業化である．またそれによって、津波堆積土

砂の減容化と有効利用により、地盤の嵩上げや各種インフラ整備の促進に寄与する技術の確立を目指す

ことである． 
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1.5 研究実施メンバー 

本研究開発は、東亜建設工業株式会社の単独体制で申請・実施したもので、本技術のベースとなる「ソ

イルセパレータ・マルチ工法」（後述）の専門家および開発担当者で構成した． 
 
 

代表者 御手洗 義夫 東亜建設工業株式会社 技術研究開発ｾﾝﾀｰ 
地盤・防災技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

研究代表者 同上 同上 
共同研究者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太田 正規 
 
泉 信也 
 
 
居場 博之 
 
 
熊谷 崇信 
 
 
西田 浩太 
 
 
湯浅 大樹 

株式会社ﾄﾞﾗﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 取締役営業部長 
 
東亜建設工業株式会社 土木事業本部 
機電部 機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
 
東亜建設工業株式会社 技術研究開発ｾﾝﾀｰ 
地盤・防災技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ・研究員 
 
東亜建設工業株式会社 土木事業本部 
機電部 機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ・技術員 
 
東亜建設工業株式会社 技術研究開発ｾﾝﾀｰ 
研究開発企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ・研究員 
 
東亜建設工業株式会社 土木事業本部 
機電部 機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ・技術員 
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1.6 産官学テーマ推進委員会 

本助成研究では、技術研究開発提案を着実に推進し、目標達成に向けて確実な進捗管理を図るため、

産学官の分野から構成される委員会を設置し、以下の項目を実施することとなっている． 

 

１） 実証実験により、当該研究開発成果が有効に機能することの確認 

２） 当該研究開発成果の具体的な事業化計画を作成 

 

1.6.1 委員会メンバー 

 産学官テーマ推進委員会は、それぞれの分野から 2 名または 3 名を選出・依頼して、以下のメンバー

で構成した． 
 
 “官”としては、国土交通省（港湾）と宮城県からと、および独法の研究機関（港湾空港技術研究所）

の専門家に依頼した． 
 “学”では、被災地の地元または近く、被災地の状況に詳しく、かつ津波堆積物処理や産業廃棄物や

地盤環境系に詳しい方に依頼した． 
 “産”のほうでは、計画系でかつ土砂の分級技術に詳しい方と環境・生態系の専門家（コンサルタン

ト）に依頼した． 
 
 

 

カテゴリ 氏　名 所　属・役　職 備　考

　原田　卓三

　佐瀬　浩市

　遠藤　信哉 宮城県　土木部　土木部次長

　渡部　要一 （独）港湾空港技術研究所　地盤研究領域長

　高橋　弘 東北大学大学院　環境科学研究科　教授 委員長

　小峯　秀雄 茨城大学　工学部　都市システム工学科　教授

　片桐　雅明
株式会社日建設計シビル　地盤調査設計部
設計主管

　笠原　勉
いであ株式会社　国土環境研究所
生態解析グループ 技師長

　奥　信幸
東亜建設工業株式会社　土木事業本部
技術部　部長

　泉　信也
東亜建設工業株式会社　土木事業本部
機電部　機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

転勤により、第3回以
降、原田氏から佐瀬
氏に交代

産

社内委員

官

学

国土交通省　東北地方整備局　港湾空港部
港湾空港企画官
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1.6.2 開催日および概略 

産学官テーマ推進委員会は、全体会議を計 3 回開催した．それぞれの開催時期、内容の概略は以下の

通り． 

（1） 第 1回委員会  

開催日時：平成 24 年 4 月 17 日（火） 15:00～18:00 
開催場所 ：東亜建設工業㈱本社 （東京都新宿区） 

内 容 ：本研究開発の背景、目的、得られる効果、用いる分級処理技術、現場で行う実証実験の

内容、分級後の土砂の有効利用方法のアイデア等、事業化に向けた検討内容について、

事務局から説明を行い、質疑応答および意見交換を行った． 

（2） 第 2回委員会  

開催日時：平成 24 年 5 月 17 日（木） 14:30～17:00（内、実証実験見学 13:00～14:00） 
開催場所 ：サンマリン気仙沼 ホテル観洋 （宮城県気仙沼市） 

内 容  ：現場実証実験の見学を行い、津波堆積土砂の処理システム全体の説明や処理効果の確

認を行った．現場見学後、場所をかえて委員会を開催．第１回委員会の議事内容に対す

る回答、現場実証実験の状況、室内配合試験の計画、津波堆積物のがれき、ごみ分別・

分級技術の適用・実用化（事業化）について、事務局から説明を行い、質疑応答および

意見交換を行った． 

（3） 第 3回委員会  

開催日時：平成 24 年 8 月 2 日（木） 14:00～17:30 

開催場所：東亜建設工業㈱東北支店 大会議室 （宮城県仙台市） 

内 容 ：現場実証実験結果、脱水フロックの室内配合試験結果、コスト試算結果と類似技術との

コスト比較、本技術の適用・実用化（事業化）に向けての取組みについて、事務局から

説明を行い、質疑応答および意見交換を行った．また、委員から、東北地方整備局の災

害廃棄物の再生利用の推進に向けた取り組みや、宮城県の災害廃棄物処理実行計画につ

いての情報提供および、各委員から本技術の適用・事業化についての提案があった． 
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1.7 実施内容および成果の概要 

1) 津波堆積土砂を用いた現場実証実験   

宮城県気仙沼市内に集積・仮置きされた津波堆積土砂 約 350m3をソイルセパレータ・マルチ工法を

ベースとした、がれき・ごみの分別と土砂分級技術を用いて処理し、その効果および適用性の検証を行

った． 

その結果、がれき・ごみ類と土砂の分別・除去は確実に行われ、小礫以下の分級後の土砂にはほとん

ど含まれていないことが確認された．また、分級後の「小礫・砂」、「細砂・シルト」は粘土分が 3％程

度であり、高品質で良質な復興材料として扱えるものであることなど、津波堆積物土砂のがれき分別、

土砂分級に本技術が適用できることを確認できた． 

 

2) 分級後の粘土分（凝集フロック）の簡易脱水処理，改質に関する検討   

分級後の粘土分の復興資材としての有効利用を目的に、礫、砂、シルトを取り除いた後の細粒分泥水

を凝集させたフロックは、高レベルに脱水して“脱水ケーキ”とすることで減容化することができ、か

つ土砂としての有効利用が図れる状態となる．しかし高レベルの脱水は高コストであり、今回は復興資

材として、その量を確保することも重要であることから、必要以上に脱水・減容化せずに、低コストな

簡易脱水処理とし、その後、固化材などで改質することで復興資材として有効利用できる方法を採用す

ることとした．簡易脱水された比較的高含水比な脱水フロックに対しては、種々の改質材を添加する室

内配合試験を行い、最適な改質剤の選定と、その添加量と強度の関係を検証した． 

その結果、簡易脱水フロックは、ボックス型＋水切りフレコン（半日程度自重脱水）による含水比 175％
とした場合、高炉セメント B 種を 150kg/m3程度の添加を行うことで、養生 1 日で運搬が可能（qc＞
200kN/m2）で、かつ、破砕（撹乱）・再転圧後も盛土材として十分な qu＞100kN/m2が確保できること

が確認された． 
また、がれきやごみの含有量や土砂部分の粒度にもよるが、凝集フロックを簡易脱水・改質する効果

によって、津波堆積物の処理前と同等の量の復興資材が得られることが確認された． 

 

3) 事業化に向けた検討（現状把握と課題の整理，コスト試算・比較）  

本技術の事業化に向けて、まず被災地の津波堆積土砂の処理に関する現状把握と問題点の整理を行っ

た． 

現状としては、津波堆積物の処理・処分の進捗状況は非常に遅れており、平成 24 年 11 月末の時点で、

岩手県，宮城県，福島県の 3 件の合計で、その処理・処分率は 15％，特に岩手，福島の両県ではわず

か 2％とう状況である． 

また現行の津波堆積物の一般的な処理方法は、回転式ふるい等を用いた乾式分級で行われており、処

理後の「ふるい下残渣」は数センチ以上のごみやがれきが混入した低品質なものである．それに対して、

震災以降に公表された指針，マニュアル等には、それらを廃棄物でなく復興資材として取り扱う際の具

体的な評価・判断基準が明確に示されていない．さらには、土木学会や地盤工学会でも具体的な指標や

方向性を示すまでに至っていない．その一方で、環境省からは、震災前とほぼ同じレベルで廃棄物処理

に関しては厳しく管理することが求められている． 
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これにより、低品質な土砂をストックした場合、これらを優先的に復興資材として使用してもらえる

かは未知数であり、需要と供給のマッチングの確率は非常に低くなり、処理が進まない状況になっても

のと考えられた．このような観点からも、また津波堆積物の処理や有効利用を促進する意味でも、より

質の良い再生資材が求められているものと考えた． 

次に、がれき量や土砂部分の粒度などを変えた条件での本技術のコスト試算を行った．また比較対象

として、被災地で用いられていることの多い回転式ふるい（トロンメル）を用いた方法とのコスト比較

を行った．その結果、両者が同等のコストまたは条件によっては本技術が若干低コストであることが確

認できた． 

 

以上より、回転式ふるいによる方法は、“乾式分級”と呼ばれ、加水・洗浄を行わないため、分別後

のがれきやごみに土砂が付着したままであること、分級後の土砂にはがれきやごみが混入し、また細粒

分も多い“低品質”なものである．それに対して、本技術では、がれきやごみから土砂は洗浄・除去さ

れて、その後の分別や処理が容易になること、さらに分級された土砂（礫、砂、シルト）には粘土分が

ほとんど含まれていない“高品質”なものであることから、本技術が津波堆積物の処理・有効利用技術

として、品質およびコスト両面で優れた技術であることが確認できた． 
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第２章  検討内容 

 
 
 
 
 

2． 検討内容 

2.1 背景・目的 

2.1.1 東日本大震災による津波被害と津波堆積物 

 2011 年 3 月 11 日に東北地方の太平洋岸で発生した「2011 年東北地方太平洋沖地震」は、マグニチ

ュード 9.0 の我が国最大の地震であった．この地震では、強い揺れのほか、高い津波が発生し、約 2 万

人の死者・行方不明者が出たほか、家屋や港湾施設や漁業関連施設などに甚大な被害が発生した．海岸

や港湾に来襲した津波は、東北地方から関東地方の広範囲に大きな被害を及ぼし、津波浸水面積は約

561km2（山手線内側の約 9 倍の面積）であったとされている（図-2.1）． 
 
 

 

写真-2.1  3.11 津波の襲来 
 
 
 これらの地域では、多くの自動車、家屋、港湾施設、漁業施設などが流出、破壊され、がれきやごみ

なって沿岸域に災害廃棄物として残された．災害廃棄物は、東日本の 13 県 241 市町村において、総量

約 2,162 万トン発生したとされている．加えて 6 県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）沿岸を中

心に約 1,300～2,800 万トンの土砂、泥状物が陸上に打ち上げられ、ごみやがれきと混ざって堆積した

と推定されている．これらは津波堆積物（2.1.2参照）と呼ばれている． 
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図-2.1 津波による浸水範囲の面積（概略）について第 5 報（国土地理院、平成 23 年 4 月 18 日） 
 

 
一方では、地殻変動による基盤の沈下（図-2.2）や液状化による噴砂、津波による洗掘、流出などに

よって地盤の沈降が生じており、大潮や波浪、大雨の際に浸水の危険にさらされている箇所では、地盤

の嵩上げが必要となっている（写真-2.2）．また居住地の高台移転や防波堤の復旧や嵩上げなども計画さ

れており、そこには大量の土砂が必要となってくる．さらに今後の各種インフラ整備では、良質な建設

用地盤材料も大量に必要となっており、津波堆積物をこれらの復興用資材としての利用が考えられてい

る． 
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図-2.2 3.11 の本震による基盤の沈下（国土地理院） 

 
 

 
写真-2.2 基盤沈下のため浸水したままの地域（仙台市閖上地区） 
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2.1.2 津波堆積物処理の方針 

津波堆積物を含めた今回の地震と津波により大量に発生した災害廃棄物の処理に関しては、環境省が

震災の約 2 ヵ月後に発表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（平成 23
年 5 月 16 日、以下「マスタープラン」と称する）に基づいて、計画が立てられている． 

 
「マスタープラン」では、『災害廃棄物は再生利用可能なものは、極力再生利用する』、『津波堆積物

は性状に応じた処理を行う』という方針が定められ、有機物や有害物質を含まない津波堆積物をトロン

メル（写真-2.3、回転式ふるい）や振動ふるいを用いた処理を行った後に、土木用“復興資材”として

利用する方向性を示している（図-2.3）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.3 「マスタープラン」に示された災害廃棄物の処理ルート 
 

  

写真-2.3 トロンメル（回転式ふるい）と津波堆積物の分別状況 
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被災地の自治体（県）では、それらに基づいて、広域処理を含めて平成 26 年 3 月をメドに処理を終

了させる計画で進められている． 
 
例えば、岩手県では図-2.4 に示すように環境省の示した「マスタープラン」に対して、平成 23 年に

「処理実行計画」や「処理詳細計画」が作成されている．その後、「詳細計画」は平成 24 年 5 月に改定

され、さらに災害廃棄物から分別された土砂およびコンクリートがらの活用に関しては、「岩手県 復

興資材活用マニュアル」（平成 24 年 6 月）が整備されている． 
 
なお、災害廃棄物の処理にあたっては、環境省が管轄する「災害等廃棄物処理事業国庫補助金」が活

用されている（図-2.6）． 
 

 
図-2.4 災害廃棄物処理詳細計画の位置づけ（岩手県） 

 

 
図-2.5 災害廃棄物処理のスケージュール（岩手県） 
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図-2.6 災害廃棄物処理の経費負担の流れ 
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2.1.3 津波堆積物の物性 

津波堆積物に関しては、その物性や発生量や性状、取扱いの方針などに関して、廃棄物資源学会が中

心となって調査・検討を行った結果が、平成 23 年 7 月 5 日に「津波堆積物処理指針（案）」に発表され

ている．さらにその内容を受けた形で環境省が同年 7 月 13 日に「東日本大震災津波堆積物処理指針」

を発表している． 
 
後者によると津波堆積物とは、 

『津波を受けた被災地に残留したごみやがれきと混ざって堆積した土砂・泥状物である．    

その主成分は、水底や海岸の砂泥などと考えられるが、紙くず、木くず、金属くず、コンク

リートくず、廃プラスチック類等と混然一体となったもの、油類を含むもの、腐敗・乾燥に

よって臭気や粉じんの発生が懸念されるものもあり、その組成や性状は様々なものである． 

被災地に立地する事業所に由来する農薬や酸・アルカリ等の有害な薬品等、有機物や有害な

化学物質が混入している可能性があるものもある．』 
と説明している． 
 
廃棄物資源循環学会は、上記の指針（案）の参考資料において、津波発生地域で採取した津波堆積物

の化学性状について調査・分析を実施した結果を示している．調査・分析は、震災直後（2011 年 3 月

末から 4 月中旬）に、岩手県と宮城県で採取した 62 試料を対象に実施され、国内の規制基準値や参照

指針値等との比較を行なっている．そこでは、国内の規制基準値や参照指針値等を越えるレベルの汚染

の結果は認められておらず、今後はより詳細な調査が行われることが期待されるが、津波堆積物の多く

は、「原則的に性状分析必要なし」または「現場スクリーニング」を経て、「安定型処分場でも処分可能」

という分類になるものとしている． 
以下にその概要を示す． 
 
(a) 土粒子密度、pH、強熱減量 

密度（真比重）：約 2.70 g/cm3であり一般的な土壌と違いがなく、土砂が主成分であることが推測

される結果であった． 
pH： ほぼ 7.0 ～9.0 の間にあるが、採取試料によっては強酸性、アルカリ性を示したものもあっ

た． 
強熱減量：この値は主に有機物の指標となるものであるが、1.2％～16.3％であり、へドロ状のもの

を含む一般的な浚渫土砂の値の範囲の値であった．調査報告書では、「多くは、海底泥の有機物に

由来するものと考えられるが、油分の影響を受けている試料も散見された．」とされている． 

粒度：津波で海から運ばれてきた影響で海砂を多く含むケースが多いが、ヘドロや細粒分を含んで

いることもある．特に農地に堆積したものは撤去の際に表土を含めて行った影響もあり、粘性の高

い粘土シルト系のものであることが多い．  

 

(b) 油分（n-ヘキサン抽出物質）、TPH（全石油系炭化水素） 
n-ヘキサン抽出物質：水産用基準（日本水産資源保護協会により提案されている値）として、海域
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では乾泥として n-ヘキサン抽出物質 0.1%以下とされており、高い値を示していた． 
TPH：油分を炭素数 C6～C44（ガソリン、軽油、残油の炭素範囲）の石油系化合物の沸点範囲で

定量したものであるが、n-ヘキサン抽出物質とよく相関する結果が得られたとされている． 

 
(c) 残留性有機汚染物質（PCB、ダイオキシン類、POPS 農薬類） 

 これらの含有量基準値（例えば、PCB 処理物の基準値やダイオキシン類では土壌や水底低質中の

環境基準値、POPS 農薬類では設定されている参照指針値等）を超える値は見られていない．また、

規制基準値や指針値との比較以外でも、環境省が近年実施している近隣水域、地域における環境モ

ニタリング調査（底質や土壌）の結果と比較しても概ね同じレベルと判断された． 
. 

(d) 重金属類 

 含有量は多くの試料・項目で不検出であったが、鉛が mg/kg の範囲で多くの試料から検出された

が、土壌汚染対策法の含有量指定基準値 150mg/kg を下回るものが殆どであった（1 試料のみ超過）．

溶出量は鉛、砒素、ふっ素、ほう素の 4 項目で土壌汚染に関わる環境基準値を超える事例が見られ

たが、自然由来や海水の影響があったものと推定されるものであった． 
 
なお、環境省では、津波堆積物の処理はその組成や性状から判断して、地域特性に利用したゾーニン

グ（エリア区分）や目視観察、現場スクリーニング等によるカテゴリー分類を経て行うべきものである

としている．図-2.7 に廃棄物資源学会が指針（案）で示した、「津波堆積物処理の基本的な流れ」を示

す．  
これによると、図-2.7 に示した「津波堆積物処理の基本的な流れ」において、「エリア区分」によっ

て「非汚染エリア」にあり“カテゴリーA”の「原則的に性状分析必要なし」と分類されたもの、それ

以外では「現場スクリーニング」を経て、“カテゴリーB”の「安定型処分場でも処分可能」と分類され

たものが、処理後に再生資材として有効利用を行う対象となる（図中の赤枠の部分）．したがって、本

研究開発（技術）では、上記のカテゴリーA およびカテゴリーB が処理対象となる． 
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図-2.7 津波堆積物処理の基本的な流れ 
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2.1.4 津波堆積物の有効利用に関する指針、計画、マニュアル 

災害廃棄物の再生資材（復興資材）としての具体的な利用方法に関しては、表-2.1 に示すように資料

No.1 の「マスタープラン」をはじめとして環境省、国土交通省、被災地の自治体（県）からいくつか

の指針や計画、マニュアルなどが出されている．  
 
 

表-2.1 国や自治体による災害廃棄物の再生利用に関する指針、マニュアル類 
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2.1.5 津波堆積物の有効利用促進における課題 

すでに示したように、被災地における津波堆積物の処理は、環境省の「マスタープラン」をもとに行

われており、その多くのケースでは、ふるい目が 50mm 程度のトロンメル（回転式ふるい）や振動ふる

いで処理されている．この場合、処理されたもののほとんどには、“廃棄物”が混入しているものと考

えられる． 
このようなごみやがれきが混入した土砂を復興資材として活用する場合は、上記のように環境基準や

安全性、安定性の面で評価・判定が必要とされ、従来の土砂のみから成る建設用土質材料と比較すると、

“低品質”のものであるといわざるを得ない．仮に津波堆積物をトロンメルや振動ふるいで分別・分級

しただけの「低品質」の復興資材をストックした場合、これらを優先的に使用してもらえるかは未知数

である． 
  
環境省の通知「東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の

活用について」（平成 24 年 5 月）によれば、津波堆積物が廃棄物に該当しないためには、「④復旧資材

のための公共工事において確実に使用されること（当該物を資材として活用する公共工事が確定してお

り、当該公共工事が復旧復興を目的としたものであることをいう）」を満たす必要がある． 
 
実際には使用側から発生側に対して、品質とともに必要な時期に必要な量をまとめて供給する必要が

あり、できれば高品質のものをストックしておくことも、速やかに処理を行う上で重要なポイントとな

る．つまり、上記の要件④の“確実に活用される”保証が質、量ともになければ、それらは廃棄物の扱

いのままであり、処理が進まないことになる．このような観点からも、需要と供給のマッチングおよび

マッチングの確率を高めるためにも、より質の良い再生資材が求められるといえる． 
 
 その他の課題として、従来のトロンメルや振動ふるいによる分別・分級方法に代わる処理方法を考え

る場合、重要なことは経済性（処理コスト）である．すなわち、今回開発した方法が従来と比較して同

等または低コストであることは重要なポイントである．また、その他の比較対象として、埋立処分のコ

ストがあげられる．埋立処理には、新規処分場建設のケースも考えられるが、ここでは最寄り（東北地

方）の既存の処分場での埋立処分と広域処理の場合のコストを対象とする． 
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2.1.6 湿式分級処理の津波堆積物への適用性（メリットと留意点） 

本研究開発は、津波堆積物から効率的にごみやがれきを土砂と分別し、土砂の部分からは良質な砂礫

分、シルト分を分級して抽出するとともに、細粒分泥水は凝集・脱水・改質することで良質な建設用地

盤材料を得る技術の確立を目的としたものである．そこで本研究開発では、当社が開発した「ソイルセ

パレータ・マルチ工法」（次項 2.1.7参照）を津波堆積物処理に応用するものである． 
 
詳細は次項で示すものとするが、「ソイルセパレータ・マルチ当工法」は、砂分を多く含んだ浚渫土

砂に加水し、小礫、砂、シルトなどの良質な土砂を洗浄・分級して取り出して有効利用するために開発

した工法である．また、砂礫分やシルト分を分級した後に残った粘土分を多く含んだ泥水は、凝集沈殿、

脱水し、最終処分量の減容化も目的の一つとなっている．津波堆積物の処理で行われているように加水

を行わずにそのままトロンメルや振動ふるいで分級処理する工法を、一般的には“乾式分級”と呼ぶの

に対して、本工法のように、加水して砂礫分、シルト分から粘土分を洗浄して分級する工法を、一般的

には“湿式分級”と呼ぶ． 
 
湿式分級工法（ソイルセパレータ・マルチ工法）を、津波堆積物に適用した場合のメリットに関して

は以下のような項目があげられる． 
 
1) 津波堆積物に加水して処理を行うため、がれきやごみから土砂を洗浄して分別でき、さらに比重

分別も行うことが可能であるため、分級・抽出された砂礫分やシルト分から細かいごみやがれき

が除去される． 
2) これらの分級処理で得られた砂礫分やシルト分は、粘土分をほとんど含まない良質な土木資材と

して有効利用ができる（細粒分 5％～10％程度）． 
3) 分別されたごみやがれきは土砂が除去された分、減容化されるとともに、その後の分別や再利用、

処分などが効率的に行うことが可能となる．  
4) 津波堆積物に含まれる有害物質や有機分のほとんどは、分級された粘土部分に集積されるため、

砂礫やシルトは、環境安全性も高い材料となる． 
 
 
ただし、4)の津波堆積物に含まれる重金属や残留性有機汚染物質などに関しては、以下の点に十分な

注意が必要である． 
 
津波堆積物の土砂部分全体として、重金属類や残留性有機汚染物質などの濃度の汚染レベルが低いと

しても、湿式分級後の凝集フロックは粘土分が主体のため、それら有害物質は濃縮された状態となると

考えられる．この点に関しては、事前の粒度や汚染物質の分析結果から分級処理後の凝集フロックがど

の程度の汚染レベルになるかはある程度予測可能であり、汚染度レベルが高くなると予測された場合は、

事後の適切な処理（例えば管理型処分場への搬入や焼成処理など）を行う必要があることに十分注意せ

ねばならない． 
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さらに今回の震災では、東京電力福島第一原子力発電所の被災によって放射性物資が周辺各地に拡散

しており、その影響が深刻な状況にある．拡散した放射性物質は地上に降雨などで落ちてきた後は、主

に土砂の細粒分などに付着して存在しているとされている．したがって、津波堆積物も放射線の影響を

受けているケースが十分に考えられる．さらに、ソイルセパレータ・マルチ工法は、土砂を分級して、

最終的には粘土分を凝集沈殿、脱水を行うことから、その部分に重金属などと同様に放射性物質が濃縮

されることが予測される．このような場合も同様に分級処理後の適切な処分を行う必要が有ることに留

意しなければならない． 
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2.1.7 ソイルセパレータ・マルチ工法とは 

すでに述べたように、本工法は砂分を多く含んだ浚渫土砂から、礫、砂、シルトなどの良質な土砂を分

級して取り出して有効利用し、それらを分級した後に残った粘土分を多く含んだ泥水は、凝集沈殿、脱水

を行うことで最終処分量を減容化する工法である．細粒分を含んでおり、そのままでは有効利用できない

砂質の浚渫土砂を連続的かつ効率的に分級して、分級した良質な土砂（礫、砂、シルト）をリサイクル利

用し、最終処分量の減容化を行う目的で開発された工法である． 

 

各分級装置は、遠心分離機（サンドセパレータ、シルトセパレータ）と振動フルイ（サンドスクリーン、

シルトスクリーン）で構成されている（図-2.8、図-2.9、写真-2.4～2.6 参照）．遠心分離機や振動ふるいは、

その仕様を変更することで分級点を変更することが可能であり、土砂の粒度組成の違いに対応できるシス

テムとなっている． 

 

本工法では、浚渫土砂に対して体積の 2 倍から 3 倍程度の加水を行い、比重 1.3～1.4 程度にした泥水を

振動フルイや遠心分離機を通すことで、土砂を粒径ごとに段階的な分級を行う．比重調整用の加水は、処

理工程内で発生する水を循環利用するため、プラント外に排出される余水を削減できる点に大きな特徴が

ある．施工能力は、浚渫土砂ベースで 20m3/hr 級と 70m3/hr 級の 2 種類を準備している． 

分級後の土砂は良質な土木材料として有効利用可能であり、分級後の礫、砂には細粒分（シルト・粘土

分）が 5％～10％程度とほとんど含まれていない良質なものである．  

 

実機による実績は、本研究の着手前に以下の 2 件がある． 

 

◆実績 1：自主実験工事（福岡市にて実施、福岡市等に公開）   

実施時期：平成 23 年 1 月末～同年 2 月初旬 

システムの処理能力設定：20m3/hr 

  扱い土量：50m3 

◆実績 2：中津港（田尻地区）航路（-12m）浚渫［暫定-11m］工事（国交省九州地整） 

実施時期：平成 23 年 8 月末～同年 9 月末 
システムの処理能力設定：70m3/hr 
扱い土量：1,200m3 

 

 

今回の実証実験では、土砂に混入するがれき、ごみをいかに効率的に分別するかが課題となる．特に、

プラスチック類やビニール片などは将来的に分解しにくく、また、木片や植物に多く含まれる有機分は悪

臭やメタンガスの発生の要因となることから、津波堆積土砂の有効利用を考える場合、これらの除去も重

要である．本実験では、プラスチック類、ビニール片、木片の比重が土砂より小さく、水に浮くことを利

用し、津波堆積土砂に加水した状態でこれらを比重分別、除去できる方法を検討した． 
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図-2.8 ソイルセパレータ・マルチ工法による浚渫土砂の分級処理フロー（実績 1） 

 

 

 

 
写真-2.4 ソイルセパレータ・マルチ工法全体および構成（実績１：20m3/hr 級） 
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写真-2.5 サンドセパレータ、サンドスクリーン（事例１；20m3/hr 級） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2.6 シルトパレータ、シルトスクリーン（実績１；20m3/hr 級） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンドセパレータ 

サンドスクリーン 

シルトセパレータ 

シルトスクリーン 
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図-2.9 ソイルセパレータ・マルチ工法による浚渫土砂の分級処理フロー（実績 2） 

 

 

 
写真-2.7 ソイルセパレーター・マルチ工法全体および構成（実績 2；70m3/hr 級） 
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写真-2.8 浚渫土砂（実績 2；70m3/hr 級） 
 

   

写真-2.9 礫分除去；実績 2；70m3/hr 級） 
 

 

写真-2.10 加水・撹拌状況（実績 2；70m3/hr 級） 
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写真-2.11 砂分級装置（実績 2；70m3/hr 級） 

 

 

    
(a) サンドセパレータ（70m3/hr 級）       (b) サンドスクリーン（70m3/hr 級） 

写真-2.12 砂分級装置（実績 2） 

 
 

    
(a) シルトセパレータ（70m3/hr 級）      (b) シルトスクリーン（70m3/hr 級） 

写真-2.13 シルト分級装置（実績 2） 
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写真-2.14 分級された砂礫（実績 2） 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.10 分級前後の土砂の粒度分布の例（実績 2） 
 

 

 

 

 

◆分級後の礫主体土は粒径 2mm 以上の土粒子が約 90％ 

◆分級後の砂主体土は細粒分（シルト、粘土分）含有率が 5％程度 
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2.1.8 本研究の流れ 

以上に示したように本研究開発は、津波堆積土砂から効率的にごみ、がれき類を分別し、良質な建設

用地盤材料を得る連続処理システムを確立し、津波堆積土砂の減容化と各種インフラ整備などに使用可

能な良質な土質材料を抽出して復旧資材とし、復興に寄与する技術を提供することを目的とする． 
そこで、自社で有する従来のソイルセパレータ・マルチ工法にがれきやごみを効率的に除去する工程

を加えて改良し、実際の津波堆積物を用いて実機での実証実験を実施した．最終的には、津波堆積物の

処分と有効利用技術の確立とそれによる良質な復興事業向けの建設用材料としての適用と事業化を目

指すものである．図-2.11 に研究開発フローを示す． 
 

 
 

図-2.11 研究開発フロー1 
 

 

図-2.12 研究開発フロー2 
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2.2 実施内容 

2.2.1 事前準備 

(1)実証実験用地と津波堆積物、水の確保 

今回の実証実験用地は、宮城県気仙沼市の民間用地を借用した．民間用地ということで、外部からの

土砂（津波堆積物）搬入によって有害物質が入らないことが要件となり、津波堆積物が直接用地に触れ

ないまたは実験後に残留しないように、シートや鉄板などによる養生を行うこととなった． 
津波堆積物は、実験予定地の隣接区画にて宮城県気仙沼土木事務所が集積・仮置きしているものを 350m3

借用することとした．なお、実験終了後は元の仮置き場に戻すこととした． 

実験に使用する水（加水用、機材洗浄用）は、現地の釜場状になっている箇所から汲み上げた海水を使

用することとした． 

 
津波堆積物と使用する海水に関しては、揮発性有機化合物や重金属、ダイオキシン類および放射性物

質などの溶出量や含有量など基準値以内であることを事前（用地への搬入前）、事後（実験終了後、搬

出前）に確認することとした． 
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図-2.13 実験場所位置図（宮城県気仙沼市朝日町 9） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2.15  現地実証実験用地全景 
（JX 日鉱日石エネルギー㈱気仙沼油槽所用地） 

） 

宮城県
土砂置場

実験予定地
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写真-2.16 使用した津波堆積物（遠景；この内から約 350m3） 

 

 

 

写真-2.17 使用した津波堆積物（近景） 
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(2) 津波堆積土砂および使用する水の調査 

津波堆積物は事前に、土砂部分の物性値を表-2.2 に示した項目について実施した． 

 

表-2.2 津波堆積物（土砂部分）の物性試験項目 

対象試料 試験名 規格（方法） 頻度

土粒子の密度試験 JIS A 1202

土の含水比試験 JIS A 1203

土の粒度試験 JIS A 1204

土の液性限界・塑性限界 JIS A 1205

土の強熱減量試験 JIS A 1226

土懸濁液のpH試験 JGS 0211

50m3
毎

（計6試料）

処理する
津波堆積土砂

 

 

 

津波堆積物と使用する海水に関しては、揮発性有機化合物や重金属、ダイオキシン類および放射性物質

の溶出量や含有量など基準値以内であることを事前（H24 年 4 月の用地への搬入前）に確認することとし

た．対象とした基準や物質は以下の通り．表-2.3 に実施項目および頻度等を示す． 

 

津波堆積物  

 ・土壌汚染対策法（土壌溶出量基準 25 物質、土壌含有量基準 9 物質） 
 ・ダイオキシン類（改正 平成 14 環告 46・平成 21 環告 11） 

 ・放射線物質（空間線量計による計測） 

 ・油分（一般的な基準はないが、土地所有者との相談） 

 ・銅含有率（宮城県気仙沼土木事務所からの依頼） 

 

海水（加水、資機材洗浄用） 

 ・環境省 一律排水基準（健康項目 27、生活環境項目 15） 
 ・放射性物質（放射線物質含有量試験、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137） 
 ・油分（一般的な基準はないが、土地所有者との相談） 
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表-2.3 津波堆積土砂および使用する水の事前分析試験項目 

対象試料 分析項目 頻度 目的 基準値

土壌汚染対策法における土壌
溶出量基準（25物質），土壌含

有量基準（9物質）

50m3
毎

（計6試料）

土壌汚染対策法に定める値
以下

銅含有量
50m3

毎

（計6試料）
125mg/kg以下

ダイオキシン類
50m3

毎

（計6試料）

「改正 平成14環告46・平成

21環告11」

1,000pg-TEQ／ｇ以下

空間線量率
50m3

毎に1回

（計6回計測）

空間放射線量0.23μSv/hr以
下

TPH（全石油系炭化水素）
50m3

毎

（計6試料）
1,000mg/kg以下

排水基準（健康項目，生活環境
項目）

環境省「一律排水基準」に
定める値以下

放射性物質含有量

公共水域の濃度限度

ｾｼｳﾑ134・・・60Bq/L以下

ｾｼｳﾑ137・・・90Bq/L以下

TPH（全石油系炭化水素） 1,000mg/kg以下

津波堆積土砂

加水用水
（実験に用いる水）

1試料

*) 実験後に脱水，排出される水に対する初期値（バックグラウンド）としての評価のために実施

非汚染土であるこ
との確認

実験に用いる水の

成分確認
*)

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‐2-27‐ 
 

2.2.2 現地実証実験 

(1)実施時期 

用地整備、津波堆積物搬入、養生：平成 24 年 4 月 9 日～4 月 13 日 

機材搬入、組立・設置：平成 24 年 5 月 7 日～5 月 10 日 
試運転：平成 24 年 5 月 11 日～5 月 15 日 
本実験：平成 24 年 5 月 16 日～5 月 23 日 
土砂搬出、機材解体、撤去、搬出、片付け：平成 24 年 5 月 24 日～5 月 31 日 
 

(2)フロックの室内配合検討 

本技術で分級された礫、砂、シルトについては、土木用の材料としてそのまま有効利用することが可能

であるのに対し、残りの泥水中の粘土分を凝集・沈殿させた“凝集フロック”は含水比が高いため、その

まま利用することは出来ない．ソイルセパレータ・マルチ工法では、浚渫土砂の減容化を目的とした場合、

凝集フロックは脱水して減容化するが、脱水に要するコストと減容化の程度には適度なバランスが要求さ

れる．フィルタープレスなどで機械脱水を行う場合は、高位に脱水を行い減容化することは可能である反

面、脱水と減容化のレベルが高くなるほど高コストとなる． 

 

本研究は震災対応として実施するものであり、がれき処理とともに、大量な地盤材料の確保という被災

地でのニーズに応えることを目的としている．被災地では、大量の建設用地盤材料を必要としていること

から、凝集フロックに関しては、低コストで簡易な最低限の脱水（簡易脱水と称する）を行うことで減容

化を抑制し、簡易脱水フロックを改質することで、できるだけ多くの建設用地盤材料が得られるシステム

の構築を目指した． 

 

一般的に軟弱土砂を改質する材料として、表-2.4 に示す改質材があげられる．室内配合試験に関しては、

実証実験で得られた脱水フロックを用いて、脱水の程度、改質材の種類・添加量、養生期間をパラメータ

とした室内配合試験を行い、コスト、施工性（養生期間）の両面から総合的に評価することとした． 

 

表-2.4 凝集フロックの改質材料の候補 

改質材料 材料の状態 効果・特徴

　石灰または石灰系固化材 　粉体またはスラリー 　脱水（高吸水性），固化

　セメントまたはセメント系固化材 　同上 　低流動化，固化，安価

　MgO系固化材（中性固化材） 　同上 　低流動化，固化，低アルカリ性

　高分子吸水材＋固化材（多種・多工法） 　同上 　造粒固化

　古紙破砕物＋固化材（ボンテラン工法） 　繊維質固化処理による高耐久性

　粒状体（砂～小礫） 　低流動化，固化（長期的に硬化･耐久性）

　内割り20%～30%Vol使用 　鉄分含んでおり藻場再生材となる

　石炭灰由来（Hi-ビーズ） 　粒状体（砂～小礫） 　消臭，吸水，低強度固化

　ペーパースラッジ（製紙焼却灰） 　粉体 　高吸水性，消臭効果

　製鋼スラグ（カルシア改質材）
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第３章  現地実証実験結果 

 
 
 
 
 

3．現地実証実験結果  

3.1 事前調査結果 

3.1.1 津波堆積物の物性 

津波堆積物（土砂部分）と海水の事前採取は、平成 24 年 2 月中旬に実施した． 
 今回使用した津波堆積物は、宮城県気仙沼土木事務所が管理するもので、実証実験を行う用地の隣地に

集積されたいたものを借用した．写真-3.1 に示すように、遠景からの見た目ではごみやがれきは比較的少

なく、また土砂部分は砂分が主体のものであった． 
 
試料は、写真-3.2、写真-3.3 に示すように、実証実験用に借用予定の仮置き場に集積された場所で表面

部分から、がれきやごみを除いた 6 試料を採取した．物理・化学試験結果を表-3.1、粒径加積曲線を図-3.1
に示す． 
 
 

   
写真-3.1 仮置き場の津波堆積物           
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写真-3.2 試料の事前採取状況           写真-3.3 海水の事前採取状況 

 
 

表-3.1 事前採取した津波堆積物（土砂部分）の物理・化学試験結果 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 平均

土粒子の密度 ρs (g/cm3) 2.736 2.733 2.729 2.736 2.742 2.739 2.736

自然含水比 (%) 13.5 15.7 15.3 15.4 14.2 14.3 14.7

礫分 (2~75mm) (%) 37 43 28 38 29 32 34

砂分 (0.075~2mm) (%) 53 51 62 54 60 60 57

ｼﾙﾄ分 (0.005~0.075mm) (%) 7 4 7 6 7 6 6

粘土分 (0.005mm未満) (%) 3 2 3 2 4 2 3

最大粒径 (mm) 37.5 37.5 19.0 26.5 26.5 26.5 28.9

均等係数 Uc 18.5 15.3 12.2 12.2 17.0 10.1 14.2

pH 6.8 6.5 6.6 6.6 6.5 6.4 6.6

強熱減量 Li (%) 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1

試料
津波堆積土砂
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図-3.1  津波堆積土砂の粒径加積曲線（事前採取：6 試料） 

 
事前採取した津波堆積物（土砂部分）の物性値の概略は以下のとおりである． 

    
    ・6 試料はほぼ均一な砂質土（砂礫分含有率 85％～90％）であった 

・自然含水比は、13.5～15.7％（平均：14.7％）で、細粒分（シルト以下）含有率は概ね 
10％以下であり、「シルト混じり礫質砂」に分類される． 

・ 強熱減量は 3.0～3.2％と小さく、有機含有率は低い． 
・土懸濁液の pH は 6.4~6.8 とほぼ中性であった． 

 
このように H24 年 2 月中旬に事前採取した津波堆積物はほぼ均一な砂質土という結果であったが、同

年 4 月に実証実験場所に津波堆積物を移動した際には、細粒分が多い土砂も全体の 5～10％程度混入して

いることがわかった．事前採取した試料は仮置き場の表面から採取したこともあり、細粒分が雨などで流

されていた可能性も考えると、実際には全体の細粒分含有率は表-3.1 の値より若干高めであったものと推

測される． 
 
以下に、4 月初旬に津波堆積物を実証実験場所に搬入した際に採取した、細粒分が多い土砂の試験結果

を参考として示す（細粒分 50％程度、粘土分が 20％程度、シルト分が 30％） 
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表-3.2 細粒分が多い部分の物理試験結果（H24 年 4 月、津波堆積物の搬入時に採取） 
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3.1.2 有害物質による汚染に関する事前分析結果   

事前採取した津波堆積物（土砂部分）と海水の汚染物質に関する分析試験結果を表-3.1 および表-3.2 に

示す． 
 
(a) 環告 18 号溶出量試験（6試料実施） 

すべての項目が法定基準値内でほとんどが不検出であり、定量された（検出された）のは、フッ素、ホ

ウ素、セレンの 3 項目のみであった． 
フッ素、ホウ素に関しては以下の値となっているが、これは自然由来が主な原因とされる東北地方の浚

渫土砂の特徴※と考えられ、今回の津波によって新たに汚染されたものでないと推測される． 
 

●フッ素（定量下限値 0.08mg/L、基準値 0.8mg/L 以下）  

6 試料すべてで検出され、0.10mg/L～0.12mg/ 
 

●ホウ素（定量下限値 0.01mg/L、基準値 1.0mg／L以下）  

6 試料すべてで検出され、0.08 mg/L～0.09mg/L 
 

●セレン（定量下限値 0.001 mg/L、基準値 0.1 mg/L）  

6 試料中 2 試料（No.1 と No.6）で検出されているが、いずれも定量下限値であり特に問題になる

レベルではない（基準値 0.1 mg/L の 1/100 程度）． 

(b) 環告 19 号含有量試験 

すべての項目ですべての項目で不検出であった． 

(c) 銅含有量試験 

6 試料すべて不検出であった． 

(d) 油分（TPH）：油汚染対策ガイドライン・・・参考 

すべての項目で不検出であった（定量下限値：100mg/kg）． 

(e) ダイオキシン類(ダイオキシン類に関する土壌調査測定マニュアル) 

基準 1,000pg-TEQ/g 以下に対して、0.12～1.1pg-TEQ/ｇと、最大でも基準値の 1/1000 程度と低レベ

ルであった． 
(f)分級に使用する海水（排水基準） 

分級に使用する海水の水質分析結果に関しても、すべての項目で法定基準値内であった（多くの項目で

不検出）．値が検出されたものに関しては、表-3.4 に示すように問題がない低レベルであった． 
 
以上のように、今回使用する津波堆積土砂および海水は、すべての項目で法定基準値内であり、汚染物

質が混入していないことを確認した． 
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表-3.3 事前採取した津波堆積物（土砂部分）の分析試験結果 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6

四塩化炭素 mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.02
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.04
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.002
ジクロロメタン mg/l ― ― ― ― ― ― 0.002 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.01
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.03
ベンゼン mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0002 0.01
カドミウム mg/l ― ― ― ― ― ― 0.001 0.01
六価クロム mg/l ― ― ― ― ― ― 0.02 0.05
シアン mg/l ― ― ― ― ― ― 0.1 検出されないこと

総水銀 mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0005 0.0005
アルキル水銀 mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0005 検出されないこと

セレン mg/l 0.001 ― ― ― ― 0.001 0.001 0.01
鉛 mg/l ― ― ― ― ― ― 0.005 0.01
砒素 mg/l ― ― ― ― ― ― 0.001 0.01
フッ素 mg/l 0.12 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.08 0.8
ホウ素 mg/l 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.01 1
シマジン mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0003 0.003
チオベンカルブ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.002 0.02
チウラム mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0006 0.006
ＰＣＢ mg/l ― ― ― ― ― ― 0.0005 検出されないこと

有機リン mg/l ― ― ― ― ― ― 0.1 検出されないこと

カドミウム mg/kg ― ― ― ― ― ― 5 150
六価クロム mg/kg ― ― ― ― ― ― 5 250
シアン mg/kg ― ― ― ― ― ― 1 50
総水銀 mg/kg ― ― ― ― ― ― 0.05 15
セレン mg/kg ― ― ― ― ― ― 5 150
鉛 mg/kg ― ― ― ― ― ― 10 150
砒素 mg/kg ― ― ― ― ― ― 5 150
フッ素 mg/kg ― ― ― ― ― ― 50 4000
ホウ素 mg/kg ― ― ― ― ― ― 10 4000
銅 mg/kg ― ― ― ― ― ― 10 125

TEQ/g 0.14 0.12 0.16 0.15 1.1 0.13 1000
TPH（全石油系炭化水素） mg/kg ― ― ― ― ― ― 100

※　表中の ―  は不検出とする。

許容限度

環
告
1
8
号
　
溶
出
量

第
一
種
特
定
有
害
物
質

第
二
種
特
定
有
害
物
質

第
三
種
特
定
有
害
物
質

津波堆積土砂

環告46号含有量

ダイオキシン類

項　　目 単位
定量

下限値

環
告
1
9
号
　
含
有
量

第
二
種
特
定
有
害
物
質
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表-3.4 使用する海水の分析試験結果  
単位

現地海水
（加水用）

許容限度

mg/l < 0.001 0.1
mg/l < 0.1 1
mg/l < 0.1 1
mg/l 0.009 0.1
mg/l < 0.01 0.5
mg/l < 0.005 0.1
mg/l < 0.0005 0.005
mg/l 不検出 検出されないこと

mg/l < 0.0005 0.003
mg/l < 0.002 0.2
mg/l < 0.0002 0.02
mg/l < 0.0004 0.04
mg/l < 0.001 1
mg/l < 0.004 0.4
mg/l < 0.001 3
mg/l < 0.0006 0.06
mg/l < 0.003 0.3
mg/l < 0.001 0.1
mg/l < 0.0002 0.02
mg/l < 0.001 0.1
mg/l < 0.0006 0.06
mg/l < 0.0003 0.03
mg/l < 0.002 0.2
mg/l < 0.005 0.1

mg/l 0.93 海域以外 8
海域 15

mg/l 3.4 海域以外 10
海域 230

mg/l 6.6 100

― 7.8 海域 5.0-9.0

mg/l 4.7 160
（日間平均120）

mg/l 9.5 160
（日間平均120）

mg/l 18 200
（日間平均150）

mg/l ＜1 30
mg/l ＜1 5
mg/l ＜0.1 5
mg/l ＜0.01 3
mg/l 0.02 2
mg/l 0.03 10
mg/l 0.05 10
mg/l ＜0.01 2

個/cm3 1 日間平均3000

mg/l 7.1 120
（日間平均60）

mg/l 1.6 16
（日間平均8）

放射性ヨウ素131 Bq/kg 不検出（4未満） 300
放射性セシウム134 Bq/kg 不検出（6未満） 10
放射性セシウム137 Bq/kg 不検出（4未満） 10

TPH（全石油系炭化水素） mg/l ＜1 ―

燐含有量

放射性物質含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量

クロム含有量

大腸菌群数

窒素含有量

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量（BOD）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ)

浮遊物質量（SS）

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物）

　　　　　　　〃　　　　　　　 　　（鉱油類）

フェノール類含有量

銅含有量

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

セレン

フッ素

ホウ素

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

ベンゼン

ＰＣＢ

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

項　　目

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

カドミウム

全シアン

有機リン

鉛

六価クロム

砒素

総水銀

アルキル水銀
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※【東北地方の浚渫土砂の成分分析の事例】  

 
国土交通省港湾局の実施した調査検討業務では、東北地方の浚渫土砂では、フッ素、ホウ素の超過率が

高いことが報告されている． 
参考 URL：http://www.mlit.go.jp/common/000116478.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
以下、抜粋． 
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3.2 準備工（現場養生） 

本実験においては実験用地の所有者との契約により、実験用地土壌と使用土砂との混入を避けるため、

次ページに示すように、ダンプトラックによる土砂搬入路および土砂が混入する可能性のある箇所につい

て、現場養生を行った．養生方法として、重機（バックホウ）が作業する範囲については敷鉄板による養

生を行い、それ以外の箇所については遮水シート（上下に保護マット敷設）にて養生を行った． 
現場養生配置図を図-3.2 に示す． 
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図-3.2 現場養生の配置 
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写真-3.4 下部保護マット敷設          写真-3.5 遮水シートの敷設 

 
 

  

写真-3.6 遮水シート上部保護マット敷設      写真-3.7 重機作業範囲の敷鉄板敷設 
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3.3 現場実証実験 

3.3.1 処理システム全体と稼働状況 

今回は、施工能力 20m3/hr クラスのシステムを用いて、津波堆積物 350m3を対象に現場実証実験を行

った． 
次ページ以降に今回使用した津波堆積物対応のソイルセパレータ・マルチ工法のシステム全体構成と平

面配置図を示す．以降には、各処理段階の状況と表-3.5 に機材一覧を示す． 
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がれき・ごみ，粗礫
（100mm～20mm）

小礫・粗砂

(5～20mm)

砂
(75μm~5mm)

ｼﾙﾄ

(30μm~75μm)

脱水後のフロック

津波堆積

土砂

BH0.45m3

（ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様）
BH0.45m3 礫分除去装置 10m3攪拌槽

砂分級装置 シルト
分級装置

凝集装置

フロック回収箱

フロック脱水装置

水切りフレコン

BH0 2.5m3

がれき・ごみ，礫
（100mm以上）

津波堆積土砂

木端、ﾋﾞﾆｰﾙ、紙片など
比重の軽いがれき・ごみ

加水
（循環利用）

【がれき・障害物除去】 【礫分除去】 【加水、攪拌】

【砂分級】 【シルト分級】 【細粒分凝集】 【フロック回収、脱水】

1次処理 3次処理2次処理

4次処理 5次処理 6次処理 7次処理

脱水された水

脱水された水

循
環
利
用

：分別・分級の流れ

：分別・分級されるもの

脱水は，簡易脱水のイメージ．
固化材や（高分子系）吸水材などを混合・改質し，
建設用地盤材料として使用する．

 

図-3.3 津波堆積物対応 ソイルセパレータ・マルチのシステム全体構成 
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図-3.4 機械配置平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐3-15‐ 
 

【1 次処理】：スケルトンバックホウによるガレキの分別・回収 

スケルトンバックホウにより 100mm 以上の礫や、がれき・ごみ類（木片、コンクリート片、網、ビニ

ール、プラスチック類など）を除去した． 

 
 

   
写真-3.10 1 次処理状況(1)          写真-3.11 1 次処理状況(2) 

 
写真-3.12 1 次処理後のがれき・ごみ 

 

写真-3.8 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄによる分別状況   写真-3.9 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ（100mm×150mm） 
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【2 次処理】：振動フルイによる 20mm 以上の粗礫の分別・回収 

100mm 以上のガレキ等を取り除いた土砂を礫分除去装置（自走式スクリーン）に投入し、20mm 以上

の細かいガレキや粗礫、木片、プラスチック類等を取り除いた． 
 
 

  
 

  
写真-3.15 100mm～20mm の礫、がれき・ごみ(1) 写真-3.16 100mm～20mm の礫、がれき・ごみ(2) 
 
今回の実証実験では民間用地を借用した都合上、外部から搬入した津波堆積物を直接土地に触れさせた

り、残留させないことが要件であった．そのため、加水用のピットを作製するための掘削や盛土が認めら

れなかった．したがって、本来なら 1 次処理段階から加水を行うところを、今回は 1 次処理から 2 次処

理までを乾式処理で実施せざるを得なかった．そのため、がれき・ごみ類に土砂が多く付着する結果とな

った．  
 
本来は、次ページの写真-3.17 に示すように用地内にピットを掘るなどして、1 次処理段階から土砂を

水通し・洗浄し（湿式処理）、がれき・ごみ類と土砂との分離や、木片やプラスチック類などの比重分

別を行うことになる． 
 

写真-3.13 振動フルイによる分別状況 写真-3.14 スクリーン（メッシュ 20mm） 
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写真-3.17 湿式分級における 1 次処理（ピット内で加水）の例 
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【3 次処理】：加水・撹拌による木端、ビニール等の分別・回収 

土砂を撹拌槽（10m3）に投入し、土砂量に対して 3 倍程度の体積の海水を加水し、比重 1.2～1.3 程度

の泥水とする．これを撹拌、循環することにより、木端、ビニール、紙片などの比重の軽いごみを浮遊、

水槽内の樋に越流させ、別途設けたメッシュにて除去した（写真-3.20～写真-3.25 参照）．余水は水槽内

に戻して、循環再利用している． 
この部分が、従来のソイルセパレータ・マルチ工法を津波堆積物に適用を拡大した際のポイントのひと

つであり、土砂部分に混入した細かいごみやがれきを分別・除去できる部分である． 
 

  
写真-3.18 撹拌槽（10m3）        写真-3.19 攪拌槽への土砂の投入状況 

 
 

   
写真-3.20 浮遊ごみの撹拌槽での越流部    写真-3.21 攪拌槽で浮上した細かいごみ 
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写真-3.22 浮遊ごみの回収（回収タンク）   写真-3.23 回収された泡状のもの、細かいごみ 

 
 

   

写真-3.24 回収されたごみ(1)           写真-3.25 回収されたごみ(2) 
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【4 次処理、5 次処理】：粒径ごとの小礫、砂、シルトの分級・回収 

小型のサイクロン（サンドセパレータ、シルトセパレータ）で土砂粒度ごとに分離し、さらにメッシュ

の異なるスクリーン（サンドスクリーン、シルトスクリーン）を通過させることで土砂を分級、脱水した． 
 各段階の粒度設定は、サイクロンの分級点の設定や、スクリーンの目寸法で設定が変えられるものであ

る．今回は、4 次処理の砂分級装置では、75μm～5mm の小礫と砂、5 次処理のシルト分級装置では、

30μm～75μm の細砂とシルトを分級する．シルト分級装置のサイクロンの分級点は 30μm であり、30
μm 以下の細かいシルトと粘土分は、6 次処理に泥水として送られる設定とした． 
 
 

   
   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

写真-3.26 砂分級装置 写真-3.27 ｻﾝﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀによる分級状況 

写真-3.28 シルト分級装置 写真-3.29 ｼﾙﾄｾﾊﾟﾚｰﾀによる分級状況 

サンドスクリーン 

シルトセパレータ 

シルトスクリーン 

サンドセパレータ 
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【6 次処理、7 次処理】：粘土分が含まれる濁水の凝集沈殿処理と脱水処理 

5 次処理（シルト分級装置）で分級された、粒径 30μm 以下の細かいシルト分と粘土分が含まれた分

泥水は、6 次処理の凝集装置により凝集・フロック化される．その後、7 次処理の脱水装置により脱水が

行われる． 
ボックス型のフロック脱水装置（写真-3.33）により脱水した後、水切りフレコン（写真-3.35）に入れ、

自重脱水する方法とした．機械式の脱水と比較して低レベルの脱水であり、今回はこれを簡易脱水と称し

ている．その他に、ボックス型＋水切りフレコンによる方法に対し、今回は写真-3.36～写真-3.38 に示す

連続式のフロック脱水装置（スクリュー型、スリット型）により脱水する方法も試験的に採用した． 
 
なお、脱水後の余水は加水用として循環再利用した．実験終了後の余水については排水基準を満足する

ことを確認後、海へ放流した． 
 

   
 

 

 

  

 

 

写真-3.30 凝集装置 

写真-3.31 凝集剤添加・撹拌状況 写真-3.32 凝集剤の撹拌状況 
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写真-3.33 フロック脱水装置（ボックス型） 

写真-3.34 フロック脱水状況（ボックス型） 

脱水 
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写真-3.35 水切りフレコンによる脱水 

写真-3.36 連続式フロック脱水装置 

写真-3.38 フロック脱水状況（スクリュー型） 写真-3.37 フロック脱水状況（スリット型） 
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表-3.5 使用機械一覧表 
工種 品名 仕様・規格 数量 単位 備考

本実験 バックホウ①、② 0.45m3 2 台 土砂投入、積込

バックホウ③ 0.25m3 1 台 土砂積込

バックホウ④ 0.7m3 スケルトン仕様 1 台 分別

自走式スクリーン エンジン式 1 基

攪拌ミキサー 10m3 2 基

砂分級装置 1 基

シルト分級装置 1 基

ベッセル 3m3 2 台

ベッセル 3.5m3 2 台

水槽 20m3 1 台

水槽 24m3 1 台

水槽 10m3 1 台

水槽 2m3 1 台

撹拌機 0.75kw 2 台 シルトセパレーター下

水中ポンプ 0.75kw、2B 1 台 水封モーター用

水中ポンプ 1.5kw、3B 1 台 解泥槽リターン用

水中ポンプ 3.7kw、3B 1 台 シルト分級装置打込み用

サンドポンプ 11kw、3B・4B 2 台 取水用、シルトセパレーター打込み用

サンドポンプ 5.5kw、4B 2 台 加水用

スラリーポンプ 22kw、6B 1 台 砂分級装置打込み用

スラリーポンプ 11kw、4B 1 台 サンドセパレーター打込み用

残水ポンプ 0.75kw、2B 2 台

凝集・脱水装置 1 式

発電機 400KVA 1 基

発電機 150KVA 1 基

ケーブル・分電盤 １式 1 式

高圧洗浄機 3.7kw 2 基

配管消耗品 ホース・金具・CT・鋼材等 1 式

ダンプトラック 4t 1 台

敷鉄板 5×20 1 式 ヤード養生

遮水シート 1 式 ヤード養生

保護マット 1 式 ヤード養生

片付工 バックホウ① 0.25m3 1 台 整地

バックホウ② 0.7m3 1 台 積込・整地

敷鉄板 5×20 1 式 ヤード養生

養生シート 1 式 ヤード養生

ダンプトラック 10t 2 台 土砂運搬

ラフタークレーン 50t 1 台 機材搬出、解体

ラフタークレーン 25t 1 台 機材搬出、解体

共通 ハウス 1 棟

トイレ 1 式

発電機 25KVA 1 基  



 

‐3-25‐ 
 

 
 

3.3.2 分級処理結果（分別・分級前後の数量） 

表-3.6 に、今回の実証実験で行った津波堆積物 350m3の分別・分級前後の数量を示す． 
 
ここで示すように、1 次処理～2 次処理までに分別・分級されたものは、ごみやがれきを含んでおり廃

棄物扱いとなる．数量としては約 80m3で津波堆積物（処理前）の約 23％であった． 
一方、4 次処理以降のものには、ごみやがれきはほとんど含まれておらず、良質な建設用土質材料とし

て扱うことが可能な、非常に良質なものである．数量としては約 350m3で処理前の津波堆積物とほぼ同

じ数量のものが、良質な復興資材として得られる結果となった． 
 
 

表-3.6 現場実証実験における分別・分級前後の数量 

　　処理前：津波堆積物 350

　　処 理 後 ( m3 
）   小計 区分 備考

1次 100mm以上 がれき・ごみ 30

2次 20mm～100mm 礫・がれき・ごみ 50

3次 5mm～20mm 浮遊ごみ 0.002 0.002 廃棄処分 20Lバケツ1杯弱

４次 主に75μm～5mm 小礫・砂 200

５次 主に30μm～75μm 細砂・シルト 50

6次，7次 主に30μm以下 脱水フロック 100

 ( m3 )

80 廃棄処分

350 有効利用

 
 
 
分級前後の土量収支は、津波堆積物に含まれるがれきやごみの量、土砂部分に含まれる細粒分（主に粘

土分）の含有量に影響されるものではあるが、今回、分級前後でほぼ同量の収支となったのは、6 次処理

で発生した凝集フロックの脱水を “簡易脱水”として、セメントなどで改質して有効利用する方法を採用

した効果といえる． 
 
一般的に土砂の減容化を目的とする場合には、凝集フロックに対してより高レベルの脱水を行うことで

高い減容化の効果を得る．しかし、脱水・減容化のレベルが高くなるほど逆に高コストになる傾向があり、

その数量とコストのバランスが実施の際の一つのポイントとなる． 
 
本研究開発は、震災対応で津波堆積物から良質な復興資材を得ることを目的としているため、低コスト

でより多くの復興資材を獲得することを目標としている．したがって、今回は 7 次処理の凝集フロックの

脱水時間を最低限の“簡易脱水“とすることで減容化を抑制し、一方で比較的高含水比なフロックはセメン

トなどで固化・改質して土木用資材とする方式を採用した．すなわち低コストの脱水処理と、できるだけ

多くの復興資材（建設用土砂）を確保することの両方を達成できるものとなっている． 
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(a)  1 次処理後のがれき・ごみ類   

写真-3.39 にスケルトンバックホウ（100mm☓150mm メッシュ）で 1 次処理した後のがれき・ごみ・

礫を示す．また、それらを手選別したものを写真-3.40～写真-3.45 に示す． 
 
今回、1 次処理にて排出された、がれき・ごみ・礫は約 30m3であり、津波堆積土砂の約 10％であっ

た．また、写真-3.40～写真-3.45 に示すように、ごみやがれきは多種多様であり、布きれ、金属類、廃

プラスチック、木片、石、レンガ・ブロック片などが含まれていた．これらには、前述したように今回

の実証実験では用地借用の都合上、乾式処理を行ったため、ごみ類に土砂が多く付着する結果となった．

この問題は 1 次処理の段階から加水し（湿式処理）、土砂洗浄およびごみの比重分別を行うことで解決

される． 
 

              
 
 

   
 
 

    
 
 

写真-3.39 がれき・ごみ・礫（1 次処理後） 

30ｍ3 

写真-3.40 布きれ 写真-3.41 金属類 写真-3.42 釣糸、プラスチック類 

写真-3.43 木片 写真-3.44 石 写真-3.45 レンガ・ブロック片 
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(b)  2 次処理後の礫 

写真-3.46 に 2 次処理で得られた 20mm～100mm の礫を示す．得られた数量は約 50m3で処理前の約

14％であった．がれき・ごみが若干混入しており、廃棄物の取り扱いになるといえる． 
 
 

 
写真-3.46 粒径 20mm～100mm の礫（2 次処理後；がれきやごみが混入） 

 
 

(c) 4 次処理後の細礫、砂 

 写真-3.47、48 に 4 次処理後の細礫、砂を示す．数量は約 200m3で処理前の約 57％であった．後ほど

詳しく示すが、細粒分含有率は 5％以下であり、細かいごみやがれき類の混入はほぼゼロ％に近く、非常

に良質な砂質土が得られている． 
 

  
 
 
 
 
 
 

  写真-3.47 細礫、砂-1（4 次処理後：遠影） 

50ｍ3 

200ｍ3 

  写真-3.48 細礫、砂-2（4 次処理後：近影） 
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(d)  5 次処理後の細砂、シルト 

写真-3.49、50 に 5 次処理後の細砂、シルトを示す．数量は約 50m3 で処理前の約 14％であった．4
次処理の礫、砂と同様に粘土分の含有率は 5％以下であり、かつ細かいごみやがれき類の混入はほぼゼ

ロ％に近い、粘性の殆ど無い良質の土砂が得られている． 
 
 

   
 
 

 

(e) 7 次処理後の脱水フロック 

 写真-3.51、52 に 7 次処理後の脱水フロックを示す． 
ボックス型脱水装置で処理されたフロックは、バックホウですくい取った場合、水がしたたるような

状態であり、含水比は 300%程度であった．その後、水切りフレコンに入れ約半日から 1 日自重脱水し

たものの含水比はで 150％程度であった． 
また、脱水フロックへの細かいごみやがれき類の混入はほぼゼロ％に近いものであった． 
最終的な処理後の数量は約 100m3（処理前の津波堆積土砂の約 29％）であった． 

 

   
 

写真-3.49 細砂、シルト-1（5 次処理後：遠影） 

写真-3.51 脱水フロック（ボックス型） 

50ｍ3 

100ｍ3 

写真-3.50 細砂、シルト-2（5 次処理後：近影） 

写真-3.52 脱水フロック（袋詰め脱水：7 次処理後） 
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3.4 品質確認結果 

3.4.1  分別・分級前後の各試料の土質試験結果 

 
ここでは分級前後の各土砂について、表-3.7 に示す土質試験を行った結果を示す．各試料をサンプリン

グした位置図を図-3.5 に示す． 
 
 

表-3.7 土質試験項目 

粒径 試験名 規格（方法） 頻度

100mm以上除去

20~100mm
75μm~20mm

（細礫：ｽｸﾘｰﾝ下段） （5~20mm）

（砂：ｽｸﾘｰﾝ上段） （75μm~5mm）

30μm~5mm
（細砂：ｽｸﾘｰﾝ下段） （75μm~5mm）

（シルト：ｽｸﾘｰﾝ上段） （30~75μm）

30μm以下

⑥ボックス型+フレコン脱水

⑦機械脱水（ｽﾘｯﾄ型）

⑧機械脱水（ｽｸﾘｭｰ型）

*) 礫主体土，砂主体土はふるい分析のみ，それ以外はふるい分析と沈降分析を行う予定

対象試料

土の含水比試験 JIS A 1203フロック

③砂主体土（4次処理後）

1日1回
（計3回）

土の含水比試験

土の粒度試験*)
JIS A 1203
JIS A 1204

②礫主体土（2次処理後）

①分級前土砂（ｽｹﾙﾄﾝ通過）

④シルト主体土（5次処理後）

⑤凝集前泥水

 

 
 
 

礫分除去装置

発電機

0.45m3級ＢＨ

スケルトン式ＢＨ

3m3ﾍﾞｯｾﾙ

10m3ﾐｷｻｰ

20m3

水タンク

20m3

水タンク 凝集装置

フロック回収ボックス

0.25m3級BH発電機

シルト

分級装置

砂分級装置

3m3ﾍﾞｯｾﾙ

3m3ﾍﾞｯｾﾙ

10m3ﾐｷｻｰ

海水取水配管

3m3ﾍﾞｯｾﾙ

フロック

脱水装置

フレコン

仮置場

水切り
フレコン

24m3

水タンク

土砂　
100mm未満

①

⑦⑧

⑥⑤

④

③②

 
図-3.5 サンプリング位置図 
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4 次処理において砂分級装置から排出される土砂（細礫・砂：砂主体土と呼ぶ）は、ｽｸﾘｰﾝ下段から排

出される細礫とｽｸﾘｰﾝ上段から排出される砂が混ざったものである．同様に、5 次処理においてシルト分

級装置から排出される土砂（細砂・シルト：シルト主体土と呼ぶ）は、ｽｸﾘｰﾝ下段から排出される細砂と

ｽｸﾘｰﾝ上段から排出されるシルトが混ざったものである．今回は、ｽｸﾘｰﾝ下段と上段から排出された試料を

それぞれサンプリングして、土質試験を行っている．よって、4 次処理後の砂主体土および 5 次処理後の

シルト主体土は、ｽｸﾘｰﾝ上下段の発生割合から加重平均を算定し、評価した． 
土質試験結果を表-3.8 に、各試料の粒径加積曲線を図-3.6 に示す． 

 

 

 
 表-3.8 土質試験結果 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.6 各試料の粒径加積曲線 
 

 
 

分級前 礫主体土 凝集前泥水
（ｽｹﾙﾄﾝ通過） （2次処理後）

加重平均
※1 （ｽｸﾘｰﾝ上段） （ｽｸﾘｰﾝ下段） 加重平均

※2 （ｽｸﾘｰﾝ上段） （ｽｸﾘｰﾝ下段） （6次処理前）

土粒子の密度 ρs (g/cm3) 2.736 2.733 ― ― ― ― 2.745 2.769 2.720 2.777
自然含水比 (%) 14.7 11.0 5.7 17.5 18.7 7.2 31.8 40.2 23.3 2020.7
礫分 (2~75mm) (%) 34 45 88 19 10 95 3 0 6 0
砂分 (0.075~2mm) (%) 57 47 9 78 87 4 69 52 85 1
ｼﾙﾄ分 (0.005~0.075mm) (%) 6 5 25 44 6 84
粘土分 (0.005mm未満) (%) 3 3 3 4 3 15
最大粒径 (mm) 28.9 60.3 67.7 16.2 15.8 19.0 5.0 2.0 7.9 1.4
均等係数 Uc 14.2 50.1 25.5 3.1 3.2 2.6 11.9 10.7 13.2 7.9
pH 6.6 ※1　上段：下段=９：１ ※2　上段：下段=１：１

強熱減量 Li (%) 3.1

試料
津波

堆積土砂

砂主体土（4次処理後） シルト主体土（5次処理後）

3 3 13
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上記の結果をまとめると、以下のとおりである． 
 

・ 分級後の礫、砂は、細粒分（シルト・粘土分）含有率がいずれも 3％であった． 
・ 分級後のシルト主体土は、粘土分含有率が 3％であった． 
・ 凝集前泥水の粒度は、粒径 30μm 以上が 10％以下であり、シルト分級装置サイクロンの分級点

30μm の設定通りの分級が行われていた． 
・ 分級直後の土砂の含水比をみると、礫は 6％、砂は 18％、細砂・シルトは 32％であり、分級後す

ぐに運搬できる状態まで脱水されていることが確認された． 
 
また、細粒分泥水を凝集・沈殿処理後、簡易脱水した 7 次処理後のフロックの含水比の結果を表-3.9

に示す． 
 

表-3.9 フロックの含水比試験結果 

ボックス型 水切りフレコン スリット型 スクリュー型

平均値 284 140 224 300

最大値 321 163 270 364

最小値 251 122 189 214

ボックス投入2,3
時間後（上水が
切れた状態）

半日以上
経過後

処理直後 処理直後

含
水
比

（
%

）

脱水方法

試料採取の
タイミング

 
 
上記の結果より、ボックス型脱水装置で処理したフロックの含水比は平均 284%弱であり、その後水切

りフレコンで半日から 1 日程度自重脱水したものは、平均 140%（最低 122％～最大 163%）であった．

したがって、今回の方法で半日程度の自重脱水を行うことで、含水比 150％程度の状態にすることは比較

的容易であると評価できる． 
今回使用したフレコンパックは 1m3角なので、平均排水距離は 50cm、自重は平均 6～8kN/m2程度で

ある．排水距離は 50cm として、わずかな荷重で含水比 120％～130％程度の含水比にまで 1 日程度で脱

水することは可能といえる． 
 
それに対して、連続処理方法であるスリット型とスクリュー型脱水装置は、処理直後の含水比がそれぞ

れ平均 224％と 300％と、「ボックス型＋水切りフレコン」方式と比較して、処理後の含水比が高かった．

スリット型で処理されたフロックの内、含水比が平均値以上（220～230％以上）は、処理直後に水が滴

る（浸みだす）状態であり、処理直後の運搬が難しいものであった．したがって、連続処理方法であるス

リット型とスクリュー型脱水装置は、脱水効果が小さく、今後の改善の必要があるものと評価された． 
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3.4.2 有害物質に関する分析試験結果 

（1）試験項目  
本実験では、分級後の土砂について有害物質の有無を、フロックより脱水された余水については海域へ

の排水基準を満足しているか、また、有害物質が含まれていないかを分析試験によりそれぞれ確認した．

表-3.10 にそれぞれの分析試験項目を示す． 
 

 

表-3.10 分級された土砂および脱水された水の分析試験項目 
対象試料 分析項目 頻度 目的

土壌汚染対策法における土
壌溶出量基準（25物質），土
壌含有量基準（9物質）

銅含有量

ダイオキシン類

空間線量率 1日1回計測

TPH（全石油系炭化水素） 3試料（実験日1回/日採取）

排水基準（健康項目，生活環
境項目）

放射性物質含有量

TPH（全石油系炭化水素）

塩分濃度

非汚染土であることの確認

1試料
脱水，排出された水の成分
確認

◆分級により脱水さ
れた水（実験により排
出される水）

3試料（実験日1回/日採取）◆分級された砂主体
土（4次処理後）、シル
ト主体土（5次処理後）
および脱水フロック（7
次処理後）

 
 
 
(2) 土砂の分析結果  

分級された土砂の分析試験結果を表-3.11 に示す．なお、表中には分級前後での有害物質量の変化を確

認するため、処理する前の津波堆積土砂の分析試験結果を合わせて示す．また、試験は、表-3.10 に示し

たように、土壌溶出量試験が 25 物質、土壌含有量試験が 9 物質に対して行っているが、表-3.11 に示す

結果には、試験にて検出された物質のみ明示している． 
 

表-3.11 分級前後の土の分析試験結果 
処理前

津波堆積土砂
砂主体土

（4次処理後）
シルト主体土
（5次処理後）

脱水ﾌﾛｯｸ
（7次処理後）

カドミウム mg/l ― ― ― 0.003 0.001 0.01
セレン mg/l 0.001 0.001 0.002 0.002～0.006 0.001 0.01
砒素 mg/l ― ― 0.001～0.002 0.001～0.003 0.001 0.01
フッ素 mg/l 0.10～0.12 0.11～0.12 0.13～0.15 0.09～0.10 0.08 0.8
ホウ素 mg/l 0.08～0.09 0.09～0.10 0.17～0.18 0.86～1.00 0.01 1
鉛 mg/kg ― ― ― 21～24 10 150
砒素 mg/kg ― ― ― 8～11 5 150
フッ素 mg/kg ― ― ― 70～100 50 4000
ホウ素 mg/kg ― ― ― 45～52 10 4000
銅 mg/kg ― ― ― 18 10 125
ダイオキシン類 TEQ/g 0.12～1.1 0.0021～0.0059 0.0096～0.044 0.0097～2.7 1000
TPH
（全石油系炭化水素）

mg/kg ― ― ― ― 100

※　表中の「 ― 」は不検出

そ
の
他

環
告
1
9
号

項　　目 許容限度定量下限値単位

処理後

環
告
1
8
号
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上記の結果をまとめると、以下のとおりである． 
 

・ 処理前後において、すべての項目で法定基準値内であった． 
（ホウ素は、脱水フロックの値が一部、最大で基準値と同じレベル） 

・ 分級処理することにより、粒径の細かいフロックに有害物質が濃縮され、値が高くなっている項

目がみられた．これは、重金属類等が細粒分に付着しやすい傾向にあることが要因と考えられる． 
・ ダイオキシン類は基準 1,000pg-TEQ/g 以下に対して、処理前後ともに値が小さく（0.002～2.7）

問題ないレベルであった． 
 

(3)土砂の放射性物質の測定結果   

また、以下に分級前後の土砂に対して、空間線量計にて空間線量を測定した結果を表-3.12 に示す． 
 

   
 
 

   

 
 
 
 
 

写真-3.53 空間線量測定状況（津波堆積物：処理・運搬前） 

写真-3.54 空間線量測定状況（分級後がれき） 写真-3.55 空間線量測定状況（分級後細砂・シルト） 
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空間線量率
（μSv/hr）

0.08～0.10

0.05～0.06

布きれ 0.05～0.06

金属類 0.04～0.06

廃プラ 0.04～0.06

木類 0.03～0.06

石、れんが 0.05～0.06

0.03～0.06

0.05～0.07

0.04～0.06

0.04～0.06

シルト主体土（5次処理後）

フロック（7次処理後）

測定対象土砂

津波堆積土砂
（土砂集積場）

分級前土砂
（ｽｹﾙﾄﾝ通過）

ｽｹﾙﾄﾝ
残留物

礫主体土（2次処理後）

砂主体土（4次処理後）

 
 

表-3.1２に示す結果から、分別・分級前後での空間線量の値に大きな変化はなく、0.03～0.10μSv/hr
と問題ないレベルであった．測定された値は、東京都や埼玉県など他の地域と同程度である（下記参照）． 
 
【参 考】 

 
出展：災害廃棄物の広域処理、平成 24 年 9 月 19 日環境省 

表-3.12 空間線量測定結果 
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(4)余水の分析結果 
フロックより脱水された余水の分析試験結果を次頁に示す．なお、表中には比較対象として、土砂への

加水用に用いた現地海水の試験結果もあわせて示している． 
 
フロック脱水後の余水の分析試験結果をまとめると、以下のとおりである． 
 
・ 健康項目（27 項目）について、ほとんどの項目が不検出であり、検出された項目についてもすべ

て法定基準値内であった． 
・ 生活環境項目（15 項目）について、すべての項目で法定基準値内であったが、水素イオン濃度（pH）

が 5.8 と小さめな値であった（基準：海域 5.0～9.0）．これは、細粒分泥水を凝集させるために

PAC を使用しているが、その影響と考えられる．これは、pH を監視しながら、適度に排水する、

アルカリ助剤を添加する等で対応可能である． 
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表-3.13 フロック脱水後の余水の分析試験結果 

  

単位
現地海水
（加水用）

余水
（ﾌﾛｯｸ脱水後）

許容限度

mg/l < 0.001 < 0.001 0.1
mg/l < 0.1 < 0.1 1
mg/l < 0.1 < 0.1 1
mg/l 0.009 < 0.001 0.1
mg/l < 0.01 < 0.01 0.5
mg/l < 0.005 < 0.005 0.1
mg/l < 0.0005 < 0.0005 0.005
mg/l 不検出 不検出 検出されないこと

mg/l < 0.0005 < 0.0005 0.003
mg/l < 0.002 < 0.002 0.2
mg/l < 0.0002 < 0.0002 0.02
mg/l < 0.0004 < 0.0004 0.04
mg/l < 0.001 < 0.001 1
mg/l < 0.004 < 0.004 0.4
mg/l < 0.001 < 0.001 3
mg/l < 0.0006 < 0.0006 0.06
mg/l < 0.003 < 0.003 0.3
mg/l < 0.001 < 0.001 0.1
mg/l < 0.0002 < 0.0002 0.02
mg/l < 0.001 < 0.001 0.1
mg/l < 0.0006 < 0.0006 0.06
mg/l < 0.0003 < 0.0003 0.03
mg/l < 0.002 < 0.002 0.2
mg/l < 0.005 < 0.005 0.1

mg/l 0.93 0.11 海域以外 8
海域 15

mg/l 3.4 3.7 海域以外 10
海域 230

mg/l 6.6 9.8 100

― 7.8 5.8 海域 5.0-9.0

mg/l 4.7 2.4 160
（日間平均120）

mg/l 9.5 15 160
（日間平均120）

mg/l 18 29 200
（日間平均150）

mg/l ＜1 ＜1 30
mg/l ＜1 ＜1 5
mg/l ＜0.1 ＜0.1 5
mg/l ＜0.01 ＜0.01 3
mg/l 0.02 0.64 2
mg/l 0.03 0.31 10
mg/l 0.05 1.7 10
mg/l ＜0.01 ＜0.01 2

個/cm3 1 0 日間平均3000

mg/l 7.1 10 120
（日間平均60）

mg/l 1.6 0.03 16
（日間平均8）

放射性ヨウ素131 Bq/kg 不検出（4未満） 不検出（4未満） 300
放射性セシウム134 Bq/kg 不検出（6未満） 不検出（6未満） 10
放射性セシウム137 Bq/kg 不検出（4未満） 不検出（4未満） 10

TPH（全石油系炭化水素） mg/l ＜1 ＜1 ―

項　　目

カドミウム

全シアン

有機リン

鉛

総水銀

アルキル水銀

ＰＣＢ

ジクロロメタン

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

砒素

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

六価クロム

四塩化炭素

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

チオベンカルブ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

ベンゼン

チウラム

シマジン

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量（BOD）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ)

セレン

フッ素

ホウ素

銅含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量

浮遊物質量（SS）

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物）

　　　　　　　〃　　　　　　　 　　（鉱油類）

フェノール類含有量

放射性物質含有量

クロム含有量

大腸菌群数

窒素含有量

燐含有量

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目
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第４章  凝集フロックの室内配合検討結果 

 
 
 
 
 

４．凝集フロックの室内配合検討結果 

4.1 凝集フロックの簡易脱水と改質   

本技術では分級の過程で、砂礫、シルトを分級した後に主に粘土分を含んだ泥水が発生し、6 次処理

で凝集沈殿処理（フロック化）、7 次処理で脱水処理を行う． 
既に述べたように、一般的に土砂の減容化を目的とする場合には、凝集フロックに対してより高レベ

ルの脱水を行う必要がある．しかし、脱水・減容化のレベルが高くなるほど逆に高コストになる傾向が

あり、脱水・減容化の程度とコストとのバランスが実施の際の一つのポイントとなる． 
本研究開発は、震災対応で津波堆積物から良質な復興資材を得ることを目的としているため、低コス

トでより多くの復興資材を獲得することが求められる．したがって、今回は 6 次処理の凝集フロックの

脱水を必要最低限レベルの“簡易脱水“とすることで減容化を抑制し、一方で比較的高含水比な簡易脱

水されたフロックは、改質して土木用資材とする方式を採用することとした． 
 本章では、簡易脱水されたフロックに対して種々の改質材を用いた室内配合試験を行い添加量と強度

の関係を求め、最適な改質材と添加量について検討した結果を示す． 
 

4.1.1 改質後の品質目標   

改質後の品質目標としては、以下の 2 項目とした． 
1)改質後、できるだけ短期間（短時間）で運搬可能であること 

  運搬可能とみなす目標値：第 4 種建設発生土（目標強度：コーン指数 qc=200kN/m2以上） 
              改質後の養生期間は最大 3 日（ストックヤードの確保を考慮して） 
 
2)運搬後転圧したものが、養生後にある程度の強度発現があること  

  改質直後に運搬が可能な場合を除いて、養生後に撹乱して再転圧を行うため、無撹乱のケース（改

質直後に運搬し、盛土などを行う場合）と比較して養生後の強度発現が小さくなるものと考えられる． 
 
養生後の強度の目標値：一般的な高さの盛り土材として使用することを考え、安定上十分な 

強度として一軸圧縮強さが qu=100kN/m2程度またはそれ以上． 
             養生期間は 28 日を基本とする． 
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4.1.2 試験方法   

 
 室内配合試験は以下の 3 つのパラメータを変えて行い、改質土のコーン指数 qc および一軸圧縮強さ

quの測定を行った．  
 

1) 脱水の程度（フロックの含水比） 

2) 改質材の種類 
（高炉セメント B 種（BB）、カルシア系改質材、石灰、MgO 系固化材（中性固化材）の 4 種類） 

3) 改質材の添加量 
  
フロックの含水比は、現場実証実験におけるボックス型＋水切りフレコン（半日～1 日）による方法

の結果（w=122%~163%、平均 w=140%）に近い w=150%を最低値とし、最大値はボックス型脱水装置

のみ、または連続型のスクリュー型脱水装置で処理を行った結果である w=300%とした． 
 
また、予備実験として材齢 0 日（改質直後）から材齢 7 日までの短期養生で運搬可能なケースの抽出

を行い、改質材の種類と添加量の絞り込みを行った． 
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4.2 予備実験   

4.2.1 配合条件  

予備実験の配合を表-4.1 に示す． 
 

表-4.1 予備実験配合 

改質材

フロック含水比(%) 175 200 300 150 225 300
改質材添加量 (kg/m3) 50 70 100 100 100 100 150 200 200

改質材

フロック含水比(%) 225 300 225 300
改質材添加量 (kg/m3) 70 100 150 300 300 70 100 150 150 150

150
石灰 MgO系固化材

150

150
ｶﾙｼｱ系改質材

30Vol.%

BB
225

 
*) 改質材添加量は、脱水フロック 1m3に対する外割り重量（kg） 
カルシア系改質材のみ体積比（内割り、実体積） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‐4-4‐ 
 

 
 

4.2.2 実験手順    

① 表-4.1 の配合となるようにフロック、人工海水、改質材をミキサで 3 分間混合する（写真-4.1）． 
② 練りあがった改質土をステンレス製容器（内寸：縦 182mm×横 102mm×深さ 40mm）に空気

が混入しないように詰める（写真-4.2）．その後、乾燥防止のため表面をプラスチックフィルム

で覆い、恒温・恒湿室（20℃、湿度 95%以上）で養生する． 
③ 所定の期間養生（1 日、3 日、7 日）後、山中式土壌硬度計を供試体に貫入させ、3 点の貫入量

平均値（Dave）より qcを推定する（写真-4.3、4.4）． 

   
  写真-4.1 ミキサによる練り混ぜ状況      写真-4.2 ステンレス容器への充填完了 

 
 

   
写真-4.3 山中式土壌硬度計           写真-4.4 貫入量測定状況 

 
 
コーン指数 qcは、一般的には「締固めた土のコーン指数試験（JIS A 1228）」1)を行う方法があるが、

練りあがり直後の混合土は粘性が非常に強く、ランマーにて締め固めることが困難であったため、山中

式硬度計による貫入抵抗 D を求め、間接的にコーン指数 qcを推定（換算）する方法とした． 
山中式硬度計による貫入抵抗Dから推コーン指数qcの推定は、既往の研究から導かれている式(4-1)2)、

(4-2)3)を用いて導いた式(4-3)で行った． 
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Dave=6.10ln(qu)-8.50                  (4-1) 
 

qc=5 qu                                               (4-2) 
式(4-1)、(4-2)より、 

qc-y=5exp{(Dave+8.50)/6.10}                             (4-3)  

 

ここに、 
qc-y：山中式土壌硬度計の貫入量より算出したコーン指数 (kN/m2) 
qu：一軸圧縮強度 (kN/m2) 
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4.2.3 予備実験結果   

山中式土壌硬度計を用いて推定したコーン指数 qc-yと養生日数の関係を図-4.1 に示す．凡例中の数字

は（フロック含水比）－（改質材添加量）の組み合わせを表している．ただし、カルシア系改質材のみ

添加量は 30Vol.%（内割り）と 1 種類だけのため、フロック含水比のみ記述している． 
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(a)高炉セメント B 種           (b)カルシア系改質材 
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(c)消石灰                (d)MgO 系固化材 

 

図-4.1 qc-y～養生日数関係 
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◆高炉セメント B種   

  ・フロックの含水比が 150%の場合、養生 3 日で所定の強度（運搬可能：qc＞200 kN/m2）を満足

するには、添加量 100kg/m3以上が必要．養生 1日の場合は 100～150kg/m3が必要と推測される． 
  ・フロックの含水比が 225%の場合、150kg/m3の添加で、養生 1 日で所定の強度を満足することが

可能．  
  ・フロック含水比が 300%の場合、添加量 200kg/m3、養生 1 日で所定の強度を満足することが可能． 
 
◆カルシア系改質材（添加量：内割り体積 30%vol.のケースのみ）  

  ・フロック含水比が 150%の場合のみ、養生 1 日で所定の強度を満足することが可能． 
・フロック含水比が 225、300%の場合、養生 7 日でも所定の強度が得られない． 

◆消石灰   

  ・フロック含水比が 150%の場合、養生 1 日で所定の強度を満足するには、添加量 300kg/m3でも

不足．養生 3 日では、添加量 150kg/m3で所定の強度を満足することが可能． 
  ・フロックの含水比が 225%の場合、添加量が 300kg/m3、養生 1 日で所定の強度を満足することが

可能． 
  ・フロック含水比が 300%の場合、添加量 300kg/m3でも養生 7 日でも所定の強度が得られない． 
 
◆MgO 系固化材  

  ・フロック含水比が 150%の場合、150kg/m3の添加量、養生 7 日で所定の強度が得られなかった．

消石灰の同じ配合条件と比較しても、半分程度の強度発現である． 
   
◆全体として（本実験でのフロックの含水比の設定） 
    フロック含水比が 200%を超える場合、短期（養生 3 日以内）で qc-y＞200kN/m2を満足する

には、高炉 B 種セメントのケースでは、添加量 100～150kg/m3程度が必要と推測される．それ

に対して、セメントより単価の高い消石灰や MgO 系固化剤の必要添加量は 300kg/m3 以上と推

測され、コスト的に非現実的であるといえる．したがって、本実験ではフロックの含水比を 150％
から 200％までと設定することとした． 
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4.3 本実験   

4.3.1 配合条件  

予備実験結果を踏まえ、表-4.2 に示す配合で本実験を行った．なおフロックの含水比は 150%、175%、

200%の 3 ケースとした．各改質材の添加量は予備実験結果と経済性を考慮した値とした． 
 

表-4.2 本実験配合 

改質材

フロック含水比(%) 175 150 175 200
改質材添加量 (kg/m3) 100 125 150 125 125 150 175

改質材

フロック含水比(%) 175 200 175 200
改質材添加量 (kg/m3) 150 200 250 200 200 150 200 250 200 200

150 150

BB ｶﾙｼｱ系改質材

150 200
30Vol.%

石灰 MgO系固化材
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4.3.2 実験方法  

実験は以下の 3 種類行い、改質後 3 日以内で qc=200kN/m2以上となる配合の確認と、攪乱後、再転

圧した場合の強度（または強度低下の程度）についての確認を行った． 
  
【実験 1】：山中式土壌硬度計を用いた貫入量測定 

目的：貫入量(Dave)からのコーン指数(qc-y)の推定． 
方法： 
① 方法は予備実験と同様 
② 養生 1、3、7 日の 3 材齢で実験を実施．qc-y=200kN/m2以上となった場合、供試体を攪乱（解

体）して、【実験 2】用の試料として使用する． 

 
 【実験 2】：攪乱・再転圧した改質土の一軸圧縮試験 
   目的：フロック改質後、仮置き、掘削、運搬、盛土造成等を行うことと想定して、撹乱・再転圧

した後の強度発現を確認すること． 
   方法： 

① 【実験 1】で qc-y=200kN/m2以上となった混合土および別途養生していた混合土を手でほぐし

て 1cm 角以下の大きさに解体し、直径 50mm、高さ 100mm のモールドに充填し一軸供試体

を 6 本作製する． 
② 養生日数（ミキサによる練り混ぜ日から起算）7 日後、28 日後で各 3 本ずつ一軸圧縮試験を

実施し、強度（qu-r7、qu-r28）を求める． 
 

【実験 3】：不撹乱状態の改質土の一軸圧縮試験 
  目的：実験２の撹乱・再転圧したケースに対して、撹乱しない状態の強度確認 
 
実験フローを図-4.2 に示す． 
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参考

参考

同じ材齢の不撹乱供試体に
対し一軸試験を実施。

一軸圧縮試験を実施。

q u7を測定。

一軸圧縮試験を実施。

qu28を測定。

【実験3】混合土の一軸圧縮
試験

乱さない状態の混合土の一

軸圧縮強度(qu)を測定。qu-r

と比較し、強度の低下の程
度を確認。

qu-r (kN/m2) q u (kN/m2)

フロック、海水、改質材をミキサにて混合

【実験1】山中式土壌硬度計
を用いた貫入量の測定

D ave(mm)→q c-y(kN/m2)

【実験2】粉砕し、再転圧した
混合土の一軸圧縮試験

再転圧した混合土の一軸圧

縮強度（qu-r）の測定（フロッ

ク改質後、仮置き、運搬、再
転圧を模擬）。

貫入量(D ave)からのコーン

指数(q c-y)の推定

山中式土壌硬度計用の供試
体作製

不撹乱一軸供試体作製（9
本、直径50mm、高さ
100mm）

混合土を球状の塊にし、袋
に詰め、恒温恒湿室にて養
生

1日後or
3日後

7日後

28日後

一軸圧縮試験を実施。

qu-r7を測定。

一軸圧縮試験を実施。

qu-r28を測定。

硬度計を用いて、貫入量測

定。q c-y＞200kN/m2
？

硬度計用供試体および球状
の塊を粉砕し、一軸供試体を
6本作製。

撹乱・再転圧

一軸圧縮試験を実施。

q u28を測定。

実験

内容・
目的

得られる値

0日後

練りあがりから

の経過日数

Yes

No 
（3日経過しても

qc-y＜200kN/m2の場合）

 
 

 
図-4.2 実験フロー 
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4.3.3 本実験結果 

(1) コーン指数（qc-y、qc-u） 

図-4.2～4.5 に各改質材を用いた改質土の山中式土壌硬度計貫入量から求めたコーン指数（qc-y）と、

一軸圧縮強度から求めたコーン指数（qc-u）の経時変化を示す． 
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(a)山中式土壌硬度計             (b)一軸圧縮試験 
 

図-4.2 qc-y、qc-uの経時変化（高炉 B 種セメント） 
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(a)山中式土壌硬度計             (b)一軸圧縮試験 

 
図-4.3 qc-y、qc-uの経時変化（カルシア系改質材） 
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(a)山中式土壌硬度計             (b)一軸圧縮試験 

 
図-4.4 qc-y、qc-uの経時変化（消石灰、右図の凡例は左図と同じ） 
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(a)山中式土壌硬度計             (b)一軸圧縮試験 

 
図-4.5 qc-y、qc-uの経時変化（MgO 系固化材） 

 

 
以上に示すように、養生期間 3 日以内で qc ＞200kN/m2を満足したのは高炉 B 種セメント（150-100

のケースを除く）、消石灰（150-200、150-250 の 2 ケースのみ）であった．カルシア改質材は、フロッ

クの含水比が 150％のケースは、予備実験では qc＞200kN/m2を満足していたが、本実験で満足するこ

とが出来なかった． 
MgO 系固化材のケースでは、150-200（フロックの含水比が 150%で添加量が 200kg/m3）の条件に

限り、7 日養生で qc-u=200kN/m2以上を満足することができた． 
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(2) 一軸圧縮強さ qu （撹乱なし、撹乱・再転圧後） 

表-4.3 に、改質土の撹乱なしと撹乱・再転圧後の一軸圧縮強さを示す．養生 1 日で qc ＞200kN/m2

を満足し、かつ撹乱・再転圧後材齢 28 日（改質土作製日から）で、qu＞100kN/m2を満足したケースは

赤文字で示している．これらの結果から以下のようなことがいえる． 

 

 高炉セメント B 種（BB）では、フロックの含水比が 150％～200％の場合、添加量が 150kg/m3で、

盛土材としての適用が可能である．また、材齢 1 日で撹乱・再転圧した場合、撹乱なしの場合と比較し

て、材齢 28 日の強度は概ね 0.6～0.7 倍となっている． 

（参考として、図-4.6 にフロック含水比 150％で添加量 125kg/m3 と 150kg/m3 のケースの材齢と一軸

圧縮強さの関係を示す．） 

 

 消石灰では、フロックの含水比が 150％以下であれば、添加量が 250kg/m3 で、盛土材としての適用

が可能といえる．さらに必要添加量が得るので材齢 1 日で撹乱・再転圧した場合、撹乱なしの場合と比

較して強度低下はほとんどない． 

消石灰は、セメントと比較して必要以上の強度発現がないため、盛土後の整形などが容易であるなど

のメリットはあるものの、フロックの含水比が 150％以上ではさらに必要添加量が増えるため、高炉セ

メント B 種より高価である（単価約 2 倍）ことを考えると、改質材としての適用性は低いといえる． 

 

その他、カルシア改質材や MgO は強度発現が小さいため、凝集フロックを改質して盛土材料に使用

する場合には、適しているといえない． 
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表-4.3 改質土の一軸圧縮強さ（撹乱なし、撹乱・再転圧後） 

材齢7日 材齢28日 撹乱日 材齢7日 材齢28日
qu7av e

(kN/m2)
qu28av e

(kN/m2)
養生
日数

qu7av e

(kN/m2)
qu28av e

(kN/m2)

1 100 45 85 1.86 3 20 48 2.42 0.57

2 125 96 122 1.27 1 51 89 1.74 0.73

3 150 159 215 1.35 1 84 148 1.76 0.69

4 175 125 98 98 1.00 1 48 75 1.58 0.76

5 125 87 100 1.15 1 39 75 1.94 0.76

6 150 122 344 2.83 1 68 242 3.55 0.70

7 175 257 562 2.19 1 173 307 1.77 0.54

8 150 30Vol.% 32 34 1.06 3 33 0.95

9 175 30Vol.% 31 57 1.84 7 27 0.47

10 200 30Vol.% 21 31 1.44 7 18 0.59

11 150 36 72 2.01 7 69 0.96

12 200 69 90 1.31 1 40 68 1.71 0.75

13 250 98 110 1.11 1 68 114 1.68 1.04

14 175 200 44 68 1.55 3 22 53 2.39 0.78

15 200 200 27 34 1.22 7 24 0.71

16 150 27 23 0.85 7 16 0.71

17 200 42 55 1.32 7 28 0.50

18 250 64 76 1.20 7 38 0.50

19 175 200 27 33 1.23 7 17 0.53

20 200 200 15 19 1.33 7 12 0.61

撹乱なし 撹乱・再転圧（Remold）

撹乱による
強度低下σ28÷σ7 σ28÷σ7

ｶﾙｼｱ

石灰

150

MgO

150

No. 改質材
ﾌﾛｯｸ
含水比
（%）

改質材
添加量

（kg/m3
）

BB

150

200

 
 
 

ﾌﾛｯｸ含水比150％、高炉B種セメント150kg/m3添加
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  図-4.6 改質土の材齢～強度の例（含水比 150%、高炉セメント B 種添加） 
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4.4 検討結果のまとめ 

 ここまで、凝集フロックを低コストで脱水・改質し、盛土材料などに有効利用する方法の検討を行っ

てきた． 
 脱水に関しては、これまで説明してきたように、高コストな機械脱水などで高度に脱水して減容化を

目指すのではなく、低コストな簡易脱水とする方法を採用することとした． 
 改質においては、できるだけ短期間に運搬可能な状態（qc ＞200kN/m2）として、最終的に盛土材な

どで使用することを考慮して、撹乱・再転圧後にある程度の強度発現（qu＞100kN/m2）が期待できる

こととを目標とした． 
 
 予備実験、本実験を通して、得られた結論は以下のとおりである． 
 
 脱水フロックの含水比を 150％～200％とした場合、高炉セメント B 種(BB)で添加量 150kg/m3で上

記の強度を満足することが可能となった．消石灰を用いて添加量が 250kg/m3 でも可能であるが、コス

ト面で BB が有利であるといえる． 
 その他の改質材（カルシア改質材、MgO 系固化材）では短期の強度発現が小さいため、短期に運搬

が不可能であり、今回は不適であると評価された． 
 
脱水フロックの含水比を 150％～200％は、ボックス型＋水切りフレコン（半日）で脱水した状態を

想定したものである．その後のセメント添加・混合はバックホウ混合を想定している． 
 一方、さらに高含水比のケースでは含水比 300％でも、高炉セメント B 種を 200kg/m3添加した場合、

予備実験結果では材齢 7 日で qc-y＝1500kN/m2（≒qu＝300kN/m2）が得られている．含水比 300％は、

ボックス型のみで、水切りフレコンを使用せずに脱水をさらに簡易にした場合の値である．この場合は、

セメント添加量が多くなるものの、バックホウや小型の連続ミキサーなどでセメント混合する方法も選

択肢の一つであるともいえる．  
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第５章  事業化に向けた検討 

 
 
 
 
 

5．事業化に向けた検討 

5.1 概要 

 本助成研究では、本技術の 1) 現場実証実験による性能や品質の評価と、2) 具体的な事業化に向けた

検討の 2 つを大きな目的としている． 
 本章ではまず、津波堆積土砂（物）の有効利用に関する現状と課題をまとめた．次に本技術のコスト

の試算および他の方法とのコスト比較を行った．“他の方法”は 2 種類を対象とし、1)被災地で当初か

ら現在も行われている一般的な方法（回転式ふるいによる乾式分級）、2)埋立処分を対象とした．そこで

それらの方法と比較して、本技術が経済性においても、品質面においても優位であることを示した．最

後に、分級処理後のごみやがれき以外の土砂の有効利用方法についてのアイデア抽出を行った． 
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5.2 津波堆積土砂の有効利用に関する現状と課題 

5.2.1 津波堆積土砂（物）処理の方針と進捗状況 

既に第 2 章、2.1.1 に示したように津波堆積物を含めた、今回の地震と津波により大量に発生した災

害廃棄物の処理に関しては、環境省が示した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープ

ラン）」（平成 23 年 5 月 16 日）に基づいて、計画が立てられている． 
 
この「マスタープラン」では、『災害廃棄物は再生利用可能なものは、極力再生利用する』、『津波堆

積物は性状に応じた処理を行う』という方針が定められ、有機物や有害物質を含まない津波堆積物をト

ロンメル（回転式ふるい）や振動ふるいなどを用いた処理を行った後に、復興資材として利用する方向

性を示している（第 2 章、図-2.3 参照）． 
 
災害廃棄物の再生資材（復興資材）としての具体的な利用方法に関しては、第 2 章の表-2.1 に示すよ

うに「マスタープラン」をはじめとして環境省、国土交通省、被災地の自治体（県）からいくつかの指

針や計画、マニュアルなどが出されている．被災地の自治体（県）では、それらに基づいて広域処理を

含めて平成 26 年 3 月をメドに処理を終了させる計画となっている．なお、災害廃棄物の処理にあたっ

ては、環境省が管轄する「災害等廃棄物処理事業国庫補助金」が活用されている． 
 
 
 
 現在（平成 24 年 11 月末時点）での、津波堆積土砂（物）の処理状況は、表-5.1 に示すように、再利

用や埋立による処分率は岩手県が 2％、宮城県が 20％、福島県が 2％（平成 24 年 11 月末：被災 3 県全

体で 15％）と非常に低いレベルにある．また図-5.1 に示すように、月ごとの進捗は岩手県と福島県は 1％
／月程度、最も順調な宮城県でも 7%／月程度の進捗となっている． 
災害廃棄物全体も処理・処分割合が 33.6％と低レベルであり、平成 25 年 3 月末に処理・処分を終了

させるという当初の目標に対して、非常に厳しい状況にある． 
 
また、今後の災害廃棄物処理に関しては環境省が平成 24 年 10 月に方向性を示しているが、津波堆積

物（資料中では、“再生利用の進んでいない不燃混合物のふるい下”に相当）は、「今後、その活用を直

轄工事の発注に盛り込むなど、活用拡大に積極的に取り組む」としか示されておらず、具体的に進んで

いない状況である（図-5.2、図-5.3）． 
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表-5.1 災害廃棄物、津波堆積物の処理状況（H24.11 月末） 

災害廃棄物等
推計量

搬入率
処理・

処分割合
津波堆積物

推計量
搬入率

処理・
処分割合

千トン ％ ％ 千トン ％ ％

岩手県 5,250 87 31.4 1,304 80 2

宮城県 18,726 91 36.8 6,722 34 20

福島県 3,608 61 19.4 1,534 38 2

合　計 27,584 86 33.6 9,560 60 15

平成24年11月30日　環境省発表資料

災害廃棄物全体 津波堆積物

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012/7末
2012/9末

2012/11末

83
80 80

51
57 61

33 38
38

宮城県

福島県

岩手県

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012/7末
2012/9末

2012/11末

0
0

2

6 13 20
1

1
2

福島県

宮城県

岩手県

 

(a) 搬入率                   (b) 処分率 

図-5.1  津波堆積物（土砂）の処理状況の推移（平成 24 年 9 月末～11 月末） 
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図-5.2 災害廃棄物処理の進捗状況と目標達成に向けての方針（概要）（環境省：H24.10.19.） 
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図-5.3 災害廃棄物処理の進捗状況と目標達成に向けての方針（抜粋）（環境省：H24.10.19.） 
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5.2.2 津波堆積土砂（物）処理に関する基準について 

 災害廃棄物の再生資材（復興資材）としての具体的な利用方法に関しては、第 2 章の表-2.1 に示すよ

うに「マスタープラン」をベースとして環境省、国土交通省、被災地の自治体（県）からいくつかの指

針や計画、マニュアルなどが出されている．また、（社）日本建設業連合会（日建連）では、これらの

基準類を主役した形で「災害廃棄物の復興資材化と活用に関わる品質基準一覧」（平成 24年 11 月 9 日：

日建連 復旧・復興対策特別委員会 災害廃棄物部会）をまとめている． 
 
 津波堆積土砂（物）に関しては、「マスタープラン」で『災害廃棄物は再生利用可能なものは、極力

再生利用する』、『津波堆積物は性状に応じた処理を行う』という方針が定められ、有機物や有害物質を

含まない津波堆積物をトロンメルや振動ふるいを用いた処理を行った後に、土木用“復興資材”として

利用する方向性を示している（図-2.5）． 
 表 2-1 に示した各指針や計画では、「組成や性状に応じて適切な処理方法を選択するものとする」と

されており、基本的には、主に下記の(a)から(c)のような震災前からあるマニュアルや指針などに沿った

判定を行い、再利用を行うこととなっている． 
 

(a)建設発生土利用技術マニュアル（土木研究センター） 

(b)建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル（土木研究所） 

(c)道路土工 盛土工指針（日本道路協会） 
 
 ただし、これらは一般的な土質材料の基本的な物理特性や力学的特性や耐久性などの基準を示したも

のである．それに対して、「津波堆積物をトロンメルや振動ふるいを用いた処理を行った」ものとは、

ふるい目が 50mm 程度で分別処理された「ふるい下残渣」と呼ばれるもので、それらには“廃棄物”

が混入しているケースがほとんどといえる．これらに対して、今回の震災後に示された各種の指針、マ

ニュアル、計画では、最終的には「利用先の要望や必要性に応じて協議して」または「関係先と協議し

て」決めることとなっている．すなわち、事実上ごみやがれきが含まれた「ふるい下残渣」に関しては、

明確な基準は示されていないのが現状といえる． 
 また、環境省の通知『東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生

資材の活用について』（平成 24 年 5 月；表-2.1 の資料 No.3）では、災害廃棄物由来の再生資材が廃棄

物に該当しなくなる要件として、具体的に次の 6 点をあげている． 
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図-5.4 災害廃棄物由来の再生資材が廃棄物に該当しなくなる要件 

 
上記６つの要件の内、②、③、⑤に関しては、従来の土木工事における指標とほぼ同レベルの内容で

あるが、④、⑥に関しては「確実に使用し、記録・管理すること」を述べているものである．本通知で

は、留意事項として、「可能な限り津波堆積物の再生利用を進めることは重要であるが、以下のように

有害物質の含有から物性までを評価した上で、確実に使用し、記録・管理すること」を厳しく求めてい

る． 
 

『環境保全上の安全基準を緩和するものではなく、災害廃棄物由来の再生資材の活用と称した不

適正処理に対しては厳正に対処し、廃棄物行政に対する国民の不信を招く事がないように留意さ

れたい．なお、諸要件を満たし廃棄物に該当しないとされた場合であっても、その後当該要件を

満たしていないことが明らかになった場合においては、災害廃棄物由来の再生資材を活用と称し

た廃棄物の不適正処理に過ぎないので、廃棄物として厳正に処理されたい』 
 
 このように、ごみやがれきが混入した状態の低品質な土砂である「ふるい下残渣」に関しては、明確

な判断基準がなく、その一方で環境省からは、震災前とほぼ同じレベルで廃棄物処理に関しては厳しく

管理することが求められているのが、現状といえる． 
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5.2.3 土木学会、地盤工学会の動向 

(1) 土木学会 
 土木学会では今回の震災発生を受けて「東日本大震災特別委員会」を設置し、その下に「特定テーマ

委員会」を設置し、様々な検討を行なっている．そのひとつである「復興施工技術特定テーマ委員会・

がれき処理・再利用小委員会」が、津波堆積土砂の室内試験や盛土試験を行なっている． 
 そこでは、市街地部と農用地部の津波堆積土砂を対象としている．市街地部の細粒分が 10％～20％
程度混入した砂質土に関しては、問題なく道路盛土などに利用できるという報告を行なっている． 
ただし、この試験で用いた土砂に関しては、がれきやごみがどの程度混入したものであるかが不明（恐

らく殆ど混入していない）、または混入した場合にどのような影響があるのか、具体的な対策はどのよ

うに考えるべきか、など一般的な津波堆積土砂の問題には触れていない． 
 農用地部の津波堆積土砂に関しては、市街地部の土砂に対して細粒分が多いため、セメント改良を行

う試験を実施している．このケースでも、がれきやごみの混入の問題には触れられていない． 
 
以上より、本検討は、従来の軟弱な建設発生土の再利用の検討の範囲を超えた検討結果とは言い難い

ものであり、ごみやがれきが混入した津波堆積土砂特有の問題に触れていない範囲のものといえる． 
  
(2) 地盤工学会 
  地盤工学会でも震災直後に災害対策本部を設置し災害調査、研究、報告、広報など様々な活動を通し

て対応を行なってきている．また震災 4 ヶ月後には、『第一次提言』を公開し、被災から 1 年 3 ヶ月後

の平成 24 年 6 月に『第二次提言』を公開した．そのなかに、「2.5 災害廃棄物、津波堆積物、放射性

物質汚染土壌など、地盤環境問題への対処」という節が設けられている． 
 そこでは、「「どのような材料がどのような場所で使用できるか」という需要側の情報が少なく有効利

用や処理が停滞している．再資源化材料と利用用途のマッチングとそれに関するデータベースの整備が

重要である」と指摘している．さらには、環境面におけるリスク評価の考え方の整備も重要であるとし

ている．すなわち、津波堆積物の量と性状を把握することが重要で、かつ需要側と供給側でのマッチン

グのためのデータベース構築と、環境面でのリスク評価の考え方を新たに構築（例えば、環境基準等の

適用の厳格性に対して緩和の考え方を取り入れるなど）し、管理体制の整備が重要であると指摘してい

る． 
 『第二次提言』では、“津波堆積物”と“ふるい下残渣”を分けて記述しているが、「ふるい残渣には、

ごみやがれきが混入しているので利用用途が限定される可能性がある（マッチングの問題が大きい）」

と指摘している（津波堆積物には、ごみやがれきが含まれていないという解釈であろうか？）．しかし、

「ごみやがれきの混入量等に関する明確な指標は今のところ無い」としており、地盤工学会としても、

ごみやがれきが混入した土砂の有効利用の指標に関しては、方向性を示すまでに至っていない． 
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5.2.4 津波堆積物の有効利用促進における課題 

既に示したように、津波堆積物はふるい目が 50mm 程度のトロンメル（回転式ふるい）や振動ふるい

で処理され、その「ふるい下残渣」が復興資材として再利用することが検討されている．この「ふるい

下残渣」には 50mm 以下の大きさの“廃棄物”が混入しているケースがほとんどといえる． 
このように、ごみやがれきが混入した土砂である「ふるい下残渣」を復興資材として活用する場合、

震災前と同レベルの環境基準や安全性、安定性の面で評価・判定が必要とされている．しかし、現行の

基準やマニュアル類には、その適用基準や指標が明記されていないのが現状であり、津波堆積物の有効

利用促進における大きな課題といえる． 
 
「ふるい下残渣」は、従来の土砂のみから成る建設用土質材料と比較すると、“低品質”のものであ

るといわざるを得ない．仮に津波堆積物をトロンメルや振動ふるいで分別・分級しただけの「低品質」

の復興資材である「ふるい下残渣」をストックした場合、これらを優先的に使用してもらえるかは未知

数である． 
  
実際には使用側から発生側に対して、品質とともに必要な時期に必要な量をまとめて供給する必要が

あり、できれば高品質のものをストックしておくことも、速やかに処理を行う上で重要なポイントとな

る．つまり、図 5-4 中の要件④の“確実に活用される”保証が質、量ともになければ、それらは廃棄物

の扱いのままであり、需要と供給のマッチングの確率は非常に低いままで、処理が進まないことになる．

このような観点からも、需要と供給のマッチングの確率を高めるためにも、より質の良い再生資材が求

められるといえる． 
 
 その他の課題として、従来のトロンメルや振動ふるいによる分別・分級方法に代わる処理方法を考え

る場合、重要なことは経済性（処理コスト）である．すなわち、今回開発した方法が従来と比較して同

等または低コストであることは重要なポイントである．また、その他の比較対象として、埋立処分のコ

ストがあげられる．埋立処理には、新規処分場建設のケースも考えられるが、ここでは最寄り（東北地

方）の既存の処分場での埋立処分と広域処理の場合のコストを対象とすることとした． 
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5.3 コスト試算 

5.3.1 試算条件 

(1)  運転条件 
  ・津波堆積土砂処理能力として、20m3/hr または 70m3/hr、8 時間運転/日 

・処理する津波堆積物量：10,000m3 
(2)  対象とする津波堆積物：4 種類 

  土砂部分の粒度 2 種類×がれき含有率 2 種類＝4 種類とした． 
   土砂部分の細粒分 16％～17％と 39％～40％、がれき含有率：それぞれ 10％と 25％（表-5.2） 
 
            表-5.2 コスト試算対象の津波堆積物の種類 

津波堆積物名
がれき混入量
（体積割合）

土砂部分の
細粒分含有率Fc

土砂1-1 10%

土砂1-2 25%

土砂2-1 10%

土砂2-2 25%

16%

40%

 
 

(3)  分別分級処理費（直接工事費）の積算対象範囲 
   設備設置・撤去、分別・分級～凝集･簡易脱水、改質まで 
   （場内・場外運搬、試運転、メンテナンス費用は含まない） 
(4)  分級のレベル 

分級砂の細粒分含有率：Fc=5％、Fc=15％の 2 種類 
Fc＝5%・・・無筋コンクリート用細骨材にも利用可能な高品質なもの 
Fc=15％・・・ドレーン材や SCP 用など良質な土木用砂質土 

(5)  簡易脱水フロックの状態、改質 
  ・脱水フロックの含水比：175％・・・ボックス型＋水切りフレコン（半日程度自重脱水）に相当 

・改質方法：BH 混合によるセメント固化を行う． 
改質の直工費は 2,500 円/m3と想定（セメント添加量 150kg/m3）． 

(6)  分級で得られた砂礫、改質土の扱い 
 分級砂礫や改質土は、有価な材料として取り扱うことができる．同一事業内で使用する場合は、

新規購入分が減ると仮定し、参考として”差引後単価”を示している．なお、分級して得られた砂

礫の単価としての設定は、被災地の実勢を勘案して若干高めの単価設定としている． 
       ・Fc=5％の分級砂  ：3,500 円/m3 （無筋コンクリート用細骨材など） 
          ・Fc=15％の分級砂 ：3,000 円/m3 （一般建設用砂質土） 
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       ・凝集フロックのセメント改質土 ：2,000 円/m3 (埋立用地盤材料など） 
(7)  その他 
  ・分別されたごみ・がれきの処分費：23,000 円/m3（5.5参照；変動あり） 

・日辺りの運転時間や取り扱い土量で単価は変動する． 
  ・試算コストでは、土砂処分のための新たな処分場建設費用低減 効果や、新材採取による環境へ

の負荷低減効果などを考慮していない． 
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5.3.2 コスト試算結果 

 表-5.3 にコスト試算結果例を示す．また、図-5.5 は土砂の種類と直工単価、図-5.6 は土砂の種類と経

費込み単価の関係を示している．ここで、経費率は暫定として、直工費の 40％と設定している．また参

考として、分級で得られた砂礫や改質土が有価で売却できたと仮定した場合の差し引き後の経費込みの

単価を図-5.7 に示す． 
 

表-5.3 コスト試算結果例（津波堆積土砂の種類と分級レベルが違う場合の比較） 

単　価

(円/m3)

(B)－(C)

津波堆積土砂

1万m3当り

砂礫 改質土

1-1 10 15 75 16% 15 1,000 8,590 700 9,290 8,600 2,300 200 11,100 15,540 2,600 140 12,800

1-2 25 12 63 16% 15 2,500 7,220 400 7,620 7,300 5,750 120 13,170 18,438 2,200 80 16,158

2-1 10 35 55 39% 15 1,000 4,690 6,900 11,590 9,900 2,300 1,900 14,100 19,740 1,400 1,380 16,960

2-2 25 30 45 40% 15 2,500 4,100 6,430 10,530 8,100 5,750 1,800 15,650 21,910 1,200 1,290 19,420

1-1 10 15 75 17% 5 1,000 7,200 4,050 11,250 8,900 2,300 1,100 12,300 17,220 2,500 810 13,910

1-2 25 12 63 16% 5 2,500 6,050 3,200 9,250 7,500 5,750 900 14,150 19,810 2,100 640 17,070

2-1 10 35 55 39% 5 1,000 3,930 8,760 12,690 10,200 2,300 2,400 14,900 20,860 1,400 1,750 17,710

2-2 25 30 45 40% 5 2,500 3,440 8,050 11,490 8,400 5,750 2,200 16,350 22,890 1,200 1,610 20,080

セメント
改質費

直工単価
小計

(A)

有効利用
可能な
土砂量

(b)+（c）

ガレキ
処分費

(a)

がれき

(b)

砂礫

(c）

フロック
改質土

シルト
粘土

砂礫
細砂

売 却 分
差引後単価

(円/m3）
(B)

間接経費
込み

(A)×1.40

(C)
 

津波堆積土砂

1万m3当り

処理後の数量
(m3／1万m3）

売 却 分

(円/m3)

がれき
体積％

津波堆積土砂の粒度

（％）

土砂
部分の

Fc

津波堆積土砂処理：1万m3当り

直工単価

（円／津波堆積土砂m3)

分別分級
処理費

津
波
堆
積
土
砂

分級

レベル

Fc％

 
 

 

図-5.5 直工単価の例        図-5.6 経費込み単価の例 
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  図-5.7 売却分差引き後の単価（参考） 

 
 コスト試算結果を以下に記す． 
 
(1) 津波堆積物の種類の違いの影響 
 ・土砂部分の細粒分が多いと単価が高い傾向がある（凝集・脱水、改質処理が影響）． 
 ・分級レベルは、分級砂の細粒分を少ないケースほど単価が高い傾向がある（ただし直工で 10%未満）． 
 ・がれきやごみの混入量の多いほど単価が高くなる傾向がある． 
 
(2) 上記の条件の範囲では、直工で 11,000 円/m3～16,000 円/m3程度． 
  がれきやゴミの混入量が少なく、細粒分の少ない土砂ほど単価が安い傾向がある． 
 
(3) 参考ではあるが、分級処理で得られた土砂が有価で取り扱える（売却可能または同一プロジェクト

で利用可能な場合は、購入分が減る）と仮定した場合、コストは 10％～20％低減する． 
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5.4 コスト比較１ 

5.4.1 比較対象と条件 

ここでは、被災地において津波堆積土砂の分別処理で良く使用されている、トロンメルによる乾式分

級（TRM）と、当工法による湿式分級（ソイルセパレータ･マルチ：SM）とのコスト比較結果を示す． 
トロンメルとは、加水なしでふるい分けする方法で、加水を行うソイルセパレータ・マルチ工法が湿

式分級と呼ばれるのに対して、乾式分級と呼ばれる．図-5.8 にトロンメルによる津波堆積物の分別・分

級方法の特徴を示す． 
 

トロンメルによる乾式分級（TRM）

1) 乾式（加水なし）で分別・分級し、土砂を得る工法．

2) 被災地で最も多く使われている．

3) 分級後の土砂（ふるい下残渣）にはごみやがれきが含まれる (50mmメッシュ）．

4) 分級後の土砂の一部は軟弱で要改質．

4) 分別されたごみ・がれきには土砂が大量に付着している．

特 徴

 
図-5.8 トロンメルによる津波堆積物処理の特徴 

 
 
次ページの表-5.4 に、SM と TRM のコスト比較条件を示す．なお、処理対象の津波堆積物は、前節

5.3 コスト試算で使用したものと同じ（4 種類）である． 
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表-5.4 ソイルセパレータ・マルチ（SM）とトロンメル（TRM）の比較条件 

ソイルセパレータ・マルチ（SM)による
湿式分別・分級

トロンメル（TRM)による
乾式分別・分級

加水して分別・分級し、良質な砂礫を抽出
粘土分のフロックも固化処理して有効利用

　乾式（加水なし）で分別・分級し、
細粒分を含んだ土砂を得る

被災地で最も多く使われている分級工法

　
　　1次処理 ：加水＋スケルトンBH

　　2次～4次処理 ：サイクロン，振動フルイで分級
　　　　　　　　　　　　分級後の砂礫は細粒分含有率5％程度
　　　　　　　　　　　　（Fc5％砂礫）

　　5次処理 ：細粒分泥水の凝集沈殿，フロックの簡易脱水
　　　　　　　　　　(脱水フロックの含水比175％：気仙沼実績）

　
　　　1次処理 ：スケルトンBH，振動フルイ

　　　2次処理 ：トロンメル＆風力選別機

7,500～10,200円/m3 7,000円/m3

設備設置・撤去，分級～凝集･簡易脱水まで

（場内・場外運搬，試運転，メンテ費用は含まない）

設備設置・撤去，分級・選別のみ

（場内・場外運搬，試運転，メンテ費用は含まない）

2,500円/m3

凝集フロック全数量を対象

2,000円/m3

分別・分級後の半数を対象（土質，含水比による）

乾式フルイなので、ガレキに土砂が付着する

→　ガレキ量　=　湿式分級の5割増

分別したガレキの処分費　23,000円/m3 分別したガレキの処分費　23,000円/m3

砂礫　（有価で売れる）

Fｃ5％砂礫 ： 3,500円/m3

改質土：2,000円/m3 改質土：2,000円/m3

加水・洗浄・分級方式（湿式）のため、
ガレキに土砂が付着しない

脱水フロックの
セメント固化・改質

単価　(直工）

分別された土砂は、埋立材などで有効利用
半数を固化・改質する（土質，含水比による）

砂礫は得られない

フロックは固化・改質後、埋立材などで有効利用
（有価で売れる）

得られる土砂

種 類

（特徴）

ガレキの状態
および

処分単価

分級処理の
積算対象範囲

分級処理の
直工単価

イメージ

分級方法

 
※：トロンメルによる直工単価(7,000 円/m3)：実際の某がれき処理 JV の実行予算を参考に設定 
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5.4.2 コスト比較結果  

 表-5.5 にコスト結果を示す．図-5.9 は両工法の直工単価比較、図 5.10 は経費込みの単価の比較結果を

示したものである．図-5.11 は分別・分級で得られた土砂を売却できたと仮定した場合の差引き後単価

を示している．また、図-5.12 は両工法から得られる有効利用可能な土砂量の比較を行った結果である． 
 

表-5.5 SM と TRM のコスト比較結果 

単　価

(円/m3)

(B)－(C)

津波堆積土砂

1万m3当り

砂礫 改質土

1-1 10 15 75 17% Fc5％ 1,000 7,200 4,050 11,250 8,900 2,300 1,100 12,300 17,220 2,500 810 13,910

1-2 25 12 63 16% Fc5％ 2,500 6,050 3,200 9,250 7,500 5,750 900 14,150 19,810 2,100 640 17,070

2-1 10 35 55 39% Fc5％ 1,000 3,930 8,760 12,690 10,200 2,300 2,400 14,900 20,860 1,400 1,750 17,710

2-2 25 30 45 40% Fc5％ 2,500 3,440 8,050 11,490 8,400 5,750 2,200 16,350 22,890 1,200 1,610 20,080

1-1 10 15 75 17%
がれき

＋
土砂

1,500 0 8,500 8,500 7,000 3,450 900 11,350 15,890 0 1,700 14,190

1-2 25 12 63 16%
がれき

＋
土砂

3,750 0 6,250 6,250 7,000 8,625 700 16,325 22,855 0 1,250 21,605

2-1 10 35 55 39%
がれき

＋
土砂

1,500 0 8,500 8,500 7,000 3,450 900 11,350 15,890 0 1,700 14,190

2-2 25 30 45 40%
がれき

＋
土砂

3,750 0 6,250 6,250 7,000 8,625 700 16,325 22,855 0 1,250 21,605

がれき
体積％

津波堆積土砂の粒度

（％）

土砂
部分の

Fc

SM

TRM

工
法

津波堆積土砂処理：1万m3当り

直工単価

（円／m3)

分別分級
処理費

津
波
堆
積
土
砂

分級
レベル

(a)

がれき

(b)

砂礫

(c）

改質土
土砂

シルト
粘土

砂礫
細砂

売 却 分
差引後単価

(円/m3）
(B)

間接経費込

(A)×1.40

(C)
 

津波堆積土砂

1万m3当り

処理後の数量
(m3／1万m3）

売 却 分

(円/m3)

セメント
改質費

直工単価
小計

(A)

有効利用
可能な
土砂量

(b)+（c）

ガレキ
処分費

 
 
 

 
       図-5.9 直工単価（SM と TRM）    図-5.10 経費込み単価（SM と TRM） 
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図-5.11 売却分差引き後の単価比較（SM と TRM：参考） 

 

 
図-5.12 分級後の土砂量の比較（SM と TRM） 

 
両工法のコスト比較と評価を行った結果を以下に記す． 
 

(1) SM と TRM の単価は、対象とする津波堆積物の違いにもよるがほぼ同等レベルである． 

・がれき混入量が少ない（10％）ケースでは、土砂部分の細粒分が少なとい（15％）場合は、SM の

方が若干高いが、土砂部分の細粒分が多くなる（40％）と TRM の方がさらに低コストとなる傾向

がある（土砂 1-1 と土砂 2-1）． 
・がれき混入量が多い（25%）ケースでは、土砂部分の細粒分が少ない（15%）と SM が低コストで

あるが、細粒分が多くなると（40%）TRM とほぼ同コストとなる傾向がある（土砂 1-2 と土砂 2-2）． 
 

(2) 有効利用可能な土砂量は、SM の方が TRM の 20％～40％多い． 
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TRM で得られる土砂は、「ふるい下残渣」と呼ばれ、ごみやがれきが混入した低品質なものであ

るが、SM で得られる砂礫や改質土（脱水フロックをセメントで改質したもの）には、ごみやがれ

きが混入していない高品質なものである． 
 今回、SM による方法では、砂礫やシルトを分級した後の粘土分が含まれた泥水を、凝集沈殿処

理したフロックを簡易脱水とすることで、容量を減少させない方法をとっている．なお、高含水比

の凝集フロックは、改質後に破砕・撹乱して再転圧後に盛土材などとして十分な強度が得られるよ

うな配慮を行うものである．従って、ごみやがれきの混入率や土砂部分の粒度にもよるが、処理前

の津波堆積物とほぼ同量または多くの土砂を得ることができるものとしている． 
参考として、図-5.13 にがれき混入率が 10%で、土砂部分の粒度が異なる 2 ケースの津波堆積物

を処理した場合の土量収支を示す（凝集フロックの含水比は 175％と設定した場合）． 
 

 
図-5.13 津波堆積物の SM による処理前後の土量収支の計算例 

 
(3) 津波堆積物の処理単価が同レベルで、SM で得られる土砂が高品質であることを考えると、SM によ

る処理は TRM よる優れた方法と評価することができる． 
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5.5 コスト比較 2（埋立処分費）・・・参考 

ここでは、比較対象として津波堆積物を埋立処分を行った場合のコストに関して調べた結果を示す． 
 
津波堆積物を有効利用せずにすべて埋立処分を行うことはないこと、また処分場を造成する工期や

場所・容量を考えた場合、非現実的ではある．しかし、がれきやごみを含んだ津波堆積物が、産業廃

棄物扱いになった場合は、その一部は埋立処分を行わざるを得ないケースも十分にあり得る．そこで

被災地周辺地域で埋立処分を行う場合の実勢価格を調べた結果を示す． 
 

表-5.6 に岩手県、青森県の HP などで調べた埋立処分単価を示す．概ねトン当たり 2.0 万円から 3.0
万円程度（輸送費、処分費、産廃税込み、いずれも仮置き場での破砕選別処理は含まない）である．が

れきのかさ密度は、概ね 1.1t/m3 程度と仮定し、1m3 当たり単価に換算すると、1.8 万円～2.7 万円/m3

程度（平均 2.3 万円/m3）になる．ただし、さらに広域処分となる場合は運搬費がかかるため、これら

の価格よりも割高になるものと考えられる． 
 5.3で示した、本技術による津波堆積物の処理単価は、経費込みで概ね 17,000 円/m3から 23,000 円/m3

程度であった．これには場内外での運搬費や機材のメンテナンス費用は含まれていないものの、ここで

示した埋立処分費と比較しても、同等レベルかそれ以下のコストであるといえる． 
 

 
表-5.6 埋立処分費用 

トン当たり単価 場所など 出典

20，000～25，000円 いわてクリーンセンター
岩手県HP（環境/廃棄物/廃棄物処理）
契約単価

19，900円
三戸ウェイストパーク県境再生企業
体
運搬費，産廃税込み

青森県HP（県境再生対策室）
契約単価

22，000円
むつ市
青森クリーン共同企業体
運搬費，産廃税込み

青森県HP（県境再生対策室）
契約単価

破砕選別処理 20，000～30，000円

場所：特に指定なし

プラント設備費，運転管理費，一時
仮置き場からの運搬経費を含む

岩手県HP（環境/廃棄物/廃棄物処理）
契約単価

汚泥等付着金属
くずの焼却

74，550円
秋田県大館市
エコシステム秋田

青森県HP（県境再生対策室）
契約単価

埋立処分

参考

 

 



‐5-20‐ 
 

 
 

5.6 分級後の土砂の有効利用方法 

本技術で分別・分級後に得られた土砂は、高品質な復興資材として、多岐にわたる有効利用方法が期

待できることは、既に説明したとおりである．ここでは、震災復旧における、分級後の土砂の有効利用

方法として、地盤沈下対策や被災した構造物の復旧、補強の他、各種インフラ整備において様々な用途

の案を検討した結果を示す． 
 

◎広域地盤沈下対策の土砂 

地震によって基盤沈下した地域の地盤の嵩上げ 

◎被災した構造物の復旧および津波対策目的の補強用の資材 

    ・港湾構造物の復旧（津波に対する粘り強い構造への強化） 
    ・河川・海岸堤防の嵩上げ 
    ・津波に対する粘り強い構造への強化 
    ・高台の造成 
    ・干潟の造成・復旧 

◎上記に伴う、各種インフラ整備用資材 

    ・道路・歩道や擁壁などの基盤材 
    ・盛土や擁壁、排水路などの排水材 
    ・盛土の表層被覆材 
    ・各種無筋コンクリート用骨材  など多種多様 
 
 以下、図-5.14 から図-5.19 に用途の例を示す． 
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（１）海域での有効利用方法

レベル2津波対策用の防波堤の補強断面例

◎無筋コンクリート用骨材・・・・粘り強い港湾構造物用の被覆ブロック

既存港湾構造物の復旧用 〃

（今後大量のブロックの需要が見込まれる）

◎地盤の嵩上げ用地盤材料

○ケーソンなど構造物の中詰め(砂礫）

○海岸再生（海水浴場，公園など），養浜，人工干潟

 
図-5.14 海域での有効利用-1 

 

 
図-5.15 海域での有効利用-2 
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図-5.16 海域での有効利用-3 

 

図-5.17 海域での有効利用-4 
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1.干潟造成による自然再生への有効利用

＜干潟再生の効果＞

ヨシ原

吸収

水質の栄養塩（N,P）

【ヨシ原による水質浄化作用】
三浦半島松輪地区：生育密度120本／㎡
１日当たりの吸収量：
N；1.4㎏/ha,P；0.11㎏/ha

沈殿・吸収

プランクトン

濾過・捕捉

懸濁態有機物

沈殿・吸収

濾過・捕捉

【砂泥層による濾過捕捉量】
東京湾での有機懸濁物浄化量
１㎡当たりの浄化量
干潟；0.711㎏、砂浜；0.624㎏

酸素の補給

好気的環境

バクテリア

分解・無機化

干潟生物

有機物の補食

還元的環境

窒素の無機化

水中の懸濁物質

吸収・濾過 吸収・濾過

アサリ

マテガイ

【アサリの濾過水量による水質浄化作用】
東京湾盤州干潟：殻長40mm
１時間当たり当たりの濾過水量；
水温20℃；1.05L、水温４℃；0.20L
夏季１㎡当たり２～３トンの海水が濾過される  

図-5.18 海域での有効利用-5（干潟造成） 

（２）陸域での有効利用方法

◎地盤の嵩上げ（砂礫，固化処理フロック）

○道路，歩道の基盤材（砂礫，固化処理フロック）

○擁壁などの裏込め材（礫材）

○河川堤防などの嵩上げ材（固化処理フロック）

○盛土や各種排水設備（暗渠など）のドレーン材（砂礫）

○歩道のブロックなど無筋コンクリート用骨材（砂礫）

○公園，グランドなどの整備（砂礫）

○盛土の表面被覆材（固化処理フロック）

（３）その他の有効利用方法

○降雪地域の道路凍結対策用の撒き砂材（砂）

道路の基盤材

擁壁の裏込め材

暗渠のフィルター材  

図-5.19 陸域その他での有効利用 
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5.7  産学官テーマ推進委員会、現場見学会の開催 

 本技術の事業化検討は、産学官テーマ推進委員会を通して検討を行った（第 1 章 1.6参照）． 
 委員会で議論した内容は、付録 産学官テーマ推進委員会を参照願いたい．議事内容および委員会に

使用した資料を示している． 
 
 また、現場実証実験では、国交省東北地方整備局、宮城県、岩手県陸前高田市、民間がれき JV、産

廃処理業者、その他関連する民間会社に対して現場見学会・説明会を開催し、本技術の性能や能力や実

現性などについて説明を行った（平成 24 年 5 月 18 日：写真-5.1）． 
 
 
 

   
 

   
 

写真-5.1 現場見学会の実施状況 
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5.8 まとめ  

 現在被災地で行われている、またはこれから行われる予定のトロンメルなどによる処理では、がれき

やごみが混入した低品質な土砂（ふるい下残渣）が製造される．また現状では、これらを復興資材とし

て有効利用する際に、“廃棄物と見なさない条件”を満たすことは難しい状況である．これは、再利用

に関する指針やマニュアルにその評価基準が明確に示されていないこと、環境省によって震災前と同レ

ベルに近い環境安全性とその管理が求められていることが原因と考えられる． 従って、仮に津波堆積

物をトロンメルや振動ふるいで分別・分級しただけの「低品質」の復興資材である「ふるい下残渣」を

ストックした場合、これらを優先的に使用してもらえるかは未知数な状況にある． 
 
実際には使用側から発生側に対して、品質とともに必要な時期に必要な量をまとめて供給する必要が

あり、できれば高品質のものをストックしておくことも、速やかに処理を行う上で重要なポイントとな

る．つまり、“確実に活用される”保証が質、量ともになければ、それらは廃棄物の扱いのままであり、

需要と供給のマッチングの確率は非常に低いままで、処理が進まないことになる．このような観点から

も、需要と供給のマッチングの確率を高めるためにも、より質の良い再生資材が求められているといえ

る． 
それに対して、本技術で処理された得られた土砂は、高品質な復興資材として、多岐にわたる有効利

用方法が期待できることが、現場実証実験と事業化検討を通して確認され、品質、コスト両面において

十分に事業化が可能であると考えて良いといえる． 
 
事業化に向けての課題としては、以下の 2 つがあげられる． 
 
本技術は現在、当社が保有している資機材一式（能力 70～80m3／時間：津波堆積物処理ベース）が

1 セットと、リース品で能力 20m3／時間の資機材が 1 セットと限られている．新たに資機材を製作す

るには、発注から数カ月を要すること、新たな資機材を調達するにはある程度の規模の処理量が求めら

れるという点は課題のひとつといえる． 
もうひとつの課題としては、能力 70～80m3／時間のシステムでは、3～4 日分の津波堆積物や処理し

た土砂のストックヤードを含めて、概ね 70m☓150m 程度（約 1ha）のヤードを必要とする点である．

被災地においては、津波で流出してヤードを確保できそうな比較的広い敷地が確保できそうな場所もあ

るが、それぞれの場所では現在復興計画が立てられ、もとの地権者を含めて被災地の方々が生活や生産

活動を始めているため、用地確保は事業化における大きな課題である可能性がある． 
 

（なお、他に先駆けて、岩手県陸前高田市では、本技術と同じ“湿式分級技術”を導入し、処理を始め

ている．） 
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第６章  まとめ 

 
 
 
 
 
 本研究は、平成 23 年度の第 3 次補正予算で行われた「国交省建設技術研究開発助成制度」の研究課

題として採択されたものである．震災後約 8 ヶ月が経過した平成 23 年 11 月 1 日に公募され、震災から

の復旧・復興に向け、特に緊急性・重要性の高い「液状化対策」と「がれき処理対策」に関するテーマ

が集められた内のひとつである． 
 津波堆積物は、現行の乾式分級工法であるトロンメルなどで処理された「ふる下残渣」は、大きなが

れきやごみは除去されているものの、50mm 以下の大きさのごみやがれきが混入したものとなる．それ

に対して、加水を伴う湿式分級工法である本技術（ソイルセパレータ・マルチ工法）によって分別・分

級されて得られた土砂は、ごみやがれきが混入されていない良質なものであり、高品質で様々な復興資

材としてのニーズに応えられるものであることが現場実証実験で実証された．また、処理に係るコスト

も、従来の乾式分級とほぼ同レベルであることも本研究を通して十分に実証されたといえる． 
 
本研究開発の公募は、時期的に環境省の災害廃棄物処理に関する「マスタープラン」が平成 23 年 5

月、環境省の「東日本大震災津波堆積物処理指針」が同年 7 月に公表され、徐々に被災地の自治体が災

害廃棄物処理の計画を立て始めた時期のものであった．その後、国土交通省や各自治体が策定した、災

害廃棄物の処理に関する指針やマニュアル、実施の詳細計画等が徐々に発表されてきた．このような時

期に進めてきた本研究開発では、本技術の事業化に向けた検討を進めてきたが、津波堆積土砂（津波堆

積物）の処理の方向性に関しては、様々な指針やマニュアルのなかでは、有効活用における評価基準が

明らかにされていないことが判ってきたのは、岩手県が「復興資材活用マニュアル」を公表し、岩手県

や宮城県が処理の実行計画や詳細計画を改定した平成 24 年 7 月以降になってからであった． 
 第 5 章で示したように、現時点（平成 24 年 11 月末）において被災地での津波堆積物の処理率は全体

の 15％であり、岩手県、福島県に至っては 2％と非常に低いレベルにある．この原因には、津波堆積物

以外の災害廃棄物の被災地や他県での広域処理の施策などに大きな負担がかかっていること、大量の土

砂を必要とするグランドデザインを含んだ復興計画が決まらないことなどがあげられる．さらに、ごみ

やがれきを含んだ土砂をどのような評価基準で、誰の責任で復興資材化できるかが、明確になっていな

いことが大きな原因の一つとなっていることが本検討を通して浮き彫りにされてきたという感想であ

る． 
これに対して、津波堆積物の有効活用には、「環境面でのリスク評価の考え方を新たに構築すること、

例えば、環境基準等の適用の厳格性に対して緩和の考え方を取り入れることなどが必要である」、との

考え方がある（第 5 章 5.2.3に示した『地盤工学会の提言』）．仮にこれが可能になると、現行の方法

で処理したものを盛土や埋土として容易に利用することが可能になり、処理・処分が大幅に進捗してい
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くものと推測される．しかし、従来は廃棄物に該当する可能性の高いものを、“廃棄物に該当しない”

と決定するには、かなりのプロセスが必要でそれに関連する責任問題や費用の発生も出てくることを考

えると、津波堆積物の処理のさらなる遅延に繋がりかねない． 
 

 一方で、コンクリートがらの再利用などは津波堆積物と比較して、再資源化が進んでいる．これは土

砂と比較して分別がしやすいこと、評価基準が作りやすいことが理由としてあげられる．さらには、コ

ンクリートがらの破砕や処理には環境省の災害廃棄物処理の予算が充てられ、処理済みの資材として比

較的安価に直轄工事や地方自治体の工事に組み込まれる仕組みが早期にできたことも大きく影響して

いると考える．津波堆積物の処理は、本来環境省の予算で行わなければならないものであり、コンクリ

ートがらと同様に保証直轄工事や地方自治体の工事に復興資材として提供する時点で、品質が保証され

かつ低価格で提供される仕組みが不可欠であると考える． 
  
なお、他に先駆けて岩手県陸前高田市では、環境省の予算の範囲で本技術と同じ“湿式分級技術”を

導入して処理を始めているということである．今後は、我々も本研究で得られた知見を広報、営業活動

を通して本技術の実用化に向けての活動を続けていく予定である． 
 
 最後に、本研究開発課題を採用頂き、必要な手続きなどでお世話になりました国土交通省大臣官房 技
術調査課、現場実証実験で用地をお貸し頂きました JX 日鉱日石エネルギー㈱、津波堆積物を借用頂き

ました宮城県気仙沼土木事務所、産学官テーマ推進委員会メンバーの方々、現場実証実験にご協力して

いただきました協力会社、関連会社の皆様に、厚く御礼を申し上げます． 
 

以 上 
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付録：産学官テーマ推進委員会 

 
 
 
本助成研究では，技術研究開発提案を着実に推進し，目標達成に向けて確実な進捗管理を図るため，

産学官の分野から構成される委員会を設置し，以下の項目を実施することとなっている． 
 
１） 実証実験により，当該研究開発成果が有効に機能することの確認 
２） 当該研究開発成果の具体的な事業化計画を作成 

 
今回、産学官テーマ推進委員会は、それぞれの分野から 2 名または 3 名を選出・依頼して、以下のメ

ンバーで構成した． 
 

カテゴリ 氏　名 所　属・役　職 備　考

　原田　卓三

　佐瀬　浩市

　遠藤　信哉 宮城県　土木部　土木部次長

　渡部　要一 （独）港湾空港技術研究所　地盤研究領域長

　高橋　弘 東北大学大学院　環境科学研究科　教授 委員長

　小峯　秀雄 茨城大学　工学部　都市システム工学科　教授

　片桐　雅明
株式会社日建設計シビル　地盤調査設計部
設計主管

　笠原　勉
いであ株式会社　国土環境研究所
生態解析グループ 技師長

　奥　信幸
東亜建設工業株式会社　土木事業本部
技術部　部長

　泉　信也
東亜建設工業株式会社　土木事業本部
機電部　機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

転勤により、第3回以
降、原田氏から佐瀬
氏に交代

産

社内委員

官

学

国土交通省　東北地方整備局　港湾空港部
港湾空港企画官

 
 
 
 以下に、議事内容および委員会開催時に事務局側が準備した資料を添付する． 
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第 1回委員会 

◆開催日時：平成 24 年 4 月 17 日（火） 15:00～18:00   

◆開催場所：東亜建設工業㈱本社 会議室 （東京都新宿区） 

◆出席者： 

  【議長】 
東北大学大学院環境科学研究科          高橋弘 教授（テーマ推進委員会委員長） 

【社外委員】 
    国土交通省東北地方整備局港湾空港部      原田卓三 港湾空港企画官 
    宮城県土木部事業管理課             新田弘 課長（遠藤土木部次長代理出席） 
    茨城大学工学部都市システム工学科         小峯秀雄 教授 
    株式会社日建設計シビル地盤調査設計部     片桐雅明 設計主管 
    いであ株式会社国土環境研究所生体解析部   笠原勉 技師長 

【社内委員】 
   東亜建設工業㈱土木事業本部技術部       奥信幸 部長 
   東亜建設工業㈱機電部機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ         泉信也 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

【事務局】 
幹事 東亜建設工業㈱技術研究開発センター    御手洗義夫（研究代表者） 

    副幹事 東亜建設工業㈱  〃                居場博之（共同研究者） 
    補佐  東亜建設工業㈱  〃                西田浩太（共同研究者） 
    補佐  東亜建設工業㈱  〃                湯浅大樹（共同研究者） 

◆欠席者 

宮城県土木部遠藤信哉 次長（新田課長が代理出席） 

独立行政法人港湾空港技術研究所地盤研究領域   渡部要一 領域長（事前 4/13 にヒヤリング） 

◆内容 

(1) 本研究開発の背景、目的、得られる効果、用いる分級処理技術、現場で行う実証実験の内

容、分級後の土砂の有効利用方法等について、事務局から説明を行った。 
(2) 成果として実証実験に用いる津波堆積土砂および海水の事前分析結果の報告を行った。 
(3) 現場および準備工の状況を写真を交えて説明を行った。 
(4) 以上の項目について、質疑応答および意見交換を行った。 
(5) 今後の予定として、次回（第 2 回）委員会までに「現場実証実験の準備」、「各種室内試験

計画の詳細の決定」、「脱水フロックの改質に関する配合試験計画の決定」、「事業化計画に

関するコスト試算、コスト比較の準備」を行うことを確認した。 
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◆主な意見・要望および事務局からの回答 

(1) 実証実験で使用する津波体積土砂に対して、放射能に関しても分析に出し、数値化してお

く必要があるのではないか。 
→実証実験では空間線量計を用いて値を確認。問題となるレベルではなかった。 
 

(2) （資料 3 の「4.現場実証実験の内容」について）（2 次処理で生成されたがれきは）比重に

よる選別はできないのか。 
→本来は一番初めの工程で水通しを行い、比重の軽いビニールや木端等を除外しておくこ

とが望ましいが、今回は借地の関係上ピットを掘ることなどができないため不可能である。 
 

(3) （資料 3 の「4.現場実証実験の内容」について）3 次処理で具体的にどうやって比重の軽

いビニール等を除去するのか。 
→水槽に土砂を入れ加水し撹拌を行い、浮いてきた比重の軽いものだけを除去する仕組み

を考えている。 
 

(4) （資料 3 の「4.現場実証実験の内容」について）分級に使用した処理水の最終処理はどう

するのか。 
→循環して利用するため、あるピッチで処理し放水することになる。なるだけ循環させ排

水を少なくするようにする。 
 

(5) （資料 3 の「5. 現場実証実験における調査・試験項目（案）」について）分級した土砂

を有効利用して海に利用する場合、環境基準があるので調査しておいた方がいい

のではないか。  
 

(6) （資料 3 の「5. 現場実証実験における調査・試験項目（案）」について）処理前の土砂だ

けでなく、加水する海水の特性も調べた方がいいのでは。 
→事前に土砂の環境基準、および海水の分析も実施済み。 
 

(7) （資料 3 の「5. 現場実証実験における調査・試験項目（案）」について）気仙沼だと問題

ないと思うが、放射性物質が福島では陸上から出ている。基準値内であり問題ないが、周

辺の住民や漁業関係者の感情を考えると使用が難しいと感じる。放射性物質の計測も検討

してみてはどうか。 

→実証実験では空間線量計を用い、値を確認。問題となるレベルではなかった。 

 
(8) 今後の予定としてのコスト試算をして、よい（有効利用）方法があったとしても、価格が

高い場合は脱水して捨てる方が安いということもあり得る。最終的にはコストの問題が絡

んでくると思うので、「減容化」などの表現も含めて検討していただきたい。 
→「あるレベルまで脱水すると、脱水には m3 あたりいくら」で、改質も「このくらいの
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状態まで改質したらいくら」という表現で検討する。 
 

(9) 今回扱う土砂は、本（分級）システムの実証性を評価する上でどのくらいの代表性がある

のか？資料 5 の 14 から 16 ページ（粒径加積曲線）までを見ると、全試料とも同じような

S 字のカーブであり、主に中砂、中礫が多い。今回の材料はシステムの成立性を示すには

いいと思うが、適用限界を考えるのであれば、もう少し違う（粒度分布の）材料を用いて

みるべきでは。 
→今回、大きい礫はあらかじめ分析用に除去している。粒度によって機械の能力に差が出

ないよう、礫が多い場合や粘土が多い場合に対応したトータルシステムを考えている。粘

土、砂の含有量に幅があっても一部分の分級ステップの機械を増強することによって対応

できる準備している。 
 

(10) （資料 3 の「6. 分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの有効利用方法」について）分級

して材料が出たら無償で提供するのか？ 
→その件についてはこれからの委員会で、どういう事業の中で使っていくかというアイデ

アを出しながら決めていきたい。恐らく小さな工事の中で、少量の分級された土砂を出し

ても誰もいらないと思う。1 つの考えとしては、がれき JV の中でこのシステムが使える

のではと考えている。この件については、次回や次々回の委員会の中でも議論をさせてい

ただきたい。 
 

(11) （資料 3 の「6. 分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの有効利用方法」について）「こ

ういう材料が分級されている」ということが市町村へ情報提供されにくいとすれば、国交

省に対する提案だけではなく、市町村に対する提案も盛り込んでは。それは広域地盤沈下

対策が該当するのでは。国交省に対してだけでなく、独自にアイデアを出すのが難しい市

町村に対して我々がフィードバックできるものを提案してみては。 
 

◆委員会開催状況 
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津波堆積土砂からの
がれき分別と土砂の分級による

良質な建設材料の有効利用

平成24年 4月17日

東亜建設工業株式会社
（研究代表者：御手洗 義夫）

平成23年度 補正予算建設技術研究開発助成制度（震災対応型技術開発公募）

地盤沈下などで水浸した地域集積された津波堆積土砂

第1回テーマ推進委員会用資料
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１．研究の背景

 

 

 

◆今回の津波により，大量の土砂やがれきが運ばれて堆積
⇒撤去・処分が復旧・復興における大きな課題のひとつ

◆地殻変動による沈降や液状化による噴砂，津波による洗掘，流出などによって
地盤レベルが低下
⇒大潮などの際に浸水の危険にさらされている箇所などでは、特に

広域な地盤の嵩上げが必要

課 題

◆地盤の嵩上げなどに津波堆積土砂を、
そのまま使用する方法が考えられるが，

①土砂以外のがれきやゴミを含んでいる．

②長期的な土地利用を考えた場合、
がれきやごみを含んだ土砂の利用は好ましくない．

③粘土分が含まれており軟弱で、そのままの状態では
地盤材料としての利用が難しいケースがある．

研究の背景
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3.11の津波と津波堆積土砂

今回の津波は、多くの家屋や建物，構造物を破壊し，自動車，生活用品などす
べてのものを海底の土砂を含んだ大量の海水とともに押し流した．

被災地では津波によって運ばれた大量のがれきやごみとともに大量の土砂が
堆積し、その撤去・処分が復旧・復興における課題のひとつになっている．

国土地理院によると、青森，岩手，宮城，福島，茨城，千葉の被災6県62町村
の津波浸水面積は約561km2（山手線内側面積の約9倍）とされている．

津波堆積土砂の厚さを平均5cmとしてもその量は、2,800万m3と膨大な量と
推算される．

（津波による浸水面積と津波堆積土砂量）

大量の土砂を含んだ黒色の津波
仙台市若林区の津波浸入状況

 

 

 

津波による浸水面積

津波による浸水範囲の面積（概略）について第5報
（国土地理院，平成23年4月18日）
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参考：

気仙沼市

（今回の実験場所）

津波浸水面積18km2

津波による浸水面積

 

 

 

広域にわたる地盤沈下の影響

今回の地震では，地殻変動による基盤の沈降，液状化による噴砂，津波に
よる洗掘，流出などによって地盤レベルが低下した．

牡鹿半島では、本震で1.2mの沈下のほか、仙台平野では平均海面以下
の面積が震災前の5.3倍に拡大している．

その結果、大潮などの際に浸水の危険にさらされている箇所などでは、護岸
や広域な地盤の嵩上げが必要となっている．

大量の広域の地盤嵩上げ用の材料の需要が見込まれる．

また津波対策として、河川や海岸堤防の嵩上げ、高台への居
住地の移転などでも地盤材料が必要となる．さらにはそれらに
伴う多種多様なインフラ整備が見込まれ，良質な砂礫材も必要
となってくるものと推測される．
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（by  国土地理院）
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本震による地殻変動の影響

（陸上部の沈下：by  国土地理院）

広域にわたる地盤沈下の状況1

牡鹿半島：約1.2m沈下

 

 

 

各地の地盤沈下量 （by  国土地理院）

広域にわたる地盤沈下の状況2
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広域にわたる地盤沈下の状況3

 

 

 

２．津波堆積土砂の処理に対する考え方

津波堆積土砂の物性に関する調査結果

(環境省）
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津波堆積物処理の基本的な流れ1),2)

津波堆積物とその処理については，『東日本大震災津波堆積物処理指
針』(環境省）で，以下のように記されている．

『それらは土砂が中心といえども，「木くず・コンクリートくず
等」などを含んだ混然一体となったもの，または被災地に
立地する事業所に由来する農薬や酸・アルカリ等の有害
な薬品等，有機物や有害な化学物質が混入している可能
性がある．

したがって，津波堆積物の処理は，その組成や性状から
判断して，地域特性に利用したゾーニング（エリア区分）や
目視観察，現場スクリーニング等によるカテゴリー分類を
経て行うべきものである．』

 

 

 

津波堆積物処理の基本的な流れ
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津波堆積土砂の一般的な物理・化学的性状（1）

（１）一般項目（密度，pH，強熱減量）

真比重：約2.70 g/cm3であり一般的な土壌と違いがなく，土砂が主成分で
あることが推測される．

pH： ほぼ7.0 ～9.0 の間にあるが，採取試料によっては強酸性，アルカリ性を
示したものもあった．

強熱減量：1.2％～16.3％であり，へドロ状のものを含む一般的な浚渫土砂の
値の範囲の値であった．調査報告書では，「多くは，海底泥の有機
物に由来するものと考えられるが，油分の影響を受けている試料も
散見された．」とされている．

粒 度：津波で海から運ばれてきた影響で海砂を多く含むケースが多いが，
ヘドロや細粒分を含んでいることが多い．

廃棄物資源循環学会では，津波発生地域で採取した津波堆積物の物性に
ついて分析調査を実施している．調査では，岩手県と宮城県で採取した62試
料を対象に，国内の規制基準値や参照指針値等との比較を行っている参考．

参考：一般社団法人廃棄物資源循環学会：津波堆積物処理指針（案），平成23年7月5日  

 

 

津波堆積土砂の一般的な物理・化学的性状（2）

（２）油分（n-ヘキサン抽出物質），TPH（全石油系炭化水素）

n-ヘキサン抽出物質：1.2%～16.3%と幅があった．水産用基準（日本水産資源保
護協会により提案されている値）として，海域では乾泥としてn－ヘキサン抽出
物質0.1%以下とされており，高い値を示していた．

TPH：油分を炭素数C6～C44（ガソリン，軽油，残油の炭素範囲）の石油系化合物
の沸点範囲で定量したものであるが，n-ヘキサン抽出物質とよく相関する結
果が得られたとされている．

（３）残留性有機汚染物質（PCB，ダイオキシン類，POPS農薬類）

これらの含有量基準値（例えば，PCB処理物の卒業判定基準値やダイオキシ
ン類では土壌や水底低質中の環境基準値，POPS農薬類では設定されている参
照指針値等）を超える値は見られていない．

また，規制基準値や指針値との比較以外でも，環境省が近年実施している近隣
水域，地域における環境モニタリング調査（底質や土壌）の結果と比較しても概ね
同じレベルと判断された．

参考：一般社団法人廃棄物資源循環学会：津波堆積物処理指針（案），平成23年7月5日  



‐付-14‐ 
 

津波堆積土砂の一般的な物理・化学的性状（3）

（４） 重金属類

含有量は、多くの試料・項目で不検出であった．鉛がmg/kgの範囲で多くの試
料から検出されたが，土壌汚染対策法の含有量指定基準値150mg/kgを下回
るものが殆どであった（1試料のみ超過）．

溶出量は、鉛，砒素，ふっ素，ほう素の4項目で土壌汚染に関わる環境基準値

を超える事例が見られた．しかし、それらは自然由来や海水の影響があったと
推定される．

以上参考：一般社団法人廃棄物資源循環学会：津波堆積物処理指針（案），平成23年7月5日

津波堆積土砂の処理は，ゾーニング（エリア区分）や目視観察，現場スク
リーニング等によるカテゴリー分類を経て行うべきものである．

上記の調査・試験結果からみると、その物性は国内の規制基準値や参
照指針値の範囲内にあるものが多いと予想され、ごみやガレキを除けば、
有効に利用できる可能性が高いものと考えられる．

 

 

 

３．今回の研究開発項目と目的・効果
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今回の研究開発項目と目的

がれきやごみの分別工程の追加

浚渫土砂などからの礫分，砂分，シルトの効率的な分級方法
（ソイルセパレータ・マルチ工法）

津波堆積土砂の分級、リサイクル技術の現地実証実験

目的：津波堆積土砂の処分と有効利用技術の開発
地盤の嵩上げ用など，良質な建設用地盤材料としての適用
被災地の復旧・復興に貢献できる技術の提供

自社開発，実績有り

今回の実施範囲+

サイクロンや振動フルイなどの組み合わせ

 

 

 

従来の分級処理技術1（ソイルセパレータ・マルチ工法による浚渫土砂の分級）

目的：砂質土系浚渫土砂の減容化（＝埋立処分量の減容化）

礫分除去装置

攪拌槽

砂分級装置
シルト

分級装置

凝集装置

フロック脱水装置

浚渫土砂
加水

1次処理
【礫分除去】

粗礫
（25mm以上）

2次処理
【砂分級】

3次処理
【シルト分級】

4次処理
【細粒分凝集】

5次処理
【フロック脱水】

小礫・粗砂
（5～25mm）

砂
（75μm～

5mm）

ｼﾙﾄ
（75μm

～30μm）

脱水後の
フロック

（＜30μm）

脱水された水 海水採取

循環利用

：分級の流れ

：分級されるもの

【浚渫土砂の分級処理フロー例】
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◆実績1
自主実験工事（福岡市等に公開）
実施時期：H23.1月末～2月初旬
扱い土量：50m3

◆実績2（下写真）
中津港（田尻地区）航路（-12m）浚渫［暫定-11m］工事（国交省九州地整）
実施時期：H23.8月末～9月末
扱い土量：1,200m3

分級設備全景（実績２）

従来の分級処理技術3 （ソイルセパレータ・マルチ工法の実績）
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シルト主体土

細粒分泥水

20.0750.005

0.030

礫シルト粘土 砂

◆分級後の礫主体土は粒径2mm以上の土粒子が約90％

◆分級後の砂主体土は細粒分（シルト、粘土分）含有率が5％程度

浚渫土砂を分級した場合の粒度試験結果の一例

分級前の浚渫土
従来の分級処理技術3
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津波堆積土砂の再利用方法として，そのままの状態で使用する場合や
や、破砕混合機械などを用いてがれきやごみ類を細かく粉砕し、土砂と混
ぜた状態で固化材などと混合処理する方法などがある．

しかし、プラスチックやビニール片などは、将来的に分解しにくい．

また、有機分などに由来する悪臭やメタンガスの発生なども危惧される．
かつ、それらの影響は比較的長期に残存するものと考えられる．

今回開発する技術の特徴

津波堆積土砂の処分量の削減と、今後必要とされる
安全で良質な建設材料の確保を同時に実現．

今後、海域に残る大量の堆積土砂改質への適用も可能

がれきやごみを分別し，さらに水で洗浄して得られた砂礫などは、従来の
良質な建設資材として有効利用可能である．また、悪臭やメタン発生など
の防止にもなる．

 

 

 

2. コスト削減

◆がれき土砂処分費用

◆新規処分地の建設費用

◆砂礫など、良質な建設用地盤材料の新規購入費用

3. 環境保全，環境改善

◆新たな土砂採取による自然環境破壊の防止

◆埋立処分量の減容化、処分場の延命化

◆新たな処分地建設の削減による自然環境の保全

◆津波堆積土砂の処分促進による飛散や悪臭の低減

本技術の導入効果

1. がれき処分量削減と、安全で良質な地盤材料の獲得

これらと
分別・分級処理を
トータルで考えることで
大きなコストダウンが
見込まれる

 



‐付-18‐ 
 

４．現場実証実験の内容

 

 

 

現場実証実験のポイント

◎津波堆積土砂とは？・・・どのようなものかを明らかにする必要がある．

◎効率よく，連続的にがれきやごみの分別と土砂の分級ができるか？

◎分別・分級を行うことによるメリット・効果は？

◎どのように分別・分級されたか？

◎分級された土砂の具体的な有効利用方法は？

◎効率，コストは？
コストには、地盤の嵩上げや各種インフラ整備を行う際の
開発・採取・売買のコストを入れて評価するべきである．
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◆実験場所：宮城県気仙沼港の民間用地（借用）

◆津波堆積土砂：
気仙沼市に宮城県が集積・仮置きした土砂を使用（借用）
数量：300m3程度

・ 事前に，非汚染土であることを確認した後に使用
・ 実験終了後は仮置き場に戻す

◆実施時期：

・ 用地整備，土砂移動搬入：平成24年4月8日～4月13日

・ 試運転，自主運転：同年5月11日～15日

・ 本実験（公開）
同年5月16日～平成24年5月18日（予備として21日まで）

・ がれき運搬・処分，撤去，片付けなど（5月末終了予定）

今回の現地実証実験の概要

 

 

 

実験場所 宮城県気仙沼市朝日町９
JX日鉱日石エネルギー株式会社気仙沼油槽所内

宮城県
土砂置場

実験予定地

100ｍ

50ｍ

 



‐付-20‐ 
 

概略工程

4/11委員長事前説明

4/9-4/13（整地，ｼｰﾄ・鉄板敷，土砂搬入，養生）

5/7-5/10（ｼｰﾄ・鉄板敷，機材搬入・設置）

5/11～5/15試運転

5/16-5/18本実験

　　（予備：5/21まで）

　4/11委員長事前説明

　4/17（本社） 5/17（気仙沼） 予定 予定

設立準備 第1回 第2回 第3回 第４回（必要に応じて）

産学官テーマ推進委員会

片付け

8月
作　業　内　容 摘　要

準
備

関係各所調整

現地踏査、土壌採取

国交省，宮城県，JX

4月中旬にヤード整地、土砂搬入，養生
5月初旬から設備設置（6日間程度）

準備工

本実験 試運転含め5日～7日間程度（300m
3
）

報
告
書

結果まとめ

報告書作成

5月下旬：設備解体・撤去（6日間程度）
6月初旬までに：土砂搬出、ヤード整地

室内試験

5月 6月 7月 9月

2012年

土壌，水質分析試験

実
証
実
験

土壌，水質分析試験

実験計画、機材手配

2月 3月 4月

 

 

 

がれき・ごみ，粗礫
（100mm～20mm）

小礫・粗砂
(5～20mm)

砂
(75μm~5mm)

ｼﾙﾄ
(30μm~75μm)

脱水後のフロック
(<30μm)

津波堆積
土砂

BH0.45m3

（ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様）
BH0.45m

3 礫分除去装置
（自走式スクリーン）

10m
3
攪拌槽

砂分級装置 シルト
分級装置

凝集装置

フロック回収箱

フロック脱水装置

水切りフレコン

BH0　2.5m
3

がれき・ごみ，礫
（100mm以上）

津波堆積土砂
（100mm未満）

木端、ﾋﾞﾆｰﾙ、紙片など
比重の軽いがれき・ごみ

加水
（循環利用）

【がれき・障害物除去】 【礫分除去】 【加水、攪拌】

【砂分級】 【シルト分級】 【細粒分凝集】 【フロック回収、脱水】

1次処理 3次処理2次処理

4次処理 5次処理 6次処理 7次処理

脱水された水

脱水された水

循
環
利
用

：分別・分級の流れ

：分別・分級されるもの

脱水は，簡易脱水のイメージ．
固化材や（高分子系）吸水材などを混合・改質し，
建設用地盤材料として使用する．

実証実験フロー
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礫主体土

粗礫，小がれき
（25mm以上）

排水

脱水された細粒分

がれき（100mm以上）

土砂

シルト主体土

砂主体土

加水後の土砂

シルト主体土

加水後の土砂

細粒分(30μm以下）

粗礫，小がれき
（25mm以上）

砂主体土

礫主体土

がれき・土砂

加水・
分級

回収

廃棄処分

建設材料
として再利用

脱水処理

がれき
分別 加水・木片

等除去

廃棄処分

事前に
非汚染土であることを確認

加水により
軽量な木片やプラスチック，
ビニール類なども分別しやすくなる

地盤の嵩上げ用や
構造物基礎，道路基盤用などの
良質な建設用地盤材料として利用可能。
その他、無筋コンクリート用骨材などへ。

実証実験フロー2

 

 

 

処理 処理方法 分別・分級で得られるもの

1次処理後 スケルトン，人手による分別・除去 がれき・ごみ＋礫(100mm以上）

2次処理後 自走式スクリーン がれき・ごみ＋小礫 　　　ごみ・がれき多い

3次処理後 加水撹拌 ビニル片,ゴム片，紙片

4次処理後 サイクロン・振動スクリーン 小礫，砂

5次処理後 サイクロン・振動スクリーン シルト 　　ごみ・がれき少ない

6次処理後 凝集沈殿 凝集沈殿した粘土分 　　（ほとんど含まれない？）

7次処理後 脱水（重力脱水，機械脱水） 脱水フロック 　

各段階の処理で得られる材料
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今回実施するフロック回収、脱水処理（ 7次処理）-1

【処理方法案①：フロック回収箱＋水切りフレコン】…バッチ式

フロック回収箱 水切りフレコン

フロック
（w=500～800%：実績）

【処理方法案②：フロック簡易脱水装置】…連続式

フロック簡易脱水装置  

 

 

今回実施するフロック回収、脱水処理（ 7次処理）-2

今回は減容化を目的としないため、簡易脱水を行う．簡易脱水したフ
ロックに、低コストである固化材や（高分子系）吸水材などを混合・改質す
る方法を適用し，それらを建設用地盤材料として有効利用する．

－ 減容化を目的としない － とは？

◎高度なレベルの脱水処理にはコストがかかる．

◎高度な脱水を行わないことで体積が減少しない分、津波堆積土砂から、
多くの建設用地盤材料を得る（創る)ことができる．

今回の目的は、

・がれきやごみを分別し，処分する量を減容化すること．

・津波堆積土砂から良質土を抽出し、各種インフラ整備に使う良質土砂
の採取場所の新たな開発や売買を減少させること．

よって、無理にコストをかけてフロックを脱水・減容化する必要はない．
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砂主体土

余水

浚渫土砂
礫主体土

粗礫（25mm以上）

細粒分(30μm以下）

シルト主体土

建設材料
としてリサイクル

廃棄処分

→  放流

◆浚渫土砂の分級（従来技術）の場合

土砂分級処理

土砂処分量
の削減

（減容化）

浚渫土砂を分級し、礫・砂・シルトを建設材料としてリサイクルすることにより、
浚渫土砂の処分量の削減（減容化）を図ることが主な目的。

凝集フロック（細粒分；30μm以下）の高レベルの脱水が減容化のキーポイン
トとなる。

 

 

 

◆津波堆積土砂の分別・分級（今回）の場合

津波堆積土砂

シルト主体土

砂主体土

細粒分(30μm以下）

余水

がれき（100mm以上）

粗礫，小がれき
（20mm以上）

礫主体土

廃棄処分

→  放流

がれき処分量
の削減

がれき分別、土砂
分級処理

建設材料
としてリサイクル

津波堆積土砂からがれきを除去し、がれき処分量の削減（減容化）を図り
つつ、良質な建設材料を確保することが主な目的。

凝集フロック（細粒分；30μm以下）の脱水は改質が容易になる程度でよく、
細粒分の発生量をあえて減らす必要はない。
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５．現場実証実験における調査・試験項目(案）

 

 

 

処理前（津波堆積土砂）の調査・確認項目(案）

ごみやガレキ以外
の土砂部分を対象

　仮置き状態 　硬さ，ごみやがれきの混合状況など

　物理・化学特性 　土粒子密度，粒度，含水比，pH，有機物含有量…

　環境関連項目 　土壌汚染項目（土対法，ダイオキシン，油分…）

　臭気

　メタンの発生？ 　温度環境による：20℃，30℃，40℃，50℃…

　塩分濃度 　土砂部分だけ？
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分別・分級処理後の調査・確認項目(案）

各処理段階での、ごみやがれきの形状・寸法・種類，量（重量，かさ体積），混合率

+

+
脱水フロックの混合・改質効果に関する、室内配合試験

　調査・確認項目 　調査・確認方法 　対象試料

　物理・化学特性 　土粒子密度，粒度，含水比，pH，有機物含有量 　分級礫，砂，シルト，脱水フロック

　環境関連項目 　土壌汚染項目（土対法，ダイオキシン，油分…） 　分級シルト，脱水フロック

　臭気 　分級礫，砂，シルト，脱水フロック

　メタンの発生？ 　温度環境による：20℃，30℃，40℃，50℃… 　分級砂，シルト，脱水フロック

　塩分濃度 　分級礫，砂

　その他 　透水係数，締固め特性（生，ブレンド？） 　分級砂，シルト

 

 

 

簡易脱水フロックの混合処理・改質方法（案）
簡易脱水フロックの混合処理・改質方法には、多くの方法がある．・・・・・従来からある軟弱
土砂の改質方法の適用

施工方法には、BH混合，連続ミキサー，バッチ式ミキサー，管中固化などがあるが、
分級処理の能力・規模から考えると、管中混合以外が現実的な施工方法となる．

改質材料 材料の状態 効果・特徴

　石灰または石灰系固化材 　粉体またはスラリー 　脱水（高吸水性），固化

　セメントまたはセメント系固化材 　同上 　低流動化，固化，安価

　MgO系固化材（中性固化材） 　同上 　低流動化，固化，低アルカリ性

　高分子吸水材＋固化材（多種・多工法） 　同上 　造粒固化

　古紙破砕物＋固化材（ボンテラン工法） 　繊維質固化処理による高耐久性

　粒状体（砂～小礫） 　低流動化，固化（長期的に硬化･耐久性）

　内割り20%～30%Vol使用 　鉄分含んでおり藻場再生材となる

　石炭灰由来（Hi-ビーズ） 　粒状体（砂～小礫） 　消臭，吸水，低強度固化

　ペーパースラッジ（製紙焼却灰） 　粉体 　高吸水性，消臭効果

　製鋼スラグ（カルシア改質材）

 



‐付-26‐ 
 

簡易脱水フロックの混合処理・改質方法（案）-2

古紙破砕物混合による改質土
（ボンテラン工法研究会HPより）

カルシア改質土（新日本製鉄㈱HPより）

Hiビーズ（石炭灰造粒物）
（㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｴｺ・ﾏﾃﾘｱHPより）

 

 

 

現場実証実験で得られた脱水フロックを用いて、

･脱水の程度（含水比）

・改質材の添加量

・養生期間

などをパラメータとした、室内配合試験を行い比較を行う。

その他、それぞれの方法の特徴を示す試験の実施、または既存の試
験結果を提示する（耐久性など）

簡易脱水フロックの室内配合試験(案）
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６．分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの

有効利用方法

 

 

 

分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの有効利用方法

◎広域地盤沈下対策・・・地盤の嵩上げ

◎被災した構造物の復旧および津波対策目的の補強

・・・港湾構造物，河川・海岸堤防の嵩上げ，

津波に対する粘り強い構造への強化

高台の造成

◎上記に伴う、各種インフラ整備用資材

・・・道路・歩道や擁壁などの基盤材

盛土や擁壁，排水路などの排水材

盛土の表層被覆材

各種無筋コンクリート用骨材

震災復旧における有効利用方法には、以下のような地盤沈下対策や被
災した構造物の復旧，補強の他，各種インフラ整備において、様々な用途
が考えられる．
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分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途1

（１）海域での有効利用方法

レベル2津波対策用の防波堤の補強断面例

◎無筋コンクリート用骨材・・・・粘り強い港湾構造物用の被覆ブロック

既存港湾構造物の復旧用 〃

（今後大量のブロックの需要が見込まれる）

◎地盤の嵩上げ用地盤材料

○ケーソンなど構造物の中詰め(砂礫）

○海岸再生（海水浴場，公園など），養浜，人工干潟

 

 

 

分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途2
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分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途3

 

 

 

分級後の砂礫，シルト，固化処理フロックの用途4
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分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途5

 

 

 

分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途6

（２）陸域での有効利用方法

◎地盤の嵩上げ（砂礫，固化処理フロック）

○道路，歩道の基盤材（砂礫，固化処理フロック）

○擁壁などの裏込め材（礫材）

○河川堤防などの嵩上げ材（固化処理フロック）

○盛土や各種排水設備（暗渠など）のドレーン材（砂礫）

○歩道のブロックなど無筋コンクリート用骨材（砂礫）

○公園，グランドなどの整備（砂礫）

○盛土の表面被覆材（固化処理フロック）

（３）その他の有効利用方法

○降雪地域の道路凍結対策用の撒き砂材（砂）

道路の基盤材

擁壁の裏込め材

暗渠のフィルター材
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7．今後の予定

 

 

 

今後の予定（第2回委員会まで）

・各種室内試験計画の詳細の決定

処理前後の津波堆積土砂の物性および分析関係

・脱水フロックの改質に関する配合試験計画の決定

改質材の選定

現場見学時の試行・実演の準備

・コスト試算，コスト比較の準備

分別・分級＋後処理（改質など）

VS

新規購入材（処分費，処分場建設などを含めたトータルコスト）

・現場実証実験の準備
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第 2回委員会 

◆開催日時：平成 24 年 5 月 17 日（火） 14:30～17:00（現場実証実験見学 13:00～14:00） 

◆開催場所：サンマリン気仙沼 ホテル観洋 （宮城県気仙沼市） 

◆出席者 

【議長】 
東北大学大学院環境科学研究科               高橋弘 教授（テーマ推進委員会委員長） 

【社外委員】 
宮城県土木部事業管理課工事管理班          菊池毅 班長（遠藤土木部次長代理出席） 
独立行政法人港湾空港技術研究所地盤研究領域 渡部要一 領域長 
茨城大学工学部都市システム工学科          小峯秀雄 教授 
株式会社日建設計シビル地盤調査設計部      片桐雅明設 設計主管 
いであ株式会社国土環境研究所生体解析部    笠原勉 技師長 

【社内委員】 
東亜建設工業㈱土木事業本部技術部      奥信幸 部長 
東亜建設工業㈱機電部機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ    泉 信也 

【事務局】 
幹事  東亜建設工業㈱技術研究開発センター 御手洗義夫（研究代表者） 
副幹事 東亜建設工業㈱ 〃         居場博之（共同研究者） 
補佐  東亜建設工業㈱ 〃         西田浩太（共同研究者） 

【オブザーバー】 
宮城県土木部事業管理課工事管理班     本郷和徳 技術主幹 
茨城大学大学院              多田恵一 
茨城大学大学院              伊藤紗由未 
東亜建設工業㈱ 技術研究開発センター長    守分敦郎 
東亜建設工業㈱ 技術研究開発副センター長  浅沼丈夫 
東亜建設工業㈱ 東北支店土木部            浅田英幸 課長 

◆欠席者 

国土交通省東北地方整備局港湾空港部 原田港湾空港企画官 
宮城県土木部 遠藤次長（菊池班長が代理出席） 

◆内容 

(1) 委員会に先立ち、現場実証実験見学会を実施し、分級工程や分級前後の土砂の品質を実際

に見学した。 
(2) 第 1 回委員会の議事内容への回答および資料の加筆・修正を行った。 
(3) 室内配合試験計画について説明を行った。 
(4) 津波堆積物のがれき・ごみ分別・分級技術の適用・実用化（事業化）について説明を行っ

た。 
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(5) 以上の項目について、質疑応答および意見交換を行った。 
(6) 今後の予定として、次回（第 3 回）委員会までに「現場実証実験結果の整理」、「各種室内

試験の実施および速報結果の公表」、「事業化に向けたコスト試算，コスト比較」、「本級技

術の適用・実用化（事業化）に関する提案」を行うことを確認した。 
 

◆主な意見・要望および事務局からの回答 

(1) （実証実験内容について事務局から）（資料 2 p.19）工夫した箇所としては、加水・撹拌

（3 次処理）の段階で水をオーバーフローさせ、浮いている細かいごみを網で取り除く工

程を加えている点がある。試運転の状況をみる限りは、この方法で十分対処できている。 

 
(2) （2 次処理の）スクリーンのメッシュの 20mm というのは試行錯誤の結果か？ 

→この機械のスクリーンのメッシュの標準は 10mm であった。10mm の場合だと土砂を

投入していくにつれて目詰まりしやすくなったため、メッシュを 20mm に変更した。

20mm だと土砂の投入と分級機械の処理能力とのバランスがとれてきた。 

 
(3) （実証実験のシステムについて）もし仮にピットが掘れた場合、最初にスケルトンバケッ

トでふるうと思うが、そのあとのシステムはどのようになるのか？ 

→本実験では、乾いている土砂を用いているので、2 次処理では自走式スクリーンを用い

ているが、湿式の場合はメッシュの大きさを変えた（粗くした）振動ふるいを用いる。装

置としては砂分級装置に形が似たものを用いる。 

 
(4) （資料 2 の「4.室内配合試験計画」について）いま配合試験を実施しているのは、高炉セ

メント B 種とカルシア系改質材のみか。 

→資料中の実験は、室内配合試験を実施するに当たり改質材の添加量の目安を付けるため

に実施したものである。（室内実験の本検討では高炉セメント B 種、カルシア系改質材に

加え、石灰、中性固化材についても検討） 

 
(5) （資料 2 の「4.室内配合試験計画」p.37 について）最終的にコーン指数と一軸強度で評価

をするようだが、例えば国交省などで設定している第 1 種～第 4 種建設発生土のどのあた

りを目指して改質するのか。 
→第 4 種を目指す。まずは最低限、すなわち運搬可能な状態にすることが重要であり、こ

の程度にするためには改質材がどの程度必要かを見極める。 
 

(6) （資料 2 の「4.室内配合試験計画」について）資料 2 p.37 には例と記載されているが、結

果を見ながら配合を変えていくということか。 
→初めに運搬可能な状態になるまでの添加量を見極める。それが第 1の目標である。次に、

一般的な工事指針の仕様（盛土、路盤など）を調べ、それに見合うのに必要な添加量や養

生期間を調べる。 
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(7) （資料 2 の「4.室内配合試験計画」について）あまり高い強度を目指すと、ほぐして締固

めるということが難しくなる。したがってコーン指数の高い第 1 種、2 種を目指すのは無

理かもしれない。事務局が仰るように、低強度で輸送可能な状態にし、転圧するというの

が落とし所ではないか。 
 

(8) （資料 2 の「参考．分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの有効利用方法（前回試料の

抜粋）」について）説明の中で分級土砂を骨材として使えないかという話があったが、ま

だ調査中ではあるが、細骨材がかなりひっ迫してるという情報もある。そうであれば、有

効利用できるのでは。 
→（無筋コンクリートの）ブロックはインフラ整備などで多量に使用するのと思う。この

ようなブロックの細骨材として使用できればいいと思う。 
 

(9) （資料 2 の「参考．分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの有効利用方法（前回試料の

抜粋）」について）どれくらいまで塩分濃度を落とせば、（鉄筋コンクリートに）使えると

いう規定はあるのか。 
→港湾ではコンクリート 1m3 あたり塩化物イオン（Cl-）2kg 以下であれば鉄筋コンクリ

ートとして使用しても耐久性があるとされている。港湾施設の技術基準に記載されている。 
 

(10) （大きな需要としては）消波ブロックなどが考えられる。粒度を見ていい材料であるとい

う点を前面に打ち出して使ってもらえれば。ただ塩分を含んでいるという点も前提となる。 
 

(11) 堤防のあんこ材としても分級土砂は使えるのではないか。 
 

(12) 今までは土木資材としての有効利用を議論してきたが、津波で海底から上がったものは基

本的には海に戻すべきと考えている（養浜や浅場造成など）。 

◆委員会開催状況 
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津波堆積土砂からの
がれき分別と土砂の分級による

良質な建設材料の有効利用

平成23年度 補正予算建設技術研究開発助成制度（震災対応型技術開発公募）

第２回テーマ推進委員会用資料@気仙沼市

平成24年5月17日

東亜建設工業株式会社
（研究代表者：御手洗 義夫）

 

 

 

１．現場実証実験の概要
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実験場所 宮城県気仙沼市朝日町９
JX日鉱日石エネルギー株式会社気仙沼油槽所内

宮城県
土砂置場

実験予定地

 

 

 

概略工程（実証実験：5/16～5/23頃まで）

4/11委員長事前説明

4/9-4/13（整地，ｼｰﾄ・鉄板敷，土砂搬入，養生）

5/7-5/10（ｼｰﾄ・鉄板敷，機材搬入・設置）

5/11～5/15試運転

5/16-5/18本実験

　　（予備：5/21まで）

　4/11委員長事前説明

　4/17（本社） 5/17（気仙沼） 予定 予定

設立準備 第1回 第2回 第3回 第４回（必要に応じて）

産学官テーマ推進委員会

片付け

8月
作　業　内　容 摘　要

準
備

関係各所調整

現地踏査、土壌採取

国交省，宮城県，JX

4月中旬にヤード整地、土砂搬入，養生
5月初旬から設備設置（6日間程度）

準備工

本実験 試運転含め5日～7日間程度（300m
3
）

報
告
書

結果まとめ

報告書作成

5月下旬：設備解体・撤去（6日間程度）
6月初旬までに：土砂搬出、ヤード整地

室内試験

5月 6月 7月 9月

2012年

土壌，水質分析試験

実
証
実
験

土壌，水質分析試験

実験計画、機材手配

2月 3月 4月

5/17 現場見学
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２．第1回委員会の議事内容への回答および

資料の加筆・修正

 

 

 

２-１ 津波堆積土砂量の予測値について

【議事録より】

津波堆積土砂の厚さを平均5cm、量として2,800万m3と想定しているが、
少なくはないか。

津波堆積土砂の厚さ、量に関して再調査をお願いしたい。

一般的に国交省などでは、

「被災6県：体積1,199～1,920万m3，重量1,319～2,802万トン」

と推計した値が用いられている。

出展：廃棄物資源循環学会：津波堆積物処理指針（案）p.2，H23.7.5

・津波の浸水面積：主に国土地理院が発表した値に基づいている

・堆積厚さ（堆積高）：広域的な実測は、廃棄物資源循環学会や農林水産省が
実施している。

その他、詳細は次ページ以降を参照。
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【推定条件】 津波堆積物処理指針（案） 廃棄物資源循環学会 H23.7.5

浸水面積：詳細浸水図や浸水範囲状況図を用いて、500mメッシュで同定
今回の地震津波の再現計算による詳細浸水図（暫定値）：（海岸工学委員会，村嶋（国際航業）、

柳澤（東電設計）、浸水範囲概況図（国土地理院））をもとにしている。
浸水面積の海水部分を補正している

堆積高：実測結果から2.5cm～4cmとして設定

→解説として、
「水田等や地域においては10～20cm，また、45cmの観測結果もあることから、地域的には、堆積

量は推定結果よりも大きくなることが推測される」、「堆積高の測定方法が確立されておらず、また直
後の測定が出来ていないため、測定結果が必ずしも堆積高さの分布状況を把握できているとはいえ
ない」としている。

体積重量換算係数（1.10～1.46t/m3）により重量を推定

1.10t/m3：産廃管理票に関する報告書及び電子マニュフェストの普及について（通知）
『（別添2)産業廃棄物の体積から重量への換算係数（参考値）』（環境省、
2006）で示された値

1.46t/m3：実測値である粒子比重2.70，含水率50%を用いて算出した値

→解説として
体積重量換算係数は時間経過や堆積土砂の圧密により変化することが考えられることから、どの

ような係数を用いるべきか検討することが必要である、とされている。

 

 

 

津波堆積物量の推定値

上記の各県の「計算厚さ」は、国土地理院発表の各県の津波浸水面積（次ページ）
で体積を除した値。
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津波による浸水面積

津波による浸水範囲の面積（概略）について第5報
（国土地理院，平成23年4月18日）

 

 

 

津波堆積物量の推定値（参考）

「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案）－災害廃棄物処理の基本的考え方－」

（宮城県、平成23年7月 ）よりまとめた資料

気仙沼BL：110万m3、石巻BL：380万m3、宮城東部BL：95万m3、
亘理・名取BL：575万m3、これらの合計は、1,160万m3

→ 前述の宮城県の推計：516～826万m3を大きく上回っている）

→ 実際の津波堆積物の量は、一般的に使われている値より大きい
可能性が高い。
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２.２ (今回の）津波堆積土砂量の物性に関して

【議事録より】

放射性物質の計測も検討してみてはどうか。

→ 空間線量計で簡易に計測を行った。問題となるレベルではない。
結果は「３．現場実証実験状況」で示す。

【議事録より】

まず、今後検討していただきたいことが1つある。今回の対象土砂ではフッ素、
ホウ素は自然由来と思われる値となっている。しかし自然由来とは言え、含ま

れている材料を埋め戻していいのか。千葉県では条例などを設けている。

→ 現行のままでよいのでは？
（ただし、現行があいまいであるが・・・現行で浚渫土砂でフッ素，

ホウ素はどのように扱われているのか？）

 

 

 

【議事録より】

今回扱う土砂は、本（分級）システムの実証性を評価する上でどのくらいの代表性
があるのか？今回の土砂は極端に（粒径が）大きいものや小さいものが入っていな
い。
（中略）粒径が大きいものが多いもの、細かいのが多いものはどの程度までこのシス
テムでいけるのか、というのを知る意味でも極端な試料がよかったのでは。

・今回は礫が多いが、例えば礫が少なくて細砂が多い場合なども実験してみては。
粒径加積曲線が同じS字なので、中砂から中礫の間で下に凸のような粒径のものも
実施してみては。

・1回分級したものをもう1回混ぜて、人工的に粒度調整すればできるのでは。

→ 浚渫土砂の分級工法（ソイルセパレータマルチ工法）は、処理対象土砂の
粒度に応じて，機械の構成（種類，数量）を設定することにより，処理能力を確保でき

るシステムとなっている。

現行システムの能力設定は、50～100m3/hr（地山）の設定であるが、対象土
砂の粒度分布に応じて、各分級範囲の能力を平均70～80m3/hrに設定するもので
あり、最大で100m3/hr､最低でも50m3/hrの能力を確保できるシステム構成と
なっている

２. ３ 粒度の違いに対する土砂分級分級の性能について
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【議事録より】

分級システムは粘土分が多いものに対しては適用しない。
例えば、最低限適用できる細粒分含有量が50%以下だとか、40%以下という
縛りを作っているのでは？

→ 本システムでは，浚渫土砂を対象に30μm以下の重量百分率が50％の
『砂混じり粘性土』を処理した実績がある。それ以上でも分級は可能であり、
フロック凝集装置と脱水装置の能力，台数設定の問題である。

ただし，粘土分が多い場合，

1)  事前の解泥を十分に行う必要がある
2)  凝集剤の使用量が増す
3) フロックの脱水処理の能力設定が大きくなる

等の課題があり、コスト増大に繋がる。
したがって、浚渫土砂等のように減容化を目的とする場合，費用対効果を考慮し，
30μm以下の重量百分率は40％以下としている。

津波堆積土砂の処理の場合，脱水処理を簡易に行い、改質することを考えて
いるため、分別・分級・改質のトータルコストを試算して，適用範囲を設定する。

 

 

 

３．現場実証実験状況
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３．１ 機械システム構成と運転状況

 

 

 

がれき・ごみ，粗礫
（100mm～20mm）

小礫・粗砂
(5～20mm)

砂
(75μm~5mm)

ｼﾙﾄ
(30μm~75μm)

脱水後のフロック
(<30μm)

津波堆積
土砂

BH0.45m3

（ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様）
BH0.45m

3 礫分除去装置
（自走式スクリーン）

10m
3
攪拌槽

砂分級装置 シルト
分級装置

凝集装置

フロック回収箱

フロック脱水装置

水切りフレコン

BH0　2.5m
3

がれき・ごみ，礫
（100mm以上）

津波堆積土砂
（100mm未満）

木端、ﾋﾞﾆｰﾙ、紙片など
比重の軽いがれき・ごみ

加水
（循環利用）

【がれき・障害物除去】 【礫分除去】 【加水、攪拌】

【砂分級】 【シルト分級】 【細粒分凝集】 【フロック回収、脱水】

1次処理 3次処理2次処理

4次処理 5次処理 6次処理 7次処理

脱水された水

脱水された水

循
環
利
用

：分別・分級の流れ

：分別・分級されるもの

脱水は，簡易脱水のイメージ．
固化材や（高分子系）吸水材などを混合・改質し，
建設用地盤材料として使用する．

実証実験フロー
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17

【１次処理 がれき・障害物除去】

BH0.7m3 スケルトンバケット仕様

スケルトンメッシュ

100mm×150mm

津波堆積土砂
（100㎜未満）がれき・ごみ、礫

（100㎜以上）

機械システム構成と運転状況

 

 

 

18

【２次処理 礫分除去】

礫分除去装置（自走式スクリーン）

スクリーンメッシュ

20mm

津波堆積土砂
（10㎜未満）

がれき・ごみ、粗礫
（10㎜以上）
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19

【３次処理 加水、撹拌】

10m3撹拌槽

比重の軽いごみ
は樋に越流

越流水

タンク内の樋に比重の軽い
ごみを越流させ、別途設けた
メッシュにて除去する。余水
は、タンク内にリターンする。

 

 

 

20

【４次処理 砂分級】

砂分級装置

サンドセパレーター

分級点：74μm

スクリーンメッシュ

上段：74μm

下段：3.5mm
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【５次処理 シルト分級】

シルト分級装置

シルトセパレーター

分級点：30μm

スクリーンメッシュ

上段：100μm

下段：750μm
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【６次処理 細粒分凝集】

凝集装置

撹拌、水路通過状況
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23

【７次処理① フロック回収、脱水】

フロック回収箱

脱水

水切りフレコン

フロック回収箱にて脱水し
た後、水切りフレコンにて
再度脱水する。余水は加水
用水として再利用される。

 

 

 

24

【７次処理② フロック回収、脱水】

フロック脱水装置

一度作製したフロックを再凝
集させ、スリットセーバー、ス
クリュープレスにて脱水する。

スリットセーバー

スクリュープレス

（エコウォーターシステム）
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３．２ 津波堆積物と分級後の状況

 

 

 

津波堆積物と分級後の状況

一次処理（スケルトンによるふるい）により排出された，がれき・ごみの混入状況
（5/15終了現在）
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津波堆積物と分級後の状況

一次処理（スケルトンによるふるい）により排出された，がれき・ごみの混入状況
（約10%程度：5/15終了現在）

注）本実験では用地借用の都合上，乾式で1次処理を行ったため、ごみ類に土砂が多く付着
した（本来は1次処理段階で水浸透させ、土砂との分離や比重分別を行うことになる）

布きれ 金属類 廃プラ

木類 がれき、石 ごみに付着した土砂注）

 

 

 

津波堆積物と分級後の状況
分級前後の土砂の状況

津波堆積土砂 がれき・ごみ除去後 礫分除去後除去 除去

がれき・ごみ
（100mm以上） 分級礫（10~100mm）
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津波堆積物と分級後の状況

がれき・ごみ除去後 礫分除去後

 

 

 

簡易脱水フロックの試し練り

現場にて簡易脱水したフロック（湿潤密度1.18g/cm3）と改質材を混合（5/15作製）

+

+

=

=

カルシア系改質材（フロック：改質材=8:2（実体積比））

高炉セメントB種（50kg/m3添加）
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空間線量の測定結果

空間線量率
(μSv/hr)

0.08~0.10

0.05~0.06

布きれ 0.05~0.06
金属類 0.04~0.06
廃プラ 0.04~0.06
木類 0.03~0.06
石、れんが 0.05~0.06

0.03~0.06
0.05~0.07
0.04~0.06
0.04~0.06

分級礫

分級砂

分級シルト

フロック

測定対象土砂

津波堆積土砂
（土砂集積場）

一次処理後土砂
（スケルトン通過）

ｽｹﾙﾄﾝ
残留物

測定状況写真

 

 

 

出展：災害廃棄物の広域処理，平成24年5月9日環境省

参考：
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４．室内配合検討計画について

 

 

 

現場実証実験で得られた脱水フロックを用いて、

(1)脱水の程度（含水比）

(2)改質材の種類

(3)改質材の添加量

(4)養生期間

などをパラメータとした、室内配合試験を行い比較を行う。

その他、それぞれの方法の特徴を示す試験の実施、または既存の試
験結果を提示する（耐久性など）

簡易脱水フロックの室内配合試験(案）
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(1)脱水の程度（含水比）

簡易脱水フロックの室内配合試験(案）

脱水ボックスによる簡易脱水

①フレコンによる脱水

②スクリューによる脱水

③可動スリットによる脱水

実証実験にて実測されたフロックの含水
比の範囲を室内試験で設定

 

 

 

簡易に手に入る材料として，現場の試験練りには高炉セメントB種類，カルシア系改質
材を選択

改質材料 材料の状態 効果・特徴

　石灰または石灰系固化材 　粉体またはスラリー 　脱水（高吸水性），固化

　セメントまたはセメント系固化材 　同上 　低流動化，固化，安価

　MgO系固化材（中性固化材） 　同上 　低流動化，固化，低アルカリ性

　高分子吸水材＋固化材（多種・多工法） 　同上 　造粒固化

　古紙破砕物＋固化材（ボンテラン工法） 　繊維質固化処理による高耐久性

　粒状体（砂～小礫） 　低流動化，固化（長期的に硬化･耐久性）

　内割り20%～30%Vol使用 　鉄分含んでおり藻場再生材となる

　石炭灰由来（Hi-ビーズ） 　粒状体（砂～小礫） 　消臭，吸水，低強度固化

　ペーパースラッジ（製紙焼却灰） 　粉体 　高吸水性，消臭効果

　製鋼スラグ（カルシア改質材）

(2)改質材の種類

簡易脱水フロックの室内配合試験(案）
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(3)改質材の添加量

簡易脱水フロックの室内配合試験(案）

例
高炉セメントB種・・・50,80,100kg
カルシア系改質材・・・内割20~30vol.%

⇒実験結果より，
改質の程度（一軸圧縮強度），m3あたりの改質に要する費用を算出

(4)養生期間

混合直後，1日，3日，1週，4週程度とし，強度増加を定量的に把握

コーン貫入試験，一軸圧縮試験をベースとする

 

 

 

５．津波堆積物のがれき・ごみ分別・分級技術の

適用・実用化（事業化）について
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4.1 分別・分級技術の適用・実用化（事業化）について

【議事録より】
（地盤の嵩上げや各種インフラ整備など）街づくりは市町村単位で行うのか？

→ （広域地盤沈下対策：嵩上げなど）いわゆる街づくりの事業主体は市町村で
ある。土砂の使い方には今後の検討が必要になるかと思うが、河川堤防や海
岸堤防を数十年、百数十年単位でL1対応のものを作っていこうというプランは
県にはある。また浸水区域に対しては嵩上げなども土砂の利用方法として考え
られる。

→ 処分費や処分場建設費を含めたトータルコストでの比較というのは正しいが、
（国交省の）実際の事業制度は少し違う。国交省が港湾を作る場合は一般的な
資材と比べて安ければ使うが、高ければ使わない。実際には土砂を処分する
人と（港湾などを）つくる人は違う。

 

 

 

津波堆積物（土砂）を含めた災害廃棄物の処理方法に関しての
現状のしくみを把握する必要がある。

被災の大きかった岩手県，宮城県の状況を調べ，どのようなシステムが
構築され、本技術を有効に活用する仕組みを考えることが重要である。

どこに土砂を使っていくかとシステム作りも今後考えていく必要がある。

この有効利用の箇所は本日は話題提供の意味もあり、どのように使って
いくかということに関しては、次回の委員会でも時間を取って議論してい
きたい。

【議事録より】

良質な砂礫や、地盤材料として有効な改質した凝集フロックなどの
用途は、数多く考えられるが、どのようなシステムに乗せるか？
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４.２ 災害廃棄物処理の現状について

津波堆積土砂を含めた災害廃棄物の処理に関しては、環境省が昨年5月に示したマ
スタープラン（環境省，H23.5）に基づいて、詳細な計画が立てられ、進められている。

津波による被災が大きかった、岩手、宮城の両県では、それぞれ、環境省のマスター
プランに基づいて詳細な計画が立てられている。

「東日本大震災に関わる災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」
環境省，平成23年5月16日

「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日

「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案） ―災害廃棄物処理の基本的考
え方 ―」，宮城県，平成23年7月

 

 

 

宮城県での災害廃棄物処理の進め方

出展：「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案） ―災害廃棄物処理の基本的考え方 ―」，宮城県，平成23年7月
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宮城県での災害廃棄物処理の進め方

出展：「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案） ―災害廃棄物処理の基本的考え方 ―」，宮城県，平成23年7月

 

 

 

出展：「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第1次案） ―災害廃棄物処理の基本的考え方 ―」，宮城県，平成23年7月

宮城県での災害廃棄物処理の進め方

 

 

 



‐付-58‐ 
 

岩手県での
災害廃棄物処理の
進め方

出展：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日，p.1  

 

 

出展：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日

岩手県での災害廃棄物処理の進め方
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岩手県での災害廃棄物処理の進め方

出展：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日  

 

 

岩手県での
災害廃棄物処理の
進め方

出展：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日
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岩手県での
災害廃棄物処理の
進め方

出展：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」，岩手県，平成23年8月30日

 

 

 

６．今後の予定
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今後の予定（第３回委員会まで）

②各種室内試験計画の実施（6月～7月中旬頃まで）

処理前後の津波堆積土砂の物性および分析関係

③コスト試算

分別・分級＋後処理（改質など）－新規購入材の購入コスト VS 処分費など

①現場実証実験結果の整理（5月末～6月末）

処理前後の津波堆積土砂の物性および分析関係

有効利用する場合の品質基準は？（各種指針などの整理）

・第3回委員会開催時期：7月末頃を予定

④本級技術の適用・実用化（事業化）について

現行の災害廃棄物処理のシステムのなかでどのように使うべきか？

どこに、どのような形で話を持ちかけていくと有効か？

 

 

 

参考．分級後の砂礫・シルト・処理後フロックの

有効利用方法

（前回資料の抜粋）
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分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの有効利用方法

◎広域地盤沈下対策・・・地盤の嵩上げ

◎被災した構造物の復旧および津波対策目的の補強

・・・港湾構造物，河川・海岸堤防の嵩上げ，

津波に対する粘り強い構造への強化

高台の造成

◎上記に伴う、各種インフラ整備用資材

・・・道路・歩道や擁壁などの基盤材

盛土や擁壁，排水路などの排水材

盛土の表層被覆材

各種無筋コンクリート用骨材

震災復旧における有効利用方法には、以下のような地盤沈下対策や被
災した構造物の復旧，補強の他，各種インフラ整備において、様々な用途
が考えられる．

 

 

 

分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途

（１）海域での有効利用方法

レベル2津波対策用の防波堤の補強断面例

◎無筋コンクリート用骨材・・・・粘り強い港湾構造物用の被覆ブロック

既存港湾構造物の復旧用 〃

（今後大量のブロックの需要が見込まれる）

◎地盤の嵩上げ用地盤材料

○ケーソンなど構造物の中詰め(砂礫）

○海岸再生（海水浴場，公園など），養浜，人工干

○各種インフラ整備用
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分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途

 

 

 

分級後の砂礫・シルト・固化処理フロックの用途

（２）陸域での有効利用方法

◎地盤の嵩上げ（砂礫，固化処理フロック）

○道路，歩道の基盤材（砂礫，固化処理フロック）

○擁壁などの裏込め材（礫材）

○河川堤防などの嵩上げ材（固化処理フロック）

○盛土や各種排水設備（暗渠など）のドレーン材（砂礫）

○歩道のブロックなど無筋コンクリート用骨材（砂礫）

○公園，グランドなどの整備（砂礫）

○盛土の表面被覆材（固化処理フロック）

（３）その他の有効利用方法

○降雪地域の道路凍結対策用の撒き砂材（砂）

道路の基盤材

擁壁の裏込め材

暗渠のフィルター材
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第 3回委員会 

◆開催日時：平成 24 年 8 月 2 日（木） 14:00～17:30 

◆開催場所：東亜建設工業㈱東北支店 大会議室 （宮城県仙台市） 

◆出席者 

【議長】 
東北大学大学院環境科学研究科         高橋弘教授（テーマ推進委員会委員長） 

【社外委員】 
国土交通省東北地方整備局港湾空港部     佐瀬浩市港湾空港企画官 
宮城県土木部事業管理課           丹治一也 技術補佐 

（遠藤土木部次長代理出席） 
独立行政法人港湾空港技術研究所地盤研究領域  渡部要一 領域長 
茨城大学工学部都市システム工学科       小峯秀雄 教授 
株式会社日建設計シビル地盤調査設計部     片桐雅明 設計主管 
いであ株式会社国土環境研究所生体解析部      笠原勉 技師長 

【社内委員】 
東亜建設工業㈱土木事業本部機電部機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ   泉信也ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

【事務局】 
幹事 東亜建設工業㈱ 技術研究開発センター    御手洗義夫（研究代表者） 
副幹事 東亜建設工業㈱    〃               居場博之（共同研究者） 
補佐  東亜建設工業㈱     〃               湯浅大樹（共同研究者） 

【オブザーバー】 
東亜建設工業㈱技術研究開発センター  浅沼丈夫 副センター長 
東亜建設工業㈱東北支店 西村照子 部長  
東亜建設工業㈱東北支店土木部 浅田英幸 課長 

◆欠席者 

宮城県土木部  遠藤次長（丹治技術補佐が代理出席） 
東亜建設工業㈱土木事業本部技術部  奥部長 

◆内容 

(1) 現場実証実験結果についての報告。 
(2) 脱水フロックの室内配合試験結果についての報告 
(3) コスト試算および類似技術とのコスト比較について説明を行った。 
(4) 本技術の適用・実用化（事業化）に向けての取組みについて説明を行った。 
(5) 委員から、東北地方整備局の災害廃棄物の再生利用の推進に向けた取組、宮城県の災害廃

棄物処理実行計画についての情報提供および本技術の適用・事業化についての提案があっ

た。 
(6) 以上の項目について、質疑応答および意見交換を行った。 
(7) 今後の予定として、9 月中旬までに第 3 回委員会までの内容で報告書を作成し、委員会メ
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ンバーに確認してもらい、9 月末を目処に完成させること、また、事業化に関する意見、

アイデアを 9 月末まで集って報告書にまとめることを確認した。 

◆主な意見・要望および事務局からの回答 

(1) （資料 3 の「1.現場実証実験結果」について）4 次処理の下段スクリーンから出てくる土

砂は、粒径からみて礫であるが、それを分級砂（粗）と記述しており、誤解されやすい。

また、4 次処理で出る礫、砂を混ぜて排出していたが、粗礫、中礫、細礫、砂という風に

細かく分類できるシステムを構築することが重要ではないのか？ 
→試料名（分級礫、分級砂、分級シルト等）については、誤解のないよう表現方法を工夫

する。4 次処理の上下段を分けて排出することは可能であるが、それだけの用地と費用が

必要となるため、4 次処理の上下段を分けて取り出すことは基本的に考えていない。今回、

4 次処理の上下段で分けた試験結果を出したが、本来、合わせた結果を出さなければいけ

ない。 
 

(2) 国交省の助成では技術の成立性をどう示すか問われると思うが、どのように考えているの

か？ 

→今回の実験では、分級砂に関してはコンクリートの細骨材で使用できる、細粒分５％以

下の高品質な砂が取り出せるという証明ができるため、そのように報告書をまとめる。 
 

(3) 県では津波堆積物で土木工事用材料として想定しているのが、砕石 40 ランや盛土材であ

るが、この技術を使えば、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ用の砂やコンクリートの細骨材として使用できる

のか？現在、コンクリートやアスファルト用の骨材が不足しており、県外から持ってくる

ことも検討している。 
→可能である。細骨材の入手が困難で、遠方から運ぶ必要がある場合等に、この技術を使

うことにより、入手できることをアピールしたいと考えている。 
 

(4) 現状、木片混じりの津波堆積物の処理に相当困っている。このシステムで木片と土を分か

ることは技術的に可能だと思うが、その処理コストと最終処分費を比べてどうかといった

検討も必要だと思う。2 割ぐらい木片が入っているが、盛土するとふかふかするものがあ

り、こういったものをターゲットにしてはよいのではないか？ 

→2、3 割ぐらいの木片であれば、コスト的にこの技術を適用するのに見合ってくると思う。

木片 5 割ぐらいまでで、一度コスト試算してみる。 
 

(5) （資料 3 の「2.脱水フロックの室内配合試験結果」について）一度供試体を粉砕し（乱し）、

一軸試験用の供試体を作製するとあるが、どのように作製したのか？また、粉砕はどの程

度行ったのか？ 

→大きさ 10mm 以下に粉砕したものをモールドに手でつめて作製しており、供試体の密度

が破砕前の 95％以上になるよう管理した。これは、オーバーコンパクションにならない程

度の転圧を想定して行った。ほぐし方はバックホウで掻いた時を想定してそこまで細かく

していない。 
(6) フロックの脱水方法がいくつかあるが、どの方法がよいのか？ 
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→現状、機械の処理能力を考えると、ヤードを確保できるという条件付きであるが、ボッ

クス型である程度水を切った後、水切りフレコンに入れ、半日ないし 1 日置いた後に改質

するといった方法がコスト的に一番有効であると考える。 
 

(7) 添加量はフロックと改質材の相性で決まると思うが、高炉 B よりも石灰の方が強度が出る

といった、今回行った試験の結果が逆転することはないか？ 

→石灰とセメントの違いは変わらず、セメントが増えれば、石灰も増える傾向になる。石

灰は材料単価が高く、また、材齢 1 日で運搬できても、その後強度があまり増えないため、

運搬後の用途制限がある。よって、セメントが最もよいという結論は変わらない。 
 

(8) （資料 3 の「3.コスト試算結果」について）がれきが 10％と 25％であまり単価に差がな

いが、仮に 50％含まれるとした場合、単価は変わってくるのか？ 
→50％になると、機械構成を変える必要があるため、単価も変わってくる。1 次処理、2
次処理を増強し、材料の売却分が減るので、1000～2000 円/m3 程度高くなると思う。 
 

(9) ソイルセパレータ・マルチとトロンメルで同じ規模で施工する場合、必要面積はどの程度

かを明記しておいた方が良いと思う。 
→脱水用のエリアが必要な分、ソイルセパレータ・マルチの方が若干大きくなると思う。

20m3/hr と 70m3/hr の機械を用いる場合、200～300m 角程度の用地が必要になる。例え

ば、気仙沼や陸前高田のように広い更地がある所であれば対応可能であるが、用地確保の

問題はたしかにある。 
 

(10) （資料 8 災害廃棄物処理実行計画（第二次案）について…宮城県提供）津波堆積物 246
万 t はすでに各ブロックに委託され、処理方法が決まっているということでよいか？ 
→基本的には決まっている。宮城県の災害復旧事業はがれき処理が終わってからの話であ

り、高台移転事業、土地区画整備事業では津波堆積土砂の 10 倍以上の土砂が必要になる

が、時期が合わないため、別のもので考えている。 
 

(11) 復興資材を使うということは国交省も推しており、その中に組み込むことはできないだろ

うか。分別された木片混じり土砂は県あるいは市町村の管理下であり、この材料を使って

ほしいという要望があれば、こういった分級処理方法も受け入れてもらえると思う。単価

の問題はあると思うが、安いからといって山を切り崩すよりも復興資材を積極的に使って

いくべきである。この技術があるというのが強みだと思う。 
 

(12) がれき処理後の木片混じり土砂の処理にどこでも困っており、ここが一つのターゲットに

なる気がしているので、その辺の戦略を今後考えてもらいたい。 
 

(13) 福島県では放射性物資汚染土の関係でがれき処理が進んでいないので、ターゲットとして

福島県もあるかと思う。さらに放射性物資汚染土の処理が進んでいないが、ポイントは分

級である。セシウムは細粒分に付きやすい性質にあり、今回の技術はかなり有効な可能性
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がある。津波堆積物だけでなく、こういった所にも使えるのではないかと思う。 
 

◆委員会開催状況 
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1

津波堆積土砂からの
がれき分別と土砂の分級による

良質な建設材料の有効利用

平成23年度 補正予算建設技術研究開発助成制度（震災対応型技術開発公募）

第3回産官学テーマ推進委員会用資料 @仙台

平成24年 8月 2日

東亜建設工業株式会社
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3

１．現場実証実験結果

 

 
 

4

１．１ 分級処理結果（排出土量）

分別・分級された各土砂の発生量
およびゴミ、がれきの混入状況の確認
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5

がれき・ごみ，粗礫
（100mm～20mm）

小礫・粗砂
(5～20mm)

砂
(75μm~5mm)

ｼﾙﾄ
(30μm~75μm)

脱水後のフロック
(<30μm)

津波堆積
土砂

BH0.45m3

（ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ仕様）
BH0.45m

3 礫分除去装置
（自走式スクリーン）

10m
3
攪拌槽

砂分級装置 シルト
分級装置

凝集装置

フロック回収箱

フロック脱水装置

水切りフレコン

BH0　2.5m
3

がれき・ごみ，礫
（100mm以上）

津波堆積土砂
（100mm未満）

木端、ﾋﾞﾆｰﾙ、紙片など
比重の軽いがれき・ごみ

加水
（循環利用）

【がれき・障害物除去】 【礫分除去】 【加水、攪拌】

【砂分級】 【シルト分級】 【細粒分凝集】 【フロック回収、脱水】

1次処理 3次処理2次処理

4次処理 5次処理 6次処理 7次処理

脱水された水

脱水された水

循
環
利
用

：分別・分級の流れ

：分別・分級されるもの

脱水は，簡易脱水のイメージ．
固化材や（高分子系）吸水材などを混合・改質し，
建設用地盤材料として使用する．

今回の実証実験フロー

 

 
 

6

分別・分級の結果（津波堆積物：350m3 ）

ごみ・がれき類 30m3 ・・・・・廃棄処分

礫 50m3 ・・・・・廃棄処分、場合によっては中詰材OK

砂（細礫・砂） 200m3 ・・・・・有効利用

細砂・シルト 50m3 ・・・・・有効利用

簡易脱水フロック 100m3 ・・・・・固化処理して地盤材料として有効利用

津波堆積土砂 350m3から（100％として）

廃棄処分： 30～80m3（9～23％）・・・ごみ・がれき

（ただし、礫分にがれき類が少ない場合は有効利用も可能）

有効利用： 350～400m3（100～114％）

内訳 砂礫材として、約250～300m3（71～86％）

その他、埋立用などの地盤材料として、100m3（29％）

【分別・分級の結果】
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津波堆積物（分別・分級前）

350 m3
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一次処理後のがれき・ごみ・礫 30m3

（スケルトンBH処理：100mm以上）
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一次処理（スケルトンBH処理）により排出された，がれき・ごみ
（津波堆積物の約10%Vol 程度）

注）今回は用地借用の都合上，乾式処理を行ったため、ごみ類に土砂が多く付着

本来は1次処理段階からで加水して（湿式処理）、土砂洗浄やごみの比重分別を行う

布きれ 金属類 廃プラ

木類 がれき、石 ごみに付着した土砂注）
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分級礫（ｽｸﾘｰﾝ処理、20~100mm） 50m3

・・・がれき・ごみが若干混入
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分級シルト 50m3分級砂 （シルト・粘土5％） 200m3

凝集フロック（簡易脱水後 w=150%) 100m3
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１．２ 分級土砂の性状

分別・分級された各土砂の性状（粒度、含水比）の確認
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【各試料における土質試験結果（平均）】

分級砂 分級シルト

分級砂 ・・・ 含水比19％（MAX24%）
細粒分含有率3％（MAX4%）

分級シルト ・・・ 含水比40％（MAX55%）
粘土分含有率4％（MAX6%）

処理前 1次処理 2次処理 5次処理後

津波
堆積土砂

分級前
（ｽｹﾙﾄﾝ通過）

分級礫
（ｽｸﾘｰﾝ）

分級砂
（細）

分級砂
（粗）

分級ｼﾙﾄ
（細）

分級ｼﾙﾄ
（粗）

凝集前泥水

土粒子の密度 ρs (g/cm3) 2.736 2.733 ― ― ― 2.769 2.720 2.777

自然含水比 (%) 14.7 11.0 5.7 18.7 7.2 40.2 23.3 2020.7

礫分 (2~75mm) (%) 34 45 88 10 95 0 6 0

砂分 (0.075~2mm) (%) 57 47 9 87 4 52 85 1

ｼﾙﾄ分 (0.005~0.075mm) (%) 6 5 44 6 84

粘土分 (0.005mm未満) (%) 3 3 4 3 15

最大粒径 (mm) 28.9 60.3 67.7 15.8 19.0 2.0 7.9 1.4

均等係数 Uc 14.2 50.1 25.5 3.2 2.6 10.7 13.2 7.9

pH 6.6

強熱減量 Li (%) 3.1

試料

3 3 1

4次処理 5次処理
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【各試料の粒度分布（一例）】

0.0300

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

粒径 (mm)

通
過

質
量

百
分

率
 (%

)

分級前（ｽｹﾙﾄﾝ通過） 分級礫（ｽｸﾘｰﾝ） 分級砂（粗） 分級砂（細）

分級ｼﾙﾄ（粗） 分級ｼﾙﾄ（細） 凝集前泥水

20.0750.005粘土 シルト 砂 礫
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【フロックの含水比】

ボックス型：w=250～320%（Ave.280%） スリット型：w=190～270%（Ave.220%）

水切りフレコン：w=120～160%
（半日以上経過）

スクリュー型：w=210～360%
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１．３ 分析試験結果

分別・分級された各土砂および発生した余水の
安全性（有害物質の有無）の確認
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【土壌分析】 詳細結果は別紙参照。
処理前

津波堆積土砂 分級砂 分級ｼﾙﾄ 脱水ﾌﾛｯｸ

カドミウム mg/l ― ― ― 0.003 0.001 0.01
セレン mg/l 0.001 0.001 0.002 0.002～0.006 0.001 0.01
砒素 mg/l ― ― 0.001～0.002 0.001～0.003 0.001 0.01
フッ素 mg/l 0.10～0.12 0.11～0.12 0.13～0.15 0.09～0.10 0.08 0.8
ホウ素 mg/l 0.08～0.09 0.09～0.10 0.17～0.18 0.86～1.00 0.01 1
鉛 mg/kg ― ― ― 21～24 10 150
砒素 mg/kg ― ― ― 8～11 5 150
フッ素 mg/kg ― ― ― 70～100 50 4000
ホウ素 mg/kg ― ― ― 45～52 10 4000
銅 mg/kg ― ― ― 18 10 125
ダイオキシン類 TEQ/g 0.12～1.1 0.0021～0.0059 0.0096～0.044 0.0097～2.7 1000
TPH
（全石油系炭化水素）

mg/kg ― ― ― ― 100

※　表中の「 ― 」は不検出

環
告
1
8
号

そ
の
他

環
告
1
9
号

項　　目 許容限度定量下限値単位
処理後

・処理前後において，すべての項目で法定基準値内であった。
（ホウ素は処理後のﾌﾛｯｸの値が一部、基準値と同じ）

・分級処理することにより，粒径の細かいﾌﾛｯｸに有害物質が濃縮され，
値が高くなっている項目がみられる。

・ダイオキシン類は基準1,000pg-TEQ/g以下に対して，処理前後ともに
値が小さく問題ない。
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【空間線量の測定結果】

空間線量率
(μSv/hr)

0.08~0.10

0.05~0.06

布きれ 0.05~0.06
金属類 0.04~0.06
廃プラ 0.04~0.06
木類 0.03~0.06
石、れんが 0.05~0.06

0.03~0.06
0.05~0.07
0.04~0.06
0.04~0.06

分級礫

分級砂

分級シルト

フロック

測定対象土砂

津波堆積土砂
（土砂集積場）

一次処理後土砂
（スケルトン通過）

ｽｹﾙﾄﾝ
残留物

測定状況写真
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【水質分析】 詳細結果は別紙参照。

1) 健康項目（27項目）
・使用した海水、脱水時に発生した余水について、すべての項目で
法定基準値内（ほとんどが不検出）。

2) 生活環境項目 （15項目）
・使用した海水、脱水時に発生した余水について、すべての項目で
法定基準値内。

・余水については、pH（水素イオン濃度）が小さめな値（5.8）を示した。
⇒PACを含んだ水を循環利用しているのが影響していると考えられる。
対策：pHを監視しながら、適度に排水する、ｱﾙｶﾘ助剤を添加する 等。

3) 放射性物質含有量
・すべての項目で不検出。

4) 油分（TPH）
・すべての項目で非検出。
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２．脱水フロックの室内配合試験結果
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現場実証実験で得られた脱水フロックを用いて、以下に示す条件で

配合試験を行った。

(1) 脱水の程度（含水比）

w=150%（フレコン1日脱水）、 200%（連続脱水下限値）、175%（中間値）

(2) 改質材の種類

高炉セメントB種、カルシア系改質材、石灰、MgO系固化材（中性固化材）

(3) 改質材の添加量

3添加（基本） 、添加量は練り混ぜ直後の状況、経済性を考慮し、決定

【配合試験条件】

【目的】

脱水フロックを種々の改質材により改質し，第4種建設発生土（qc≧200kN/m2）
とするのに必要な改質材添加量，養生期間を明らかにする．

 

 
 

22

【実験方法】

① 混練り直後から最長3日までとして，排出可能なコーン指数（qc=200kN/m2；
第4種建設発生土）を 満足する配合および材齢を確認する。 コーン指数
（qc）は，山中式土壌硬度計による貫入値D（mm）から次式で推定する。

② qc=200kN/m2を確認した時点で一度供試体を粉砕し（乱し）、一軸試験用の
供試体を作製する作製した供試体は、材齢7日、28日にて一軸圧縮試験を行
い、強度発現を確認する。

⇒ フロックを改質後，仮置き，運搬，再転圧することを想定し，その後にどの
程度の強度発現が見込めるか？

③ ②で確認した強度と比較するため，不撹乱試料の材齢7日、28日における一
軸圧縮強さを確認する。

uc

u
qq

qD
5

5.8ln10.6 　（既往の実績より）
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1日 3日 7日

1 100 52 216
2 125 201
3 150 665
4 175 125 202
5 125 229
6 150 301
7 175 517
8 150 30Vol.% 142 179 241
9 175 30Vol.% 99 157 188

10 200 30Vol.% 63 117 131
11 150 133 171 205
12 200 279
13 250 506
14 175 200 147 204
15 200 200 95 121 142
16 150 75 93 131
17 200 111 158 189
18 250 150 185 242
19 175 200 66 99 125
20 200 200 41 53 64

養生日数

コーン指数qc （kN/m2）改質材
添加量

（kg/m3
）

ﾌﾛｯｸ
含水比

（%）

ｶﾙｼｱ

改質材

石灰

150

MgO

150

No.

BB

150

200

【実験結果：山中式硬度計からのコーン指数qc推定】

山中式硬度計からコーン指数を推定した結果、
材齢3日以内にqc=200kN/m2以上（第4種建設発生土）になる配合は、
高炉B種セメント（No.1～7）と石灰（No.12～14）を使用したケースのみ

※表中、赤字の数値は

材齢3日以内に

qc＞200kN/m2となった

ケース
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【実験結果：一軸圧縮強さ】

7日 28日 1日 3日 7日 28日

1 100 3日 20 48 29 45 85
2 125 1日 51 89 26 96 122
3 150 1日 84 148 85 159 215
4 175 125 1日 48 75 53 98 98
5 125 1日 39 75 44 87 100
6 150 1日 68 242 57 122 344
7 175 1日 173 307 78 257 562

11 150 7日 69 36 72
12 200 1日 40 68 42 69 90
13 250 1日 68 114 63 98 110
14 175 200 3日 22 53 28 44 68
15 200 200 7日 24 27 34

石灰

150

No.

BB

150

200

練混ぜから撹
乱、再転圧ま
での養生日数

材齢

不撹乱（参考）

一軸圧縮強さ　qu (kN/m
2
)

Remold（撹乱あり）改質材
添加量

（kg/m3）

ﾌﾛｯｸ
含水比

（%）
改質材

材齢

No.1，No.14（不撹乱）：qu3<50kN/m2（≠第4種）・・・山中の結果ではO.K
⇒ BB：w=150～200%，125kg/m3以上、石灰：w=150%以下，200kg/m3以上

撹乱、再転圧した供試体と不撹乱との比較は後述する。
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【実験結果：一軸圧縮強さ（参考）】

qc=200kN/m2以上とするには、
カルシア：混練りから28日以上の養生が必要
MgO：ﾌﾛｯｸ含水比150％以下、混練りから7日以上の養生、200kg/m3以上必要

7日 28日 3日 7日 28日

8 150 30Vol.% 7日 33 27 32 34
9 175 30Vol.% 7日 27 31 57

10 200 30Vol.% 7日 18 21 31
16 150 7日 16 27 23
17 200 7日 28 42 55
18 250 7日 38 64 76
19 175 200 7日 17 27 33
20 200 200 7日 12 15 19

不撹乱

qu (kN/m
2
)

Remold（撹乱あり）

ｶﾙｼｱ

改質材
添加量

（kg/m3）

ﾌﾛｯｸ
含水比

（%）
改質材

MgO
150

練混ぜから撹
乱、再転圧ま
での養生日数

材齢 材齢
No.
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【実験結果：材齢1日qc=200kN/m2（材齢1日）となる改質材添加量の算定】

材齢１日において，qc=200kN/m2以上とするには、
高炉B種の場合、130kg/m3以上（フロック w=150～200%）
石灰の場合、200kg/m3以上（フロック w=150%以下） が必要

130120 200
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 150 200 250 300

改質材添加量（kg/m3）

一
軸

圧
縮

強
さ

　
q
u
　

（
kN

/
m

2
）

w=150%，高炉B，材齢1日

w=200%，高炉B，材齢1日

w=150%，石灰，材齢1日

qc=200kN/m2　
（第4種発生土）
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【qc=200kN/m2となる改質材添加量および養生日数】
脱水フロックをqc=200kN/m2 （第4種建設発生土）に改質する場合の必要
添加量，養生日数および材料費を比較した結果を以下に示す。

上記の結果から，脱水フロックを改質して，建設材料として有効利用
する場合，経済性（材料費），施工性（脱水，養生日数）を考慮すると，
高炉B種セメントが最も有効である。

改質材の種類 養生日数 添加量（kg/m3） 材料単価（円/t） 材料費（円/m3） 備　　考

高炉Ｂ種セメント 1 130 10,800 1,404 ﾌﾛｯｸ含水比200%まで
処理可能

石灰 1 200 22,000 4,400 ﾌﾛｯｸ含水比150%以下
にする必要あり

ペーパースラッジ 0 196 23,000 4,508 ﾌﾛｯｸ含水比150%以下
にする必要あり

カルシア改質材 12 30　（Vol.％） ― ―
強度発現まで時間を要
する

MgO系固化材 7 190 33,500 6,365 ﾌﾛｯｸ含水比150%以下
にする必要あり

※1 建設物価　2012年8月号（仙台）参照　　　※2 専業者よりヒアリング　　※3 専業者実施の室内配合試験結果より

※1

※1

※1

※2※3
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ﾌﾛｯｸ含水比150％、高炉B種セメント150kg/m3添加

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30
材齢　（日）

一
軸

圧
縮

強
さ

　
qu

　
（
kN

/
m

2
）

不撹乱 Remold

qc=200kN/m2　（第4種発生土）

ﾌﾛｯｸ含水比150％、高炉B種セメント125kg/m3添加

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30
材齢　（日）

一
軸

圧
縮

強
さ

　
qu

　
（
kN

/
m

2
）

不撹乱 Remold

qc=200kN/m2　（第4種発生土）

【実験結果：改質土の撹乱・再転圧による強度発現の傾向】

高炉B種の場合、一度乱した改質土は乱さない場合と比べて、
材齢28日で6～7割程度の強度発現となる。

◆フロック含水比 150％，高炉Ｂ種セメント添加

125kg/m3 添加 150kg/m3 添加

122kN/m2

89kN/m2

148kN/m2

216kN/m2
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3．コスト試算結果
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【試算条件】-1

① 運転条件

20m3/hrまたは70m3/h×8時間運転/日

処理する津波堆積物の量：10,000m3

② 対象とする津波堆積物（4種類）

土砂1：土砂部分の細粒分16％～17％（砂礫分が83～84％と多い）

・土砂1-1： がれき含有率10％
・土砂1-2： がれき含有率25％

土砂2：土砂部分の細粒分39％～40％（砂礫分が59～60％と比較的少ない）

・土砂2-1：がれき含有率10％
・土砂2-2：がれき含有率25％

③ 分級処理（直接工事費）の積算対象範囲

設備設置・撤去，分別・分級～凝集･簡易脱水まで

（場内・場外運搬，試運転，メンテナンス費用は含まない）
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④ 分級レベル：砂礫の細粒分含有率2種

Fc 5%  ：コンクリート用細骨材 （シルト・粘土分含有率5％程度）

Fc 15％ ：一般砂質土 （シルト・粘土含有率15％程度）

⑤ 簡易脱水フロックの状態，改質

・含水比175％と想定（気仙沼実績，安全側）
・BH混合によるセメント固化・改質（2,500円/m3と想定）．

⑥ 分級砂礫，改質土の扱い

分級砂礫や改質土は、有価（売却可）な材料として取り扱うことができると考える

→ Fｃ5％砂礫 ： 3,500円/m3 （無筋コンクリート用細骨材など）

Fｃ15％砂礫 ： 3,000円/m3 （SCP用，ケーソン中詰め材など建設用砂質土）

改 質 土 ： 2,000円/m3 （埋立用地盤材料など）

⑦ その他

ここで試算したコストには，土砂処分のための新たな処分場建設費用低減効果や、新
材採取による環境への負荷低減効果など、更なるコスト縮減・環境影響低減の効果を
考慮していない．

【試算条件】-2
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単　価
(円/m

3
)

(B)－(C)
津波堆積土砂

1万m
3
当り

砂礫 改質土

1-1 10 15 75 17% Fc 15% 1,000 8,590 700 9,290 8,600 1,000 200 9,800 13,800 2,600 140 11,060

1-2 25 12 63 16% Fc 15% 2,500 7,220 400 7,620 7,300 2,500 120 9,920 13,900 2,200 80 11,620

2-1 10 35 55 39% Fc 15% 1,000 4,690 6,900 11,590 9,900 1,000 1,900 12,800 17,900 1,400 1,380 15,120

2-2 25 30 45 40% Fc 15% 2,500 4,100 6,430 10,530 8,100 2,500 1,800 12,400 17,400 1,200 1,290 14,910

1-1 10 15 75 17% Fｃ 5% 1,000 7,200 4,050 11,250 8,900 1,000 1,100 11,000 15,400 2,500 810 12,090

1-2 25 12 63 16% Fｃ 5% 2,500 6,050 3,200 9,250 7,500 2,500 900 10,900 15,300 2,100 640 12,560

2-1 10 35 55 39% Fｃ 5% 1,000 3,930 8,760 12,690 10,200 1,000 2,400 13,600 19,100 1,400 1,750 15,950

2-2 25 30 45 40% Fｃ 5% 2,500 3,440 8,050 11,490 8,400 2,500 2,200 13,100 18,400 1,200 1,610 15,590

がれき
体積％

津波堆積土砂の粒度

（％）

津波堆積土砂処理：1万m3当り

直工単価
（円／m

3
)

分別分級
処理費

土
砂

分級
レベル

(a)

がれき

(b)

砂礫

(c）

フロック
改質土

シルト
粘土

砂礫
細砂

土砂
部分の

Fc

セメント
改質費

直工単価
小計
(A)

有効利用
可能な
土砂量

(b)+（c）

ガレキ
処分費

売 却 分
差引後単価

(円/m
3
）

(B)

間接経費込み

(A)×1.40

(C)
 

津波堆積土砂

1万m3当り

処理後の数量
(m3／1万m3）

売 却 分
(円/m3)

がれき含有量が多く，土砂部分における砂礫含有量が少ないもの（土砂1-2）では､比較的
少ないものの，処理前の津波堆積土砂量と同等かそれ以上の量となっている．

→ 凝集フロックの脱水のコストや時間を最低限とすることで減容化を抑え、セメントなどで
固化・改質し、より多くの有用な土質材料を得られるシステムとなっている．

【試算結果】-1

分別・分級で得られる有用利用可能な土砂の量

 

 
 



‐付-85‐ 
 

33

【試算結果】-2

・今回の算出条件下での津波堆積物の処理単価

経費込み単価・・・・・・・・14,000円/m3～19,000円/m3程度．

売却分差引後単価・・・・11,000円/m3～16,000円/m3程度．

・土砂部分の細粒分含有率Fcが多いほど、コスト高の傾向．

・がれきの含有率の違い（10％と25％）によるコスト差は殆どない．

・処理レベルの違いによるコスト：Fc5％砂礫＞Fｃ15％砂礫，差は5％～10％程度．

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

土砂部分の細粒分含有率Fc

売
却

分
差

引
後

単
価

　
(円

/
m

3
)

塗りつぶし：がれき10％
白 抜 き   ：がれき25％

分級レベル：Fｃ 5%

分級レベル：Fc 15%
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土砂部分の細粒分含有率Fc
経
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込

み
単

価
　

(円
/
m

3
)

塗りつぶし：がれき10％
白 抜 き   ：がれき25％

分級レベル：Fｃ 5%

分級レベル：Fc 15%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

土砂部分の細粒分含有率Fc

直
工

単
価

　
(円

/
m

3
)

塗りつぶし：がれき10％
白 抜 き   ：がれき25％

分級レベル：Fｃ 5%

分級レベル：Fc 15%

経費込み単価直工単価 売却分差引後単価

赤：分級砂礫Fc5%， 青:分級砂礫Fc15%
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【コスト比較】-1

ここでは、被災地において津波堆積土砂の分別処理で良く使用され
ているトロンメルによる乾式分級（TRM）と、当工法（ソイルセパレータ･
マルチ：SM）とのコスト比較結果を以下に示す．

トロンメルによる乾式分級（TRM）

1) 乾式（加水なし）で分別・分級し、土砂を得る工法．

2) 被災地で最も多く使われている．

3) 分級後土砂には細粒分が含まれている．一部は軟弱（要改質）．

4) 分別されたごみ・がれきには土砂が大量に付着している．

特 徴
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【コスト比較】-2 （解説および比較条件）

ソイルセパレータ・マルチ（SM)による
湿式分別・分級

トロンメル（TRM)による
乾式分別・分級

加水して分別・分級し、良質な砂礫を抽出
粘土分のフロックも固化処理して有効利用

　乾式（加水なし）で分別・分級し、
細粒分を含んだ土砂を得る

被災地で最も多く使われている分級工法

　
　　1次処理 ：加水＋スケルトンBH

　　2次～4次処理 ：サイクロン，振動フルイで分級
　　　　　　　　　　　　分級後の砂礫は細粒分含有率5％程度
　　　　　　　　　　　　（Fc5％砂礫）

　　5次処理 ：細粒分泥水の凝集沈殿，フロックの簡易脱水
　　　　　　　　　　(脱水フロックの含水比175％：気仙沼実績）

　
　　　1次処理 ：スケルトンBH，振動フルイ

　　　2次処理 ：トロンメル＆風力選別機

種 類

イメージ

（特徴）

分級方法
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【コスト比較】-3 （解説および比較条件）

ソイルセパレータ・マルチ（SM)による
湿式分別・分級

トロンメル（TRM)による
乾式分別・分級

7,500～10,200円/m3 7,000円/m3

設備設置・撤去，分級～凝集･簡易脱水まで

（場内・場外運搬，試運転，メンテ費用は含まない）

設備設置・撤去，分級・選別のみ

（場内・場外運搬，試運転，メンテ費用は含まない）

2,500円/m
3

凝集フロック全数量を対象

2,000円/m
3

分別・分級後の半数を対象（土質，含水比による）

乾式フルイなので、ガレキに土砂が付着する

→　ガレキ量　=　湿式分級の3割増

ガレキ処分費　10,000円/m3 ガレキ処分費　10,000円/m3

砂礫　（有価で売れる）

Fｃ5％砂礫 ： 3,500円/m
3

改質土：2,000円/m
3

改質土：2,000円/m
3

種 類

分級処理の
直工単価

分級処理の
積算対象範囲

脱水フロックの
セメント固化・改質

単価　(直工）

ガレキの状態
および

処分単価

加水・洗浄・分級方式（湿式）のため、
ガレキに土砂が付着しない

得られる土砂

砂礫は得られない

フロックは固化・改質後、埋立材などで有効利用
（有価で売れる）

分別された土砂は、埋立材などで有効利用
半数を固化・改質する（土質，含水比による）
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【コスト比較結果】-1

単　価

(円/m
3
)

(B)－(C)

津波堆積土砂

1万m3当り

砂礫 改質土

1-1 10 15 75 17% Fｃ 5% 1,000 7,200 4,050 11,250 8,900 1,000 1,100 11,000 15,400 2,500 810 12,090

1-2 25 12 63 16% Fｃ 5% 2,500 6,050 3,200 9,250 7,500 2,500 900 10,900 15,300 2,100 640 12,560

2-1 10 35 55 39% Fｃ 5% 1,000 3,930 8,760 12,690 10,200 1,000 2,400 13,600 19,100 1,400 1,750 15,950

2-2 25 30 45 40% Fｃ 5% 2,500 3,440 8,050 11,490 8,400 2,500 2,200 13,100 18,400 1,200 1,610 15,590

1-1 10 15 75 17%
がれき

＋
土砂

1,300 0 8,700 8,700 7,000 1,300 900 9,200 12,900 0 1,740 11,160

1-2 25 12 63 16%
がれき

＋
土砂

3,250 0 6,750 6,750 7,000 3,250 700 10,950 15,300 0 1,350 13,950

2-1 10 35 55 39%
がれき

＋
土砂

1,300 0 8,700 8,700 7,000 1,300 900 9,200 19,100 0 1,740 17,360

2-2 25 30 45 40%
がれき

＋
土砂

3,250 0 6,750 6,750 7,000 3,250 700 10,950 18,400 0 1,350 17,050

SM

TRM

工
法

がれき
体積％

津波堆積土砂の粒度

（％）

土砂
部分の

Fc

津波堆積土砂処理：1万m3当り

直工単価

（円／m
3
)

分別分級
処理費

土
砂

分級
レベル

(a)

がれき

(b)

砂礫

(c）

改質土
土砂

シルト
粘土

砂礫
細砂

売 却 分
差引後単価

(円/m
3
）

(B)

間接経費込み

(A)×1.40

(C)
 

津波堆積土砂

1万m3当り

処理後の数量
(m3／1万m3）

売 却 分

(円/m3)

セメント
改質費

直工単価
小計
(A)

有効利用
可能な
土砂量

(b)+（c）

ガレキ
処分費

土砂1：土砂部分の細粒分16％～17％（砂礫分が83～84％）

・土砂1-1： がれき含有率10％
・土砂1-2： がれき含有率25％

土砂2：土砂部分の細粒分39％～40％（砂礫分が59～60％）

・土砂2-1：がれき含有率10％
・土砂2-2：がれき含有率25％

上段 SM：ソイルセパレータ・マルチ工法による湿式分級

下段 TRM：トロンメルによる乾式分級

・SMでは、Fc5％砂礫を作成する

・売却分：分別・分級で得られた土砂
を有価であると考える
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【コスト比較結果】-2

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1-1 1-2 2-1 2-2

土砂の種類

m3/1万m3 津波堆積物1万m3から得られる
有効利用可能な土砂の量

SM

TRM
SM

TRM

SM

TRM

SM

TRM

分別・分級によって得られる有効利用可能な土砂量は、
SM＞TRM となる（約1.3倍から1.7倍）．

→ 凝集フロックの簡易脱水の効果
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【コスト比較結果】-3

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1-1 1-2 2-1 2-2

土砂の種類

円/m3 経費込み単価

SM

TRM

SM TRM

SM TRM
SM TRM

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1-1 1-2 2-1 2-2

土砂の種類

売却分差引後単価円/m3

SM
TRM

SM
TRM

SM
TRM

SM
TRM

経費込み単価 ： SMとTRMのコスト差は殆どない．

売却分差引後単価 ： 上記から分別・分級後の土砂を有価として差引いた単価
両者は同等のコストまたはSMが若干安い傾向がある．
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(1) 得られた砂礫は、細粒分が5％程度で、無筋コンクリート用骨材などにも十分に
用いることの出来る良質なもの（細粒分10％～15％程度に調整することも可能）．

(2） がれきやごみは、加水・洗浄して比重選別とフルイ分けされるため、その後の
種別ごとの分類が容易となっている．
さらに、付着した土砂が洗い流されているため、焼却処分可能なものが分別でき、
がれきやごみ類のさらなる減容化が可能．

(3) 加水用水は、システム全体で循環・再利用するため、最終的な余水処理量が
少ない点が特徴．

(4) 細粒分泥水の凝集フロックも簡易脱水後、セメントなどで改質することで、盛土
材料などに有効利用することが可能．

(5) 分別・分級によって得られる有効利用可能な土砂の量は、処理前の津波堆積
土砂と比較して、同程度またはそれより多い．

(6) トロンメルによる乾式分級工法と比較して、同程度のコストで、良質で多くの
建設用土質材料を得ることが可能．

上記、(3)-(4)は特許申請中．

【本技術の特徴のまとめ】
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４．本技術の適用・実用化（事業化）に向けての取組み
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【 本技術の適用・実用化（事業化）に向けての取組み 】

● 気仙沼実証実験，室内試験の実施および結果のまとめ

● コスト試算・コスト比較

● 大型設備の改良（7月にほぼ完了）

20m3/h級（今回使用：主にリース）＋70～80m3/h級（自社保有）を準備

●凝集フロックの簡易脱水システムの更なる効率化検討

室内および実証試験を年内までに実施予定

● 説明資料の作成 ・・・・別添資料参照

●集団移転事業等の予算を持つ自治体などへの説明 (次ページ参照）

釜石市（7/25）など、一部は実施済み

今後の予定

7月末までに終了
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自治体名称 対象事業 窓口 備考

宮城県 港湾・漁港・河川復旧事業
土木部
事業管理課

仙台市 集団移転事業

仙台市
仙台湾南部海岸堤防復旧事業
（国交省直轄）

国交省と実証試験済

山元町 がれき処理（亘理・名取ブロック）施工中

東松島市 ＵＲ高台移転事業、他

女川町 ＵＲ高台移転事業、他 プロポーザル方式の業務が公告（7/20）

南三陸町 ＵＲ高台移転事業、他 がれき処理（気仙沼ブロック）施工中

気仙沼市 魚町・南町内湾地区復興事業

陸前高田市
建設部
都市計画課
建設課

釜石市

大槌町

山田町 ＵＲ高台移転事業、他
ＵＲ岩手震災復興支援局
宮古支援事務所

岩手県

宮城県

【 対象自治体(案） 】
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５．本技術の適用・実用化（事業化）についての提案

いであ株式会社 笠原委員
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1. 干潟造成による自然再生への有効利用

2. 浸水地帯での土木建設の優良な材料としての有効利用

3. カルシア改質土としての有効利用

震災で地盤沈下した一帯が浸水して土地利用されてない場所が数多くあり、これら
の土地を修復させるためには土砂による埋め立て修復事業が必要であり、これら
の浸水地帯の埋め戻し に津波堆積物から分別･分級した土砂を利用する．

被災地では、震災による地盤沈下によって湿地帯に生まれ変わった場所がある。
地元NPO法人や学者はそれらの新水域を干潟として保全し環境教育などを行う
フィ－ルドとして活用する計画を立案している．

カルシア改質土とは、泥土(ヘドロ)とカルシア系改質材(転炉系製鋼スラグ)を混合
させ、水硬性強度付加などの土砂性状の改良・改質された土質材料である．

カルシア改質土の材料特性は、①天然の石と同様な外観、②セメント反応による
水硬性、③鉄分を含むため、海藻の生育に効果、④化学成分からリンや硫化水素
を吸着する性質などがあり、これらの特徴を生かした有効利用によって、震災で被
害を受けた場所に活用すべきである．
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1.干潟造成による自然再生への有効利用

＜干潟再生の効果＞

ヨシ原

吸収

水質の栄養塩（N,P）

【ヨシ原による水質浄化作用】
三浦半島松輪地区：生育密度120本／㎡
１日当たりの吸収量：
N；1.4㎏/ha,P；0.11㎏/ha

沈殿・吸収

プランクトン

濾過・捕捉

懸濁態有機物

沈殿・吸収

濾過・捕捉

【砂泥層による濾過捕捉量】
東京湾での有機懸濁物浄化量
１㎡当たりの浄化量
干潟；0.711㎏、砂浜；0.624㎏

酸素の補給

好気的環境

バクテリア

分解・無機化

干潟生物

有機物の補食

還元的環境

窒素の無機化

水中の懸濁物質

吸収・濾過 吸収・濾過

アサリ

マテガイ

【アサリの濾過水量による水質浄化作用】
東京湾盤州干潟：殻長40mm
１時間当たり当たりの濾過水量；
水温20℃；1.05L、水温４℃；0.20L
夏季１㎡当たり２～３トンの海水が濾過される  
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＜気仙沼市舞根地区での干潟造成による自然再生計画に活用＞-1

気仙沼市舞根地区
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干潟造成による自然再生

＜気仙沼市舞根地区での干潟造成による自然再生計画に活用＞-2

干潟造成による自然再生

舞根地区での干潟造成では、良質な砂の供給が生物の生息環境を良好にし、良
好な干潟が再生するモデルケ－スとしての事業として活用する案がある.
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地盤沈下による浸水地帯

東松島地区

地盤沈下による浸水地帯

気仙沼岩井崎周辺

2. 浸水地帯での土木建設の優良な材料としての有効利用
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3. カルシア改質土としての有効利用-1

カルシア改質土とは、泥土(ヘドロ)とカルシア系改質材(転炉系製鋼スラグ)
を混合させ、水硬性強度付加などの土砂性状の改良・改質された土質材料
である．
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3. カルシア改質土としての有効利用-2
カルシア改質土の特徴

①天然の石と同様な外観 （ただし長期的には、表面に赤錆がでることがある）
②セメント反応による水硬性
③鉄分を含むため、海藻の生育に効果
④化学成分からリンや硫化水素を吸着する性質 など
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＜東北地方沿岸域での藻場造成への活用＞

3. カルシア改質土としての有効利用-3

カルシア改質土は、鉄分を含むため海藻の生育に効果あるとされる．漁場再生事業で
は岩礁性藻場の造成が重要であり、新たな生育基盤として活用できると考えられる.
岩礁性藻場の対象種としては、アカモク、ワカメ、アラメ、コンブ類があり、地元の漁業者
の要望などを踏まえて選定し、基盤の配置・規模を立案して活用する.

アカモク
マコンブ

ホソメコンブアラメ
ワカメ

ガラモ場

松島湾での藻場造成候補地

アマモ・ガラモ混生藻場

気仙沼湾での藻場造成候補地
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６．今後の予定
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1) 最終報告書(案）の作成:9月中旬まで

委員の皆様の指導を受け，9月末に完成予定

2） 集団移転事業等の予算を持つ自治体などへの説明

9月中旬くらいまでをメドに一通り廻る

委員の方々の情報も得ながら進めたい

3） 凝集フロックの簡易脱水システムの更なる効率化検討

室内および実証試験を年内までに実施予定（実証実験は10～11月予定）

【今後の予定 】
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